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不登校の要因・背景の多様化・複雑化

( 1 ）不登校の背景と社会的な傾向
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不霊堂校児童生徒への支援に関する中間報告＜案＞

～一人一人の多様な諜惑に対応した切れ目のない支援の推進～

第1章はじめに～本協力者会議の基本姿勢～

1 本協力者会議の審議経過と報告のねらい

本協力者会議は、文部科学省初等中等教育局長の諮問機関として、平成27年 1月

に発足し、不登校児童生徒の社会的自立を支媛する観点から、①不登校児童生徒の実

情の把握・分析、②学校における不登校児童生徒への支援の現状と改善方策、③学校

外における不登校児護生徒への支援の現状と改善方策、④その他不登校に関連する施

策の現状と課題について調査研究を行う役割を与えられた。

不登校に関する調査研究については、学校不適応対策調資研究協力者会議の平成4

年3月報告「登校拒否（不登校）問題について」、不登校問題に関する調査研究協力者

会議の平成 15年3月報告「今後の不登校への対応の在り方についてJ（以下「平成1

5年報告Jという。）があるが、それぞれ、不登校に対応する上での基本的な視点や取

組の充実のための提言自体は今でも変わらぬ妥当性がある。

しかしながら、不登校児愛生徒が依然として高水準で推移していることから、これ

らの提言が関係者の聞において正しく理解され実践されているか、また、時代の変化

とともに、新たに付加すべき点がないかを今一度検証することが必要である。

本協力者会議は、現状と課題をできる限り実証的・客観的に検証すること、様々な

立場から実践に携わっている関係者からヒアリングを行うなど幅広く意見を穂くこと

に特に配慮し、検討を進めてきた。また、本協力者会議の発足に先立って公表された

不蛍校経験者に対する追跡調査の結果報告の知見を積極的に生かすなど、不登校の当

事者の意識や要望等に配慮するとともに、国民の幅広い理解と協力が得られるよう、

会議を公隠するなど、隠かれた会議運営に努めてきた。

本報告は、学校や教育関係者等における取組の充実に資するための指針となる提言

を盛り込んでいる。園、各教育委員会や学校等において関係者が本報告を活用し、今

後の不登校に隠する取組の更なる充実を図ることを期待したい。なお、異体的な指導

方法や事例紹介等については、今後、引き続き、本協力者会議で検討し、最終報告に

おいて取りまとめることとする。

2 「平成15年報告Jから現在までの不登校施策の変遷

「平成15年報告」以降も、不登校に関して、様々な取組がなされてきており、そ

の進捗状況を分析した。

「校外の施設による不登校児叢生徒の出席扱いjについては、平成 15年度の小中

学校の不登校児童生徒は 126,212人、そのうち学校外で指導等を受けた児童生

徒数は 11, 245人（不登校児室生徒数全体の8. 9 %）であり、そのうち指導要



録上出席扱いとされたのは3' 4 3 8人（指導等を受けた児叢生徒に占める割合は3

0. 6 %）であった。平成25年度の小中学校の不登校児童生徒は 119,617人、

学校外で指導等を受けた児章生徒数は 9,3 3 2人（不登校児童生徒数全体の 7.8 %) 

であり、そのうち指導要録上出席扱いとされたのは3' 1 5 7人（指導等を受けた児

叢生徒に占める割合は33. 8 %）であった。このことから、学校外の施設を利用す

る割合は減少しているが、指導要録上出席扱いとされる割合は増えていると言える。

また、学校内外で指導を受けた児童生徒数は、平成15年度は 76, 299人（不登

校児室生徒数全体の 60. 5 %）、平成25年度は95, 324人（不登校児室生徒数

全体の 79. 7 %）となっており、このことから、学校内外の機関等を利用する割合

が増加していることが伺える。

平成17年7月、構造改革特別区域法による特区80 3 「不登校児童生徒等を対象

とした学校設謹に係る教育課程弾力化事業Jの全国化により、特別な教育課程を編成

する学校（以下「不登校特例校」という。）が指定されることとなったが、平成16年

から全固化される平成 17年7月までは5校、王子成 17年7月から平成27年8Fl現

在までは6校の合計 11校を指定されている。これらのうち、平成 19年4月に指定

された京都市立洛友中学校においては、不登校を克服しようとする昼間部の生徒と、

義務教育未修了のまま学齢を超過してしまった夜間部の生徒の交流を図っているよう

な好奉併もある。

また、平成17年7月「 iT等の活用による不登校児章生徒の学習機会拡大事業J

を全国化する通知により、 IC T等を活用した不登校児童生徒の指導菱銀よの出席扱

いについては、平成 17年度は 19 6人であったものが、平成25年度は 25 6人と

なっている。

総じて、これら制度の活用状況は大きくは伸びていないことから、今後、「出席扱いJ

などの制度の検証を行うとともに、例えば洛友中学校などの好事例の周知や、 ICT 

教材開発やそれらの情報配信なども含め、これら制度の活用を促進する必要がある。

（参考資料）

参考資料（ 7）棺談・3旨毒事等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いとした児霊童生徒

数の推移

参考資料＜13) r不登校児愛生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程の強力化」について

参考資料（16）学校外の機関等で相談・指軍事を受けた児童生徒数（教育支援センター・民間施設

を抜粋）

参考資料（17)自宅における iT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児叢生徒数

の推移

3 不登校の定義及び認識

文部科学省の「学校基本調査J及び「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諮問題に

関する調査」 （以下「問題行動等調査」という。）においては、 「不登校児童生徒J

を何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあ

るいはしたくともできない状況にあるため年間30 日以上欠席した者のうち、病気や
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経済的な漂白による者を除いたものとして調査しており、本協力者会議においても凋

様に不登校を定義して検討を行った。

不登校については、特定の児童室生徒に特有の問題があることによって起こるもので

はなく、どの児愛生徒にも起こり得ることとして捉え、教育関係者は当事者への理解

を深める必婆がある。また…方で、不登校という状況が継続し、結果として十分な支

援が受けられない状態が続くことは、自己肯定感の低下を招くなど、本人の進路や社

会的自立のために望ましいことではなく、その対策を検討する童委性についても十分

に認識する必要がある。豊かな人間性や社会性、生涯を通じた学びの基礎となる学力

を身に付けるなど、会ての児童生徒がそれぞれの自己実現を濁り、社会の構成員とし

て必要な資質・能力の警成を図ることは喫緊の課題であって、早急に不登校に関する

具体的な対応策を講じる必要がある。

不登校の要因や背景としては、本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複雑に絡み

合っている場合が多く、更にその背後には、社会における「学びの場Jとしての学校

の格対的な位置付けの変化、学校に対する保護者・児童生徒自身の意識の変化等、社

会全体の変化の影響力が少なからず存在している。

そのため、この課慈を教育の観点のみで捉えて対応することには限界があるが、義

務教育段階の児童生徒に対して教育が果たす役割が大きいことを考えると、不登校に

向き合って懸命に努力し、成果を上げてきた関係者の実践率例等を参考に、不鷲校に

対する取組の改善を凶り、学校や教育関係者が一層充実した指導や家庭への働き掛け

等を行うことで、学校教育としての寅務が果たされることが望まれる。

ただし、不登校は、その要因・背景が多様であり、学校のみで解決することが困難

な場合が多いという課題があることから、本協力者会議においては、学校の取紐の強

化のみならず、学校への支援体制や関係機関との連携協力等のネットワークによる支

援、家庭の協力を得るための方策等についても検討を行う。

なお、不登校については、多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっ

ているということであり、その行為を F問題行動Jと決め付けてはいけない。不登校

の児愛生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、会ての児童生徒が安心して学べる環境

を実現するために、学校・家庭・社会は、不登校児童生徒に対する共感的理解と受容

の姿勢を持つことが大要露である。

第2案不登校の現状と実態把握

1 不登校の現状と分析

( 1 ）不登校児童量生徒数の推移等

「問題行動等調資Jによると、我が留の小・中学校の不登校児童生徒数は平成25

年度に6年振りに増加し、不登校児愛生徒数が高い水準で、推移するなど、憂慮すべき

状況である。具体的には、国・公・私立の小・中学校で平成25年度に不登校を理由

として30日以上欠席した児童生徒数は、小学生は24, 1 7 5入、中学生は95' 

442人の合計 119, 617人となっている。これを全体の児童生徒数との割合で
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見ると、小学生は0. 3 6 %、中学生は2. 6 9 %となっており、小・中学生の合計

では全児童生徒の約 1. 2 %を占めている。

学校穣 小学校 中学校 言十
＼ 

不受校児童数
全体に

不登校生徒数
全体に 不登校 全体に

年度 占める審j合 占める劉合 児霊童生徒数 占める割合

平成13年度 26,511 。町36覧 112.211 2.81% 138,722 1.23% 

平成25年度 24.175 0.36詰 95.442 2.69出 119,617 1.17出

不登校児童生徒が在籍している小・中学校数の都合について見てみると、平成 13 

年度は57. 6 %であったところ、平成25年度は58. 8 %となっており、不登校

児童生徒の人数やその割合は減っているが、不登校児童生徒が在籍している学校数の

割合は増加している。

また、学年別に見ると、学年が上がるにつれて不登校児童生徒数は増加しており、

特に小学校6年生から中学校2年生にかけて、大きく増加している。

( 2）不登校となったきっかけ

平成25年度「問題行動等調変Jにおける「不登校になったきっかけと考えられる

状況Jについて、小学校では、不安など情緒的混乱が35. 3 %、無気力が23. 0 %、

親子関係をめぐる問題が 19. 1 %となっている。また、中学校では、無気力と不安

など情緒的混乱が共に26. 2 %、いじめを除く友人関係をめぐる問題が 15. 2 % 

となっている。

( 3）不登校児護生徒への指導の結果、効果があった取組

平成18年度「問題行動等調査」における「指導の結果登校するようになった児童

生徒に特に効果があった取組」では、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談に乗る

など様々な指導・援助を行った。」が51. 2 %、「登校を促すため、電話をかけたり

迎えに行くなどした」が49. 2 %、「保護者の協力を求めて、家族関係や家庭生活の

改善を図ったJが40. 0 %となっており、平成25年度「問題行動等調査」におけ

る「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒に特に効果があった取組J

では、「登校を促すため、電話をかけたり迎えに行くなどした。Jが48. 5 %、「家庭

訪問を行い、学業や生活箇での棺談に乗るなど様々な指導・援助を行った。Jが46 

9%、「スクールカウンセラ一等が専門的に指導にあたった。Jが40 0%となって

おり、これらのことから、不登校状態の改善には、家庭への働き掛けやスクールカウ

ンセラ一等の活用が有効であることが見て取れる。

( 4）進路の状況等

文部省が平成5年度不登校生徒を追跡調査した「不登校に関する実態調査」（以下「平

成5年度不登校実態調査Jという。）と文部科学省が平成26年7月に公表した、不登

校経験者へのアンケートによる「不登校に関する実態調査～平成 18年度不登校生徒

に関する追跡調査報告審～J（以下「平成18年度不登校実態調査Jという。）を比較

すれば、

高校進学率 6 5. 3 %→8 5. 1 %、
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高校中退率 3 7. 9 %→ 1 4. 0 % 

大学・短大・高等への就学率 8. 5 %→2 2. 8% 

専門学校・各種学校への就学率 8. 0%→ 1 4. 9 % 

など、いずれも不登校生徒の進路状況は改善しており、このことから、不登校などの

課題を持った多様な生徒に対する支援が充実している高等学校等が増えてきたことが

伺える。中学校段階において不登校であってもその進路選択の可能性が広がるよう、

高等学校における学力保憾の取組や数膏招談体制の充実、更には多様な入学者選抜の

爽施が今後も必護である。

（参考資料）

参考資料（ 1 ）小・中学校の不登校児叢生徒の状況

参考資料（ 3）学年別不霊堂校児議生徒数の推移

参考資料（4）不登校となったきかっけと考えられる状況の推移

参考資料（ 6）「指謬の結果登校する又はできるようになった児霊童生徒」に特に効築のあった学

校の措置の推移

参考資料（21)平成18年度における「指導の結果登校する又はできるようになった児蜜生徒J

に特に効果のあった学校の措置

参考変料（28）「平成 18年度不登校実態調査」の進学・就学・就業状況について

2 不登校の要殴・背景の多様化・複雑化

( 1 ）不登校の背景と社会的な傾向

不登校の実態について考える擦の背景として、近年の児章生徒の社会性等をめぐる

課題、例えば、自尊感情に乏しい、人生自標や将来の職業の対する夢や希望等を持た

ず、無気力な者が増えている、耐性がなく、コミュニケーション能力が低いなどとい

った傾向が指摘されている。

保護者の側については、核家族化、少子化、地域における人潤潔係の希薄化などに

より家庭が孤立し、そのような家庭においては、過保護・過二子渉、育児への不安、し

つけへの自信喪失などの諜還を抱え込みがちとなることが指摘されている。また、金

融危機なと‘の経済停滞により、生活の余裕がなくなり、保護者自身にゆとりがないな

どの傾向から、虐待や無露佳な放任に至るケースが生じることも指摘されている。加

えて、学校に通わせることが絶対ではないという保護者の意識の変化等についても指

摘されている。

「平成 18年度不登校実態調査jでは、「不登校のきっかけJとして、「友人との関

係」が53. 7 %、「生活リズムの苦しれ」が34. 7%、「勉強が分からないJが31 . 

6%となっている。

特に、 f平成5年度不登校実態認資Jと比較して大幅に変動している選択肢「友人と

の関係Jは44. 5 %→5 2. 9 %、「家族の生活潔境の急激な変化J4 3 %→9. 

7%について留意する必要がある。また、「平成5年度不登校実態調資Jにはない選択

肢「生活リズムの乱れ」が今回の競査では2番目に多く選択されている点にも留意す

る必要がある。

「平成 18年度不登校実態調査Jでは、「不登校の継続理幽Jから傾向分析し、「無
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気力型」（4 0. 8 %）「遊び・非行型」（ 18 2%）「人間関係~J < 1 7. 7 %) r複
合型J( 1 2. 8 %）「その他型」（ 8. 7 %）の5つに類型化した。

また「不登校の継続理由Jとの関連が高い「不登校のきっかけ」としては、

「無気力でなんとなく学校へ行かなかったため」には、

「勉強が分からないj、

「生活のリズムの乱れJ、

「インターネットやメール、ゲームの影響J

「遊ぶためや非行グループにはいっていたためJには、

「学校のさまりなどの問題j

「生活リズムの乱れJ

「いやがらせやいじめをする生徒の存在や、友人との人間関係のためJには、

「友人との関係J、

「クラブや部活動の友人・先議との関係J

となっており、今後、これらを分析することで、傾向別の効果的な支援方策について

検討する必要がある。

( 2）不登校との関連で新たに指摘されている課題

児童生徒をめぐる課題の中には、自閉症、学習障害、注意欠陥／多動性障害等の発

達障害のある児童生徒について、周囲との人間関係がうまく構築できない、学留のつ

まずきが克服できない、といった状況が進み、不登校に至る毒事例が少なくないとの指

摘もある。

また、児護相談所における虐待の相談対応件数は、平成13年度は23, 274件

であったが、平成25年度は73, 802件と増加している。虐待の内容は、身体的

虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否（ネグレク卜）、心理的虐待と様々であり、そのう

ち、ネグレクトには保護者が学校に行かせないなど、児童生徒の登校を密難にする事

例も含まれている。また、いずれの内容の虐待も、児童生徒の心身の成長に重大な影

饗を及ぼすものであり、人間関係を構築できない、学校における問題行動を助長する

などの要因になることが懸念される。

発達障害のある児童生徒や保護者による虐待を受けた児童生徒が直ちに不登校にな

るわけではないが、これらの児童生徒の学習や生活上の課題について、実態を把握し

適切な対応をとることは、不登校対策はもとより、いじめや暴力行為などの問題行動

に対する今臼の生徒指導の重要な課題と考える。

( 3）不登校の要因・背景の特定と対応策

児叢生徒が不登校となる要閣や直接的なきっかけは様々であり、また、不登校状態

が継続すれば、学習の遅れや生活リズムの乱れなどの要図により、ますます学校に復

帰しづらくなる。また、不登校状態が長引くほど、時間の経過とともに不登校要因は

変化し、解決の閤難度安i脅していく。そのため、これら「不登校のきっかけjや「不

登校の継続理由」などの不登校となる婆因を的確に把握し、早期に、丁寧に、その要

閣を解消することが不登校を解消する上で必要不可欠である。例えば、不登校は「学

校に行きたいけれども行けないJ等の心の問題として捉えられることが多いが、不登
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校として捉えられている中には、あそび・非行による怠学、発達障警をきっかけとす

る学校生活への不適応、人間関係のこじれ、無気力、病気、虐待等を要因としたもの

も含まれる。実際に不登校児章生徒への支援を行うに当たっては、不登校児童生徒や

その保護者等とよく話し合うことで支援のニーズを把握し、個々の児童生徒の要図に

応じた効果的な支援策を講じることが求められる。

（参考資料）

参考資料（26）「平成18年度不登校実態調査」の f不登校のきっかけJと「不登校の継続理由j

との相関

参考資料（27)「平成18年度不登校実態調査Jの不登校の類型化について

参考資料（28）児童相談所での児童虐待相談対応件数

3 不登校の実態把握の在り方

( 1 ）不登校の適切な実態把握の必要性

不登校児章生徒への効果的な支援を行うためには、不登校のきっかけや継続瑳自に

ついて適切な実態把握が必要である。不登校の実態把握の観点としては、心因性の病

気、発達障害をきっかけとする学校生活への不適応の問題、虐待等の家庭の問題、保

護者の考え方や事情による意図的な長期欠席等などが考えられ、また、継続理由にも、

学習の遅れや生活1）ズムの置しれなどが考えられる。これらの実態把握が遜切になされ

なければ、そこから導き出される支援策も適切ではなく、結果として、不登校がなか

なか解消されない可能性もあり、その点に特に留意しなければならない。

不主主校経験者からのアンケー卜による「平成18年度不登校実態調資Jにおける「不

登校のきっかけJ（複数回答可）では、友人との関係が52 9%、生活リズムの乱れ

が34. 2 %、勉強が分からないが31. 2 %の）I慎で高い割合を占めていた。一方、

学校から提出された平成18年度「問題行動等調査Jにおける「不登校となった直接

のきっかけ」（中学校）について、「本人に関わる問題jは28. 4 %、「友人関係の問

題Jは22. 1 %、「学業の不振」は8. 5 %、「親子関係の問題Jは8. 2%となっ

ている。調査対象・選択肢・回答者等の調査方法が異なるため単純な比較はできない

が、正確に不登校の要因を把握するためには、本人へのカウンセリング等を行うこと

が重要である。

( 2）効果的な支援策の検討に当たって

不登校の継続理由やその態様は、時期によって変わることもあり、その対応、も児童

生徒個々によって異なることから、不登校のきっかけや継続理由を適切に把握し、そ

の要因を解消するための支援策を講じる必要がある。その際、固定観念に基づく対応

やタイプ別による硬直的な対応策などを鐙カ排するとともに、対応策を決定する前に

は、当該児童生徒やその保護者等とよく話し合う必要がある。

第3意不登校に対する基本的な考え方

1 将来の社会的自立に向けた支援の視点
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不登校の解決の目標は、児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、釜かな

人生を送れるよう、その社会的自立に向けて支援することである。その意味において、

不登校対策は、学校に登校するという結果のみを最終目標にするのではなく、児童生

徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指すことが必要である。

児童生徒によっては、不登校の時期が、いじめによるストレスから回復するための

休養時潤としての意味や、進路選択を考える上で自分を見つめ直す等の積極的な意味

を持つこともある。しかし、同時に、現実の問題として、不登校による進路選択上の

不利益や社会的自立へのリスクが存在する。

「平成18年度不登校実態調査jでは、不登校経験者にインタヒ、ユー調査を実施し

ているが、行かないことも意味があったという不登校に対する肯定的な意見が回答者

の32. 6 %、行けば良かったと後悔しているという否定的な意見が回答者の39. 

4%、仕方がない又は考えないようにしている等の中立的な意見が28. 1 %を占め

ている。不登校であーったことに対する肯定的な意見では、「不登校を経験したおかげで

今の自分がいるjや、「不登校を経験したことで出会いや友人の大切さを知ったj とい

うものがあった。不登校であったことについて否定的な意見では、「当時は授業が嫌い

で遊ぶのが好きというだけだったJ、「一般知識や対人関係の経験に乏しい点が悔やま

れるJや、「不登校となったことで友人関係もなくしてしまったJというものがあった。

中立的な意見は、「当時は不登校をするしかなかったから仕方がなかったム「過去のこ

とは考えても仕方がないJなどであった。このようなことから、現在は行っておけば

良かったと考えている割合が多いという結果となった。

このような調査結果を踏まえ、不登校児童生徒に対して、不登校の要函を解消し、

学校復帰を促すとともに、場合によっては学校復帰以外の選択肢を提示することが、

児室生徒の社会的自立に向けた支援となることを改めて認識する必要がある。

2 個別の児童生徒に対する組織的・計画的支援

不登校児章生徒への支援については、個々の児童生徒ごとに不登校となったきっか

けや不登校の継続理由が異なることから、それらの要因を適切に把握し、個々の児童

生徒に会った支援策を策定し、その支援策を学校や家庭、必要に応じた関係機関が情

報を共有して、組織的・計画的に実施していくことが必要である。

3 連携ネットワークによる支援

不登校への対応に当たっては、多様な問題を抱えた児童生徒に、傾向に応じてきめ

細かく適切な支援を行うこと及び社会的自立へ向けて、進路の選択肢を広げる支援を

することが大切である。そのためには、学校、家庭、社会が連携協力し、不登校児童

生徒がどのような状態にあり、どのような支援を必婆としているのか正しく見極め（ア

セスメントを行い）、適切な機関による支援と多様な学習の機会を児童生徒に提供する

ことが重要である。

連携ネットワークによる支援に関しては、不蛍校の解決を中心的な課題とする新た
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なネットワークを組織することも一つの手段であるが、不登校児童生徒を積極的に受

け入れる学校や関係機関等からなる既存の生徒指導・健全資成等の会議等の組織を生

かすなどして、効果的かつ効率的に連携が図られるよう配慮することが重要である。

その際、学校や教育行政機関が、多様な学習の機会や体験の場を提供するフリース

クールなどの民間施設やNp O等と積極的に連携し、例えば、学校の教員等が民間施

設と連絡を取り合い、互いに訪問する等の異体的行動をとるなど、相互に協力・補完

し合うことの意義は大きい。

また、連携ネットワークにおいては、不登校児童生徒への警察後約な対応のみならず、

幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校等のそれぞれの聞の遂擦を重視して、個々

の児童生徒が鍛える課題に関して、情報交換し、必要に応じて対策を協議するなどし

て、…人一人の児愛生徒が自己の存在感や自己実現の警ぴそ実感できる学校教育の実

現に向けて、日頃から遼携を図ることが望まれる。

4 将来の社会的自立のための学校教育の意義・役割

不登校対応、の最終的な回擦である児護生徒の将来の社会的自立を目指す上で、対人

関係に係る能力や集団における社会性の育成などの「社会への橋渡し」とともに、学

びへの窓欲や学ぶ習慣を含む生涯を通じた学びの基礎となる学力を育てることを意図

する「学溜支援」の視点が重要である。そのような「社会への橋渡しJや「学習支援」

の視点から、特に義務教育段階の学校は、基健学力や基本的な生活習』段、続範意識、

集団における社会性等、社会の構成員として必要な資質や能力等をそれぞれの発達段

階に応じて育成する機能と麓務を有しており、その役割は大きい。

したがって、学校・教育関係者は、全ての児童生徒が学校に自己を発揮できる場が

あると感じ、自分と異なる多様な終伎を受容し合えるような集団づくりを透して、楽

しく、安心して通うことができるよう、一層の学校教育の充実のための取組を展開し

ていくことが重要である。同時に、児童生徒の不登校のきっかけとなった隣題には学

校に起因するものも多くあることを深刻に受け止め、その解消に向けて最大限の努力

をすることが必喜きである。

5 児雪量生徒の可能性を伸ばす学校の柔軟な対応

既存の学校教育になじめない児章生徒については、学校としてどのように受け入れ

ていくかを検討し、なじめない婆因を解消するとともに、場合によっては、社会的自

立を促す観点から、教育支援センター、不登校特例校や本人の希望を尊重したよでの

夜間中学校での受入れ、 IC Tそ使った学習支援やフリースクールなど、様々なツー

ルを活用した社会的自立への支援も検討する必要がある。

6 働き掛けることや関わることの霊重要性

不登校児童生徒が、主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、潤凶の者は、そ

の環境づくりを支援するなどの働き掛けを行うことが必要である。「王子成18年度不登
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校実態調査Jにおいても、「不登校のきっかけJと「不登校の継続現商Jの関連や「不

登校だった当時にほしかった支援Jと「現筏必婆としている支援Jの隠連は強い棺際

があったところであり、児童生徒自身の力で立ち直るのを信じることも大切だが、そ

の環境づくりのためにも、適切な支援が必要である。

不登校のきっかけや継続理由は様々であり、その支援も倒々の児童生徒によって築

なる。例えば、「無気力型」には、遼成感や充実感を繰り返し味わうことで自己有用感・

自己肯定惑を上昇させることが驚校につながる。また、「遊び・非行型」には、まずは

決まり翠を守らせるき然とした教育的な指導を行うことや、規則的な生活リズムを身

につけさせること、学ぶことに興味を持たせることが登校につながる。「人間関係型J

には、まずきっかけとなった人間関係のトラブルを解消することが登校につながる。

なお、いずれの場合も、不登校期間における学習の選れは同時に解消しなければなら

ない。ただし、類裂は一つの視点であり、関わることで状態が変化していくことに留

意する必婆がある。今後、類型別の効果的な対応の筏り方についても検討していくこ

ととする。

7 学校内外を通じた切れ目のない支援の充実

学校になじめない児愛生徒の社会的自立を支援する観点から、学校内外を通じた支

援を充実することが必要である。

学校における支援としては、学校と関係機関が連携し、不登校児叢生徒の実態に応

じた支援策を策定し、それを総織的・計画的に実施していくことが重要である。また、

児愛生徒の才能や能力に応じてそれぞれの可能性を伸ばせるよう、学校以外の場を活

用した柔軟な対応も検討する必要がある。

また、学校以外の学習機会（教育支援センター、フリースク…ルや家庭など）を通

じた支援としては、｛陸別支援の璽要性に鑑み、その支援の在り方を含め、学びの支援

体制iを構築することが必要である。例えば、不登校などの中学生等を対象とした地域

人材による学習支援（地域未来製）を活用することも考えられる。

学校内外全体として教育環境を整え、個々の児愛生徒の状況に応じた支援を一層推

進する必要がある。

8 保護者の役割と家庭への支援

家庭は全ての教育の出発点であり、人格形成の基礎を培う重要な役割を担っており、

家庭の教育力の向上を目指して様々な施策の推進を図ることは極めて震喜主である。し

かし、不登校の解決を目指すよでは、不登校の原因を特定の保護者の特有の問題のみ

に見いだそうとするのではなく、子育てを支える環境が崩れている社会全体の状況に

も自を向けつつ、不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働き掛けをしていく

ことが大切である。

第2章1 ( 3) Iこ記載したとおり、家庭への直接的な働き掛けが不登校改蓄におい

て最も効果がある。

ただし、不登校の要因・背景は多様化しており、虐待等の深刻な家庭の問題などに
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より、福祉や医療行政等と連携した保護者への支援が必要な場合もあれば、児章生徒

の非行への対応、生活習慣や教育環境の改善のための支援を必要としている場合や、

保護者自身が子育てに対する自信を有しておらず支援を必要としている場合等もある。

また、不登校となった児童生徒への対応に関する十分な情報を保護者が持たず悩んで

いる場合もある。

このような場合には、児童相談所や要保護児童対策地域協議会等の福投機関と連携

して家庭の状況を正確に把握する必要がある。その上で、時機を失することなく児蓑

生徒本人のみならず家庭への適切な働き掛けや支援を行う観点から、学校と家庭、関

係機関の連携を図ることが不可欠である。その際、保護者への働き掛けが保護者の焦

りや保護者自身を追い詰めることにつながり、かえって事態を深刻化させる場合もあ

ることから、保護者に対しては、児章生徒への支援等に隠して、課題意識を共有して

一緒に取り組むという基本的な関係をつくることが重要である。その意味から、不登

校に凋する相談窓口の情報提供、不登校児童生徒への訪問時における保護者への助言、

家庭教育支援チーム等による相談対応や訪問裂支援等、不登校児童生徒の保護者が気

軽に相談できる体制を整えることが求められる。また、その際、「貌の会J等の既存の

保護者同士のネットワークとの連携協力を図ることや、そのようなネットワークづく

りへの支援を通じて、保護者の支援をすることも考えられる。なお、「殺の会Jiこは学

校の教員やスクールカウンセラ一、スクールソーシャルワーカーが積極的に参加し、

意見交換をするという姿勢も大切である。

さらに、不登校となった児童生徒の保護者のみならず、保護者全般に対して不霊堂校

への理解を深めるセミナー等の実施、就学時健診や乳幼児検診等の保護者が集まる機

会を活用した家庭教育学級・子育て講座の実施、思春期の子供を持つ保護者向けに作

成された資料等の活用など、子育てについての悩みや不安を持つ保護者に対する支援

の充実を図ることが重要である。

第4章重点方策

第3章の不登校に対する基本的な考え方に基づき、今後不登校施策の中で重点的に取り

組むべき方策として、次のことが必要であると考える。

－困難を抱える児童生徒には、「児童生徒理解・教育支援シートJを作成するなど、個々

の児童生徒に会った支援計麗を策定し、その児童生徒を支援する隠係者により、組織

的・計間的な支媛を実施すること。

・市区町村教育委員会における教育支援センターの整備を含めて、不登校児童生徒偲々

に応じた支援や学習機会を確保する体制を整備すること。

－学校での教育の実施を原則としつつ、特別な事情がある児章生徒には、例外的に、児

童生徒の特性に合った一人一人の学びを認め、多様な教育環境を提供できるよう、教育

委員会等において学習機会を保障すること。

1 「児童生徒理解・教育支援シートj による恩難を抱える児童生徒への支援

不登校児童生徒への効果的な支援については、個々の児童生徒ごとに不登校となっ
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たきっかけや不登校の継続理由を適切に把援し、その児窓生徒に合った支援策につい

て担任、養護教諭、スクールカウンセラ一、スクールソーシャルワーカ一等の学校関

係者が「児童量生徒理解・教育支援シートJを作成し、必婆に応じて関係機関によるア

セスメントを行い、その計画を当該児童生徒や保護者等と話合いのよで決定すること

が必要である。また、その計蕗の実施に当たっては、学校及び教育支援センターなど

の関係機関を中心として組織的・計商的に実施していくとともに、その進捗状況に応

じて、定照的に「児愛生徒理解・教育支援シート」を見直すことも必婆である。

f児愛生徒理解・教育支援シートjの作成については、不登校の定義である年度簡

で30 日以よの欠席をもって作成するという考えもあるが、その段階では、不登校の

きっかけの把握やその解決が閤毅であり、それに加えて、学習の返れなどにより、学

校復帰が滋畿であることから作成時期としては返さに失すると考える。一方、学校教

育法施行令言語20条にある f休畿日を除き引き続き 7自問出席せず、その他その出席

状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者！こ正当な警察函

がないと認められるときは、速やかに、その旨を市町村の教育委箆会に遜知しなけれ

ばならないjを参容として、 7臼以上の欠席をもって作成するという湾えもある。さ

らに、欠席尽数のみに捕らわれず、遅刻や零退などにも議闘する必要もあることから、

例えば、初期段階では、欠j窓が自立つ児愛生徒の記録として記載できる範閣で翠爽潟

係を記載し、その児愛生徒の状態に合わせて段階的に作成・活用していくことも予防

的な授点から有効と考えられる。

なお、「児童量生徒理解・教育支援シートJの作成について、全国的な実施を促す競点

からモデル的なフォーマットとして f兇譲生徒理解・教育支援シートJ（試案）を掲げ

た。この（試薬）は共有すべき必要最低限の情報を盛り込んでいるが、今後、各学校

現場において記載項闘をその実態に応じてカスタマイズして実践的に使用されること

が望まれる。また、隣警がある児童生徒に対する「個別の教青支援計画Jや外国人児

童生徒に対する指導計画等、児護生徒の状況によって様々な支媛計画を作成している。

それらの支援計画の基本的情報は共通した内容もあることから、「児童生徒理解・教育

支援シートJを作成する際には、既存の支援計画を「児童生徒理解・教育支援シートJ

に添付し参照できるようにした上で、共通する内容の記述を省略するなど、作成に係

る業務を合理化することは可能である。

また、これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるもので

あり、子供を支援するネットワークとして、機軸は学校、保護者を始め、教育委員会、

教育支援センタ一、児護椙談所、警察などの隠係機関、縦軸は小学校、中学校、高等

学校、高等専修学校などにおいて情報を共有し、広く組織的・計酪的な支援ができる

ようにすることが必要である。

なお、個人情報保護条例なと、で一般的には非隠示となっている億人情報のみを記載

した純然たる内部用文書撃についても、任意の様式により、必要に応じて作成し、共有

することも考えられる。

このような取組を推進するため、「平成15年報告Jにおいても提言されている学校

において不登校対策について中心的かつコーディネーター的な役割を泉たす教員を明

確に位鐙付けることも必喜主である。

具体的には、不登校の未然防止等の学校内における計画策定や不登校児童生徒の学
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級担任、養護教諭や生徒指導主事、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーとの連絡調襲、「児童生徒理解・教育支援シートjの取りまとめ等の役部が期待さ

れ、そのためには、生徒指導加配などを含め人的措置の充実が必要である。

2 不登校児愛生徒を支援するための体総整備

教育支援センターについては、「平成15年報告Jにおいて「適応指導教室整備指針

（試案）Jを作成し、不登校児童生徒の学校復帰を支援する機関として整備してきたと

ころ、平成5年度の設置数37 2箇所に対して、平成18年度は 1' 1 6 4箇所、平

成25年度は 1' 2 8 6箇所とえ毒薬に整備が進んでいる。また、教育支媛センターの

利用状況は、平成5年度は8. 0 %であり、平成18年度は 13. 0 %、平成25年

度は12. 0 %となっている。

これまでの教育支援センターは不登校児童生徒のうち、適所希望者への支援が中心

であったところ、今後は、通所を希望しない児愛生徒も含めた全ての不登校児童生徒

へのアウトリーチ主主支援の実施や「児議生徒理解・教育支援シートJのコンサルテ…

ションを担当するなど、不登校児童生徒の支援の中核となることが期待される。

一方、全国における現在の設鐙状況は、全ての自治体のうち、設置していない自治

体が73 0自治体（全体の約40 %）によった。不登校は特定の児童生徒に起こるも

のでなく、どの児童生徒にも起こり得るものである。不霊堂校児叢生徒への学習支援な

ど無償の学習機会を確保するため、また、これから期待される不登校児童生徒への支

援の中核的な役割安果たしていくためにも、まだ教習支援センターが設置されてない

地域には、教管支援センターの設長室、若しくは、不登校児翠生徒を支援する体制整備

を促進することが望まれる。また、 E互に教湾支援センターが設慶されている地域にお

いても、アウトリーチ型支援など、不登校児童生徒をより－I露支援する体制lを整備す

る必要がある。そのためにも、人的搭畿の充実や不登校児愛生徒への指導に務して一

定の成果を泉たしているスクールカウンセラーの配置等が認まれる。

なお、教育支援センターの設鐙促進に当たっては、例えば、自治体が施設を設援し、

民隠の協力のもとに運営する公民協営型の設置等も奨励することも考えられる。

そのため、臨においては、教育支援センターが設置されていない地域への設置促進

やアウトリーチ型支援などの教育支援センターの機能強化に関する調査研究の実施や、

入所している児翠生徒へのカウンセリングなどを充実Eさせるため、教育支援センター

へのスクールカウンセラー恕畿に隠する自治体への財政支援が望まれる。

（参考資料）

参考資料（15）教育支援センター設置数及び利用状況

3 既存の学校になじめない児童童生徒に対する柔軟な対応

児童生徒の不登校となったきっかけや不登校の継続理由などを把握し、その児童生

徒に合った「児童生徒理解・教育支援シートJを実胞しつつ、学校での教育が受けら

れるよう最大限の努力をすることが重要である。一方、特別な察情がある児童生徒の

場合には、例外的に一人一人の学びが認められるよう、教育支援センターや不登校特
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例校、 IC Tを使った学習支援など、多機な教育機会の支援も検討する必要がある。

また、多様な学習機会の確保の観点から、例えば、夜間中学校において本人の希望を

尊重した上での受入れを検討することも考えられる。

不登校特例校は、文部科学大臣が認定すれば、特別の教育課程による義務教育等を

実施できる仕組みである。現夜認定されている中学校の教育課程は年間の授業時数7

0 0単位時間程度で実施されており、必ずしも学校単位だけでなく、分校や分教室の

かたちで認定を受けることも可能である。

市町村立学校であれば、標準的な職員は国庫負担の対象となり、また、不登校特例

校は学校教育法上の学校であるため、不登校特例校である中学校を卒業した者は高等

学校入学資格も有することになる。

不登校児童生徒が多数に及ぶ現状を踏まえれば、多様な教育機会を確保する観点か

ら、都道府県と市町村がよく連携し、このような不登校特例校の制度を活用した学校

や分校、分教室の設置を検討していくことも重要なことである。

IC Tを活用した学習支援としては、不登校児雲量生徒が、家庭等で ICTを活用し

た学習を行う際、それを学校における出席扱いとすることが認められている。一方で、

その制度の活用は十分進んでいるとは言えず、その原因は、学校の教員が十分関われ

ない家庭の学習を学校として出席扱いすること等に困難があること等が考えられる。

この観点からは、例えば、いわゆるM00  Cのような仕組みを活用して、学校関係者

等が不登校児叢生徒の学習支援につながる内容を発信することが考えられる。

また、義務教育段階で・あっても、不登校児叢生徒について、学校と家庭や教育支援

センターとの聞を ICTの活用により詞詩に結び、家庭や教育支援センターで学ぶ児

童生徒に対する授業を行うことは、現行制度の下でも認められると考えられる。

このような現行制度内で行うことができる lc Tを活用した取締については、屈の

通知の発出等によりそれを明確化することが考えられるほか、現場のニーズを施策に

的確に生かしていくための調査研究等を行っていくことが考えられる。

第5章学校等における指導の改善（今後更に検討）

米然防止や早期発見・早期対応、不登校期間中の支援などの学校等における指導の改善

について「平成15年報告J等において既に報告されているところであるが、 E寺代の変化

とともに新たに付加すべき点がないか、以下の内容について、今後、本協力者会議におい

て検討し、最終報告において取りまとめることとする。

1 不登校児叢生徒の発生を防ぐ指導の改善

( 1 ）魅力あるよりよい学校づくり

学校における不登校への取組については、ややもすると児童生徒が不登校になって

からの事後的な対応に係っているのではないかという指摘もある。そこで、学校は、

児章生徒が不登校にならない、魅力ある学校づくりを目指すという未然防止が重要で

ある。具体的には児童生徒にとって、自己が大事にされているか、認められる等の存

在を認識されていると感じることができるか、かつ精神的な充実感を得られる「心の
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居場所Jとなっているか、さらに、教師や友人との心の結び付きゃ信頼感の中で共尽

の活動を通して社会性を身につける「きずなづくりの場Jとなっているか等について

見直すなど、魅力ある学校づくりを毘指すことが求められている。

( 2）きめ細かい教科指導の実施

学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛となる等、学業の不振が不霊堂校のきっか

けのーっとなるケースが多いということを認識する必要がある。

さらに、例えば、学が議けない児童生徒への指導としてパソコンの利用を認めるな

ど、児愛生徒一人一人のニーズを怒援し、適切な指導や必要な支援を行う必要がある。

( 3）学ぶ意欲を育む指導

児童生徒が発達段階に応じて自らの生き方や将来への夢や目的意識を考える、その

ような指導を行うことは、児議生徒が学ぶ意欲を持って主体的に学校に通う上で重姿

である。このような観点から、学校においては体験活動など、あらゆる機会を捉えて、

学習内容が社会との接点や関わりを持っていることについて児童生徒が実感できる取

組が必要である。

学校生活に起思する不登校の背景には、いじめ、暴力行為、体罰など、児童生徒聞

や教員との人間関係によるものもある。学校を児護生徒が楽しく、安心して通うこと

のできる盾場所とするためには、いじめや暴力行為を許さない学校づくりや、必要に

応じて饗察等の関係機関との連携や出席停止の措置を適切に講じるなど、問題行動へ

のき然とした対応が必要である。また、いじめの解決に向けた取組としては、いじめ

られた児童生徒は徹底して守り通すとともに、いじめる倶uについても、教育的配慮の

下、き然とした態度で指導することが必要である。その際、いじめる側についても何

らかの問題を抱えており、支援を必要としているという認識に立つことが必要である。

( 4）学校と保護者・地域住民等の渓携・協働体制の構築

学校を児童生徒が安心できる「心の居場所」や「きずなづくりの場Jとするため、

社会総掛かりで児童生徒を育んでいくことが必要である。そのため、コミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度）や学校支援地域本部等を活用し、聞かれた学校づく

りを推進していくことで、学校と保護者や地域住民等との連携・協働体制を構築する

ことが重要である。

2 教育上諜題のある児童生徒に対する効築約な指導の在り方

( 1 ）阜殿対応の震婆性

不登校児童生徒への支援においては、いったん欠席状態が長期化すると、学習の遅

れや生活リズムの乱れなどにより、その図復が悶難である傾向が示されていることか

ら、早期の支援が必要である。そのため、初期段猪から、段階ごとの対応を整理し、

組織的・計閥的な支援につながるようにする必要がある。

( 2）教員の資質向上
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不登校児童生徒の効果的な支援のためには、教員が不登校に対する正しい認識を持

ち、適切な支援ができる資質を備えることが必要であることから、各教育委員会にお

いては、教員の採用・研修を通じて、教員の資質の維持・向上を図る必要がある。ま

た、学校に通う児童生徒の現状が多様化していること等を踏まえれば、教員養成を行

う大学等において、例えば、教育支援センターやフリースクールなどの教育支援機関

や児童養護施設等において一定期陪実習を行うことを奨励するなどの取組も有効と考

える。

( 3）スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ…カーとの連携協力

「心理の専門家」であるスクールカウンセラーについては、学校における教育相談

体制の充実の観点から、平成7年度から調査研究委託事業として中学校を中心に配還

され、カウンセリングを通じた児愛生徒への心のケアや教職員・保護者への助言・援

効を実施してきたところ、その専門性や外部性が評価され、平成13年度からは国庫

補助率業として実施され、平成25年度においては、 7' 0 6 5人が20' 3 1 0箇

所に配置されている。また、「福祉の専門家Jであるスクールソーシャルワーカーにつ

いては、平成20年度から誠査研究委託欝業として教育委員会を中心に配還され、子

供が置かれた環境に働き掛けて（ソーシャルワーク）、関係機関等との連携を実施（子

供の状態を改善喜）してきたところ、平成21年度からは国庫補助家業として実施され、

平成25年度においては 1' 0 0 8人がし 1 0 9箇所に配置されている。現在にお

いては、子供の内商に働き掛けるスクールカウンセラ一、子供の腐りの環境に働き掛

けるスクールソーシャルワーカーは、教育穏談体制の両輪として活躍しており、学校

においては、これらの専門家を活用し、学校全体の教育カの向上を図ることが護要で

ある。

( 4）学校段階間の接続の改善

各種調査によれば、いじめの認知件数、不登校児童生徒数、暴力行為の加害児童生

徒数などが中学校 1年生になったときに大幅に増えるなど、児童が小学校から中学校

への進学において、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす、いわゆる「中ーギ

ャップjが指摘されている。

このような児童生徒の状況に応じて、中学校への進学に際して、生徒が体験する段

差に配慮し、その聞の接続をより円滑なものとするために小中一貫教育が取り組まれ

るようになっており、 §llの実態調査によれば顕著な成果が明らかになっている。平成

2 7年通常国会ではこうした成果を踏まえ、小中一貫教育を行う新たな学校の種類と

して義務教育学校を制度化することにより、設置者の判断により学校段階潤の接続の

改善に取り組みやすい環境が整備された。今後、義務教育学校やそれに準じた教育課

程を編成する小中一貫型小学校・中学校（仮称）等において、例えば4・3・2や5・

4など小学校段階と中学校段階に意図的な移行期間を設けたり、 9年間を見通して予

防的な生徒指導を充実させたりすること等により、不登校を未然に防止する取組を推

進することが期待される。また、小中…麓教育を通じて蓄積される優れた取組の中に

は、既存の小中連携でも活用が可能なものもあることから、そうした事例を広く普及

させることが必要である。
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( 5）家庭への訪問等を通じた児童生徒や家庭への適切な働き掛け

これまでの問題行動等調査における効果のあった取組で、登校刺激や家庭訪問によ

る指導・援助、保護者への働き掛けによる家庭生活の改善などが常に上位に位澄して

おり、このことからも家庭訪跨の重要性が伺える。

学校で見せる顔と家庭や地域で見せる顔が全く違っている児議生徒がいることから、

プライバシ…に配慮しながらも、子供部屋など家庭内における児童生徒の居場所を確

認することは、児愛生徒を理解するために有効と者えられていること等を踏まえ、学

校は、定期的に家庭訪問を実施して、児窓生徒の理解に努める必要がある。その際に

は、児童生徒の希望を第一に軽震することが蜜愛である。

さらに、保護者との蔚談を遜じて信頼関係を築くことで、不登校児璽生徒への支援

について教員と保護者の協働体諸I］の構築も期待できる。

なお、家庭訪問のき道線は、放課後や主事務、休日に実施されることもあることから、

教員の勤務について、振替等の配慮も翠婆である。

( 6）児童生徒の再登校に当たっての受入れ体制

不霊堂校児童生徒が登校をしてきた場合は、まずは、保健室や相談室などの学校の居

場所を作り、友人との交流も含めて、その居場所から徐々になじませることも有効で

ある。また、教室に入る際にも、温かい雰周気のもと、自然な形で迎え入れられるよ

う配慮するとともに、徐々に学校生活にII関応できるよう指導上の工夫が撃要である。

( 7）児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の措霞

いじめに関しては、いじめは絶対に許さないという意識を持ち、き然とした対応、を

取ることが大切である。また、いじめられている児窓生徒が緊急避難として欠席する

ことは蝉力的に認められでもよいことはもとより、いじめを背景とした欠席の際には、

その後の学習に支障のないよう適切な配慮が求められる。（いじめ防止対策推進法第2

3条第4J長関連）

さらに、弾力的な対応として、いじめられている児童生徒や保護者等の意向を踏ま

え、柔軟に学級替えや転校を認めることが可能となっている。なお、いじめにより児

叢生徒が相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合はいじめ防止対策推進

法上の重大警察態となるが、この場合の調査のをり方についても今後検討が必要である

（いじめ防止対策推進法第28条第2号関連）。

また、教員による体窮や暴言等、不適切な言動や指導が不登校の原因となるのは言

語道断である。そのような場合、学校や教育委員会の隠係者は、問題解決に真撃に取

り組むとともに、学級替えや転校についても、十分な教育的配慮の上で、保護者等の

意向を踏まえ、柔軟に認めていくことが望ましい。

なお、義務教育においてはほとんどの場合、欠席回数が長期にわたったとしても、

不受校児童生徒の進級や卒業の認定は弾力的に取り扱われているところである。平成

1 5年5Fl16臼付け文部科学省初等中等教育局長通知（ 1 5文科初第25 5号）「不

登校の対応の在り方についてJにも触れられているが、保護者等から、学習の遅れに

対する不安により、進級E寺の補充指導や進級や卒業の留保に関する婆望があった場合

ヲ’
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は、その意向を踏まえて、補充指導の実施について柔軟に対応するとともに、校長の

資任において進級や卒業を留保するなどの捲震をとるなど、適切に対応することが考

えられる。また、欠席日数が長期にわたる不登校児叢生徒の進級や卒業に当たって、

あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が蓑要である。

（参考資料）

参考資料（31)不登校児愛生徒の支援に関する国の翠業等

参考資料（32）学校における教育栂談体制の充実に向けて

参考資料（33）スクールカウンセラ一等配置箇所数、予算額の推移

参考資料（34）スクールソーシャルワーカーの配殻状況について

3 不登校児章生徒を支える学校・教官委員会の支援体制

不登校児童生徒への組織的・計図的な支援がスムーズに実施できるよう、学校及び

教育委員会は、スクールカウンセラ…やスクールソーシャルワーカーの配置充実や、

家庭教育支援チーム等による相談対応や訪問型支援等の取組の推進、また、児童相談

所、警察、医療機関との連携強化を図るなどにより、不登校児童生徒への組織的・計

画的な支援体制を整備することが必要である。
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参考資料

( 1 ）小・中学校の不登校児童生徒の状況

( 2）不登校児童生徒の夜籍学校数の推移

( 3）学年別不登校児童生徒数の推移

(4）不登校となったきっかけと考えられる状況の推移

(5）不登校児童生徒への指導結果状況の推移

( 6）「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒Jに特に効果のあった

学校の措置の推移

( 7）相談・指導等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いとした

児童生徒数の推移

(8）不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数の推移

(9）平成25年度における高等学校の環自郎長期欠席者数及びその推移

(10）高等学校における不登校生徒の状況の推移

(11)中途退学者数及び中途退学率の推移

(12）泰也別中途退学者数の推移

(13) r不登校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程の弾力化Jについて

(14）「高等学校の不登校生徒に対する通信の方法を用いた教育による単位認定Jについて

(15）教育支援センターの設震数及び利用状況

(16）学校外の機関等で相談・指導を受けた児愛生徒数（教育支援センター・民間施設を抜粋）

(17）自宅における iγ等を活用した学資活動を指導要録よ出席扱いとした児童生徒数の推移

(18）平成18年度における不登校となったきっかけと考えられる状況

(19）平成 18年度における不登校状態が継続している理由

(20）平成18年度における不登校児童生徒への指導結祭の状況

(21）平成18年度における「指導の結果登校するようになった児護生徒」に特に効楽があっ

た学校の措置

(22）平成18年度における指導要録上「出席扱いJとなった児童生徒数等

(23）平成18年度における不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数

(24）平成18年度不登校実態調査における不登校のきっかけ

(25）平成18年度不登校実態調資における不驚校継続の理由

(26）平成18年度不登校実態調査における「不登校のきっかけJと「不登校の継続環由」と

の棺祷

(27)平成18年度不登校実態調査における不登校の類型化について

(28）「平成18年度不登校実態調査J進学・就学・就業状況について

(29）児童虐待について

(30）不登校施策の推移について

(31)不登校児愛生徒の支援に関する国の事業等

(32）学校における教資相談体制の充実に向けて

(33）スクールカウンセラ一等配置箇所数、予算額の推移

(34）スクールソーシャルワーカーの配置状況について

（出典） ( 1 ）～（23）文部科学省「児室生徒の問題行動等生徒指導上の諮問題に関する調査」

(24）～（28）文部科学省平成26年7月「不登校に関する実態調査」

(29）厚生労働省調べ

(30）～（34）文部科学省調べ



( 1 ）小・中学校の不登校児童生徒数の推移

小学 校 中学校 針

(B)不量｛人校｝児蜜盈 (Bl不母校生徒数 （生Bl徒不数金の銭合児計 窓

区分
｛人）

(A）金児窓生徒数 （人） 不数愛の絞m混A窓潟生JI!後不f目立児童数の (A）全集t走滋 不浴鐙A校2費児2震鍛の(A）金児童散（人）
増，.，童率作也｝ （人） JI!（同） （人｝

〔%｝
カッコ肉（8/AX カッコ肉（8/AX カッコ肉｛B/AX

100) （号色） IO司） （柿） IOO) (%) 

3年度 9157.429 
12.645 

5,188,314 
54,172 

14:!45743 
66 817 

(0.14) (1.04) (047) 

4年度
13.710 

84 5 036,640 
58.42.1 

78 13.984,066 
72.131 ,, 8947.226 

(0,15) (1-16) (0.52) 

5年度
14,769 

)) 4,850,137 
60039 

" 13,619.018 
74,SOB 

37 8,768.881 
(O '7) (1.24) (0 55) 

.，手T!1. 8 SBZ871 
15JS6 

6.9 4.IJ81,16G 
Gl,663 ,, 13264.037 

77,449 
3.5 

(0.18) (1.32) (05") 

7年度 8.370.246 
16.569 

5.0 """" 
G5,022 

54 12.940,635 
81,591 

5.3 
{0.ZO) (142) (0.63) 

8年度 8,105‘＂＇ ·：~·：：，： 177 4527.4（｝。 74.853 
15.1 12.63302.Q 

!14.351 
156 

(L65) (DJS] 

9年度 7855387 ・：：：渇5,: 
6.5 4 481480 

84,701 
13.> 12.336.867 

IOS.466 
11.8 

(1.Sn) (0.85) 

10年度 7.6B3 533 
26,017 

'5.3 43ドSO.Ga.I
101,675 w.o 12,044, 137 

127,692 
211 

(0.34) (2.32.) (I口6)

11年度 7,500.317 
26.047 

01 4.243,762 
104,180 

25 11,744,079 
130227 

20 
{0.35) (2.45) (Ill) 

12年度 7,366 079 
26373 

1.3 4,103.717 
107,913 

3.6 11,469,796 
134.286 

3.1 
(0.36) (2.63) (1.17) 

13匁皮 1.296,92.0 
26,511 

05 3,991,91 I 
llZ.211 

4.0 11,288,831 
138722 

33 
(036) (Z引｝ Cl.Z3) 

14年度 7 239,3Z7 
2.5.869 

... 2.4 3 S62.84S 
105.383 

... 6,1 11,IOZ.176 
131,2.52 

企＂｛号.36) (Z.73) (1.16) 

1 6年度 7,226,910 
24.077 ,.,,, 3.748.319 

102.149 
企31 10.975229 

126226 
"'38 

(0.33) {Z.73) (115) 

16年度 7.200.933 
:?3.318 

... 3.2 3,663,513 “加＂＂ .. ,, 10,S64,446 
123.358 

,U3 
(03幻 (2.73) (U-4) 

17年度 7,197,458 
22.709 

... 2.6 3.626,415 
99,578 

... 05 108ド23,873
122 267 

... 0.9 
(032) ("5) (1.13) 

18年度 7,1117、＂＇
23 B25 

" 3 609,306 
!03,069 

3.5 10 796 72.3 
12611S4 

38 
(0.33) (2,86} (1.IB) 

19年度 7,13Z.87-4 
23927 《，， 3,624,113 

105,328 

" 10,756,987 
129.255 

1.9 
{0.34) (2.91) (1.20) 

20年度 7,121.781 
22 652 

."53 3.603.220 
104,153 

A I.I I0,725001 
126805 

.. I., 
(032} {LBS) {US) 

21年度 7 0~3 606 
22.327 ..... 止612,747

1凶，105
... 3.0 10676353 

122,432 
A 3.4 

(0.32) (2,77) (L15) 

22年度 6,99乱376
22,463 

06 3 512:,li5Z 
97.428 

A Z.7 10,566,028 
119,891 

.UI 
(0.32) ('73) (1.13) 

23年度 6887 292 
22.622 

07 3,SS0.774 
S4,836 

... " I0,"7,066 
117,458 .uo 

(0.33} {2.,64) {1-12) 

24年度 fi,764.619 
21.243 

... 61 3,569,010 
日1.446

4 3.G 10.333,629 
112,6自由

Jo. 4,J 
{0,31) (2.56) (I.OD) 

25年度 6,676,920 
24.175 

136 3咽552.,455
95442 

" 10229375 
119,617 

6.1 
{0,36) {Z.69) (U7) 

（注I）鶴変対象留公私立小，中'l'綾｛平成18年度かも中学校には中等教育学鋭的刻燦程を含む．以下問じJ
（注2)年度問！こ遂緩又は断続して30日以Jヒ欠席した児童生徒のうち不盈貌を環幽とする者について鶴を．不量絞と，.‘儒らかの心理的、情緒的、

易体的．あるいは社会的菱沼背景によりJ宅窓生徒が盆桧し芯いあるいはした〈ともでき忽い状況にあること（ただし、苦寒気や経済的理血に
よるものを徐〈．）をいう．

＂叩∞ 不盆後見援会主径の翻含【平成＂零度〉

小午後。 4%(276入＇＂人｝
＇＂以 00 トi .学政＇ 7%【＂人（ 01人｝

H 1 2%【86人＇＂人》

合計

120.000 
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( 2）不登校児章生徒の在篤学校数のjft務
同公Z弘、7計

区分 総限数公（弘Al立｛学伐校｝ な誇学（佼校）数IBI 対泊銭A年。復j滋哲鴻滋 It＇持，.，
IB/AX JOO) 

lfi1f'./iJ 23 4?0 号944
"・ 5 17年限 ?3. 123 9 73& ... ?06 42 I 

JS年時 22 878 10_ 0Ci7 "' 440 
均年，. ?.--693 9 8S~ ... ?.Ii 434 

小学校 '"'"" ?? 476 9 634 ... 216 4'. 9 
?Jip苦 ?? ?58 g_ 5.15 .. ., 4'. 9 
＂年，. ??. 000 自＂＇ .. 17 433 
?<l!f'./f ?L 721 9. 518 企 JO 438 
241i;1 ~ 21 4自書 9 168 ... 350 42, 7 
’~｛f.f ' " ' - 3 
J6>W IL 102 !I, .. 14 844 
17年f IL 035 g_ 2911 .. 70 

" 3 

l~善意 IL 019 9 421 123 " 5 
10開7 9_ 403 A JS 856 

中学佼 '""'"' JO型＂ 世間日 .. 94 85. 0 
21 ~l'l\f 10 906 9. 328 19 85. 5 

＂＇夜 IO_ 863 9. ?.117 ... 41 S5 5 

"' J誓 IO. ROO 9 191 ... 96 85. I 

" ＂” 
I(} 7.1& -fa町 ... !07 SU  

'1~ ！.／ '" . ,, 
&1.' 

16匂 34. 5~2 19. 318 '" " 11＜二 34 158 19. 036 ... 282 55. 7 
J81P寄 3 . 897 19 488 ..., 57. 5 
191Pl! 33自＂ 19. 253 ... 235 SU 

合計 ＇＂勾＂設 33 428 !8-943 ... 3l0 56. 7 
’］｛J'／壁 33. 164 18 813 ... 70 56. 9 
＂＇ェ，. 32. 863 8. & 1ら .. 58 573 
＂年姥 32. 521 18, 709 A IOO 57. 5 
何年Iを 32 208 l且＇＂ ... 457 56 7 
25年段 3L 809 !II 641 "' 586 

（玲悶ずr'"' 門司ー

区分 限出立学｛技絞館｝数 Iii芸学（校後｝政lBI 対的銭企＂段j減館取滋 ｛容比IA時X：削tom 
lfi!!l／輩 73 32 43. s 
!7fj:I毎 ;3 37 ' 50. 7 

旦捺主島警 73 4 4 562 
13 卦 。 56.2 

小学位 73 ... !I 411 
2J{pj砦 " " ' 432 

霊童
74 37 5 ''・a 
" 五

。 50. 0 
74 。 ~ 

？自＂＇窃 白’a

J611:1ii 

" 
・;;g ーヲn

17年｛盆 76 61 お
88 ' !S~f-1:を 78 ,, 5 91. 3 

!9~f. ／＿＜愛 19 70 .. ' SS. 6 

中学校
2(lifl/J£ 19 71 89. 9 

'l* 19 70 A I 88. 6 
' l市

19 5冷 .. ' 80 I 
? hf聖 77 68 。 88. 3 

~芸ド 」県 68 。
'" 3 "" '"" 花 1 寸4'i "I 。II 

17晶、 149 ｝例 13 69. s 

鰐
151 113 ' 748 
15' 111 .. ' 73 a 

合計 15' 101 A !O 654 
'l f晶陪 153 102 

'" 1 

旦諜主堕護 153 105 3 68 6 
151 105 。 69. 5 
151 105 。 69. 5 

＂年波 151 101 ’ 70. 9 

血 1時・＇＇

足分 弘t立O学（校絞総｝数 1fl書学｛絞校｝数!Bl 対前~提h年後m践m滋
＠比／I事X削JOOl 

16年培 1'7 55 
" 4 ¥i11'1" 194 .j9 .. 6 25. 3 

l自＂＇＇ 198 " 13 31.3 
19!f:. "" 52 ... 10 26. 0 

小学校 ""' "" ち3 '5. 1 
WP• 210 "' 9 

''・ 5 21年1苦 113 65 3 31. s 
23年俊 216 ' 32.宮

＂年 1藍
,,, 

" .. 3 30. 9 
’；1r.1w " " 

町， ' 
16年J盈 449 6'1 3 
11年1 1'l 455 6 63 1 
1 R年摂 "' 503 " 683 
J9!f./" 141 "' " 70.' 

中学校 ＂年 1 748 548 " 73.3 

21主＂阜F愛
75& 552 ' 72.S 

" ;J4 554 ' 716 

ii年＂度援
mo 563 9 712 
783 565 ' '5 '6 75 n 

Ji.i{-1:¥/if 

"" '01 '" 17報 '15 504 。 55. 1 
18 "' ,05 61 60. 5 
19年＂ 9"1 ,17 ,, 61. 3 

合計 ＂＇ド陪 954 601 " 63. 0 
21＜手段 968 614 13 6'4 

ii呈年Z度!. 9"1 619 お 62 1 

"' 634 15 631 

＇＂＂主 ! llll3 633 .. 1 63 1 
25年，， L GG£ 673 40 66. 1 



ゆ公立

区分 公立山学｛校絞終〉数 在lli＇（許佼t定｝数｛悶 対的終.. 年度j銭' j省減
1ll1吟X伺JODI 

3年度 ~4. 557 6. 4.64. 26. 3 

＂ドIえ 24 487 6. 655 191 '1.' 
6年度

'" 431 
7、JOI 446 19. I 

6年度 24. 390 1. 193 19' 1S. 9 
7年度 ，...，日2 7.53' '39 31. 0 
，，ド夜 24. 235 8. 332 "' 34.1 
9年度 24. 132 ' 584 151 35.6 
JO年度 24_ (}51 JO. 613 2, 039 14.1 
I 1年度 23. 944 l日.618 .. 5 41.3 
11年度 13 861 JO. 101 83 44.' 
13年度 nm !O. 646 .. 55 4U 

小学位 14年度 13 560 JO. 461 J.. !84 44.4 
15＇手段 13.381 JO. 141 A 3'!1 43.' 
16＜［：度 23. 160 9. 857 ... '!.84 41.' 
！？年度 nm 9_ 652 ... 205 
18年度 22. 607 

9. '" 
312 44. I 

19’f皮 22. 420 
'・ 751 

... 207 43. 5 

＂年度 22. 197 s. 551 ... 206 43. 0 
11年度 1L 914 1451 A. JOO 43. 0 

＂年度 21. 713 9, 426 ... 25 43.4 

＂年度 1L 431 9.410 ... 16 43. 9 

＂年度 11‘166 9.063 ... :Mi 41.' 

＂＂＇詑 10. 836 事668 叩S '"" 3年度 JO. 595 1.348 
"・ 4 '"lit !O. 596 7‘491 149 70‘8 

s＜手後 JO. 518 7.551 60 1L' 
6年度 JO‘568 7.636 19 11. 3 
7年度 JO. 551 1. "" ' 11.5 

＇＇＂皮 JO. 531 7.814 JGS 14.1 
，，，佼 lO. 518 7‘＂＇ 88 75. I 
JO年度 10.497 "'" '" 83. 9 
I 1年度 ID, 473 8.8&1 83 84. 9 
11年皮 JO. 453 

'・ 991 
I JO 86. I 

13＜手段 10.4'9 9.011 " 86.5 
中学校 14年度 J(), 3回 8. 963 .. 54 861 

15年度 JO. 353 
'・ 866 

... 91 85.6 
16年度 JO. 311 止866 。 8丘9
！？年度 JO."' 8. 116 A 90 SU 

＂＇手段 JO. 205 
'・ 846 

10 86. 7 
19年度 Hl. 167 

'・ 808 
.. 38 86.6 

＂年度 l日， 115 8, 690 ... 118 8ti. 8 
11午後 JOτ069 8, 106 16 86.5 

＂年度 !O. 010 8.665 .. 41 86. 6 

＂＂「段 9.943 8, 560 J.. 105 861 

＂＇＂度 9.888 8.451 .. i凹 85 5 
'5!Jol~ 9. 8!3 8. 193 ... 258 83. 5 
，，手段 35‘151 13. 81'?. 39.3 

が＂盆 35, 083 14 152 340 40, 3 
5年度 35, 010 14, 058 506 41. 9 

6＂［従
34, 958 14. 929 

"' 42 7 
1"1集 34.853 15寺 177 148 43 5 
8年t変 ＂‘ 171 16, 146 '" 46.4 
，，手段 34. 650 16, 486 340 

"" 10年度 34 548 19, 417 1"41 '"' I l年度 34, 417 19. 505 73 56. 7 
11年度 34. 314 19, 698 193 57.4 
13年度 34 148 19. 663 .. 35 

57 ' 
合計 14年度 33‘951 19,415 ... 238 57.2 

15年皮 33, 139 19, l.Hl7 ... 418 
56 ' 

16年度 33.477 IS.713 ... 2lM o5. 9 
17年度 33. 094 !8. 428 .. 195 55, 7 
IS！手段 32. 812 18.810 "' 57. 3 

＂’F~ミ 32, 587 18, 565 .. 245 '" ＂＇手段 32. 322 18.241 .... 324 56.4 

11"1!! 31.043 IK 157 .. " 56.7 

＂年度 31. 723 l邑田l .. 66 57.0 
13年度 31.314 17.910 ... 121 57.3 

＂年度 3L 054 17, 514 ... 455 56. 4 
%＜ドf~ 30, '" 17.861 "11 58 3 

｛技｝摺弘立q伎については．平成]6！手段かも潟遊．



( 3）学年別不受校児童生徒数の推移
の 関公私立計 （人）

I 小学校 I 中学校年度 I 
4年 I 5年 I 6年｜計 l l年 I 2年 I 3年 l 計

」控段J」］］＿ -J..Jlムは」設_J_J』 LLJ,_lli.J-1Ji山内 11i 71 Q7JはL銭L-11liLl_l盟JH.9_
主亙芝ゴ五土コ主口二盟主｜」盟｜ゴ主主i」』U二支君主支店ω室主主主亙訂二重君主
」盟副_u札 J,_lli_J」旦1__1,_Q泣いも.filJ_JJfr土l___R鐙L.JJ,J!Q _ll史Q_J_R銭ιL皿Jl!L.
d註童口主？コ重土ゴ並1ゴヨatロヨ註1L！並jゴ玄室土三訂副主立正1:12'.::fi主仁並由設
は盟墜し－ .LJliL ..... l...QiQ_はJ旦J__],jfil_J_j」1ムμ」立しょL旦1J11-必~ .lb_史1__41,.必LJ--1.Q.1,_lli_
け l年度 O 8 O I 6 12 2 5 61 I 7 6 5 I 7 6 g I 54 0 I 空j in ?j 1iJ I 35 502 42 219 L」即斗鐙－
E謹震と二自主仁立詮ゴ主主口主主仁笠置t:l主乞11行方1す川二五ヨ釘五'.1l:t仁主立並
区註震とゴ:Mt二百はゴヨ幻立君主仁監立l二世立1~江主』E 盟主主主主｜二立宣
告霊長寸-11十寸fat-寸評1---Ht十1-H評ほ斜け砕す！昔-Wo告知器器片出子。〕 国立 （人）

区分 I 小学校 ｜ 中学校
I l年 I 2年 I 3年 I 4年 I 5年 I 6年｜計 I 1年 I 2年 I 3年 1 2十

」控J!L__Q_し一一よ！ 町一一＿＿§＿一一」ι.._l§J___jl_J___jι--1L.--1Ll__ill_ 
コ豆藍二二二日二二工「ーすし---1Ll=:::II::仁二瓦仁二二亙二二正二二回工二j1[二二二E
3註亙二二工仁二コ［i=---t.I二二五仁二K仁二K仁二二互に二重E二二区二コ互仁二ヨ習に
L辺生産一一 一一一___1_1 g L ____ lLL＿一任I_ーユ立 8 I 5 4 l____ill_ ＿」比一一一週旦－
E震仁二二回二二工仁二二王仁二主仁二王二二庄一＿＿＆＿------11::1二二耳正二匹仁二虹
21年度 0 41 31 9 13 22 51 72 103 121 296 
ヨ珪亙二コロ二二工「---;i-仁二王仁二IC二二IL二二二E仁二亙仁二日む二区仁二:::m:::1
ヨ謹直二二工二二工し一ょに二王仁二国二二亙二二二亙仁二正二二区二二区仁二::Jill口
ヲ醇町一一ーす一一一口一一一γγーマ了「一寸8ーすナ一一~~了一寸研一寸官「一寸941

3）〆，、rr （人）

区分
小学校 中学校

l年 2年 3年 4年 5年 6年 富十 1年 2年 3年 富十

11~皮 I. 330 2 181 3 129 4 520 6 531 8. 213 25. 904 22, 416 36, 020 44 091 :i~. ~g 12年皮 1 381 2. 153 3 214 4 453 6 509 8, 552 26 262 23.460 37 677 44 950 
13年度 1 414 2 180 3 200 4 633 6 545 8 442 26, 414 24, 293 38 957 46 966 110 216 
14年度 I. 334 2 203 3 153 4, 486 6 397 8 189 25 762 22, 627 36, 905 43 951 103, 483 
15笠皮 I 189 I 941 2 940 4, 076 5 873 7 948 23 967 22 461 35 105 42, 522 100. 088 
16年度 1. 175 1 811 2, 721 4 090 5 791 7, 601 23 189 22 447 35 151 40, 200 97. 798 
17年度 I 059 I 731 2 610 3 856 5. 872 7 438 22 566 22, 002 34 987 39, 983 96. 972 
18年度 I 079 1. 80 I 2 688 4 062 5白 915 8 099 23 644 23 141 35 775 41. 043 99. 959 
19隻皮 I 086 I 795 2 790 4 074 5 934 8. 073 23. 752 24, 370 36, 594 41, 236 I 02 200 
20隻J!.l: I 047 I 644 2 539 3 942 5 673 7 661 22 506 22 412 37. 303 41. 088 I 00. 803 
21年度 I 077 I 604 2 545 3 743 5 735 7,485 22 189 21, 680 34, 392 40, 940 97 012 
22年度 1. 072 I 721 2 606 3 795 5 725 7 384 22 303 21, 386 ~~ 38, 969 94 181 
23生皮 I, 040 1. 708 2 719 3, 903 5 622 7 450 22 442 21 136 37 786 91 597 
24笠皮 946 1. 569 2, 482 3 770 5 446 6, 854 21 067 ユ2ι1.:43 32, 150 35, 646 88. 239 
25年度 I. 146 l‘796 2、770 4, 251 6. 074 7. 945 23. 982 78 32. 985 37. 339 91. 802 

＠壬！ft （人）

13:分 小学校 同 学校
1 f年 2年 3悼 4年 5年 6年 ffj- l年 2年 3年 詰十

16年度 2 4 8 13 14 26 67 483 678 843 2. 004 
！？年皮 7 7 18 25 22 80 500 865 953 2 318 
18年度 。 5 13 18 31 42 109 639 992 1. 145 2 776 
19年度 5 3 16 18 46 94 696 998 1. 134 2 828 
20~1!.I' 5 5 12 22 42 91 664 1. 145 I. 220 3 029 
21年度 3 4 13 13 21 33 87 632 1. 007 I 158 2, 797 
22~皮 4 7 II 19 29 31 I 0 I 611 1. 044 I 227 2, 882 
23~皮 3 4 14 26 28 42 117 692 950 I 292 2, 934 
24~皮 5 13 21 37 43 120 692 I 100 I. 145 2, 937 
25年度 4 5 14 29 35 38 125 851 I. 223 I. 272 3, 346 

（注）悶私立学校については、平成！日年度から鈎授。



( 4）不登校となったきっかけと考えられる状況の推移
1) j詔ウ＇＂＇＇ SI斗

小学校 中学校 合計

主主 分 人数 I 害恰 人数 ！ 割合 人数 I 割合
（人）（%） （人）（（%） （人）（%）

いじめ
24年度 413 I !. 9 I, 923 I 2. I 2, 336 i 2. I 
25年度 414 !. 7 I, 527 i !. 6 ], 941 i !. 6 

いじめを除く友人関係をめぐ 24年度 2. 332 I I !. 0 14. 382 I 15. 7 16, 714 ! 14. 8 
る問題 25年度 2, 705 11. 2 15, 188 I 15. 9 17, 893 15. 0 

教E議員との関係をめぐる間短
24年度 692 I 3. 3 1. 346 I !. 5 2. 038 I !. 8 

空宇 25年度 893 I 3. 7 1, 481 I I. 6 2, 374 i 2. 0 
校 24年度 7. 6 s. 686 I 9. 5 10. 295 i 9. l 

学芸さの不振
25年度 l, 721 I 7. l s. so2 I 9. 2 10. 523 I 8. 8 

係
24年度 106 'r 0. 5 1. 392 I I. 5 ], 498 i I. 3 る 進路にかかる不安

状 25年度 92 I 0. 4 1. 473 I I. 5 ], 5 65 I. 3 
i克 クラブ活動、部活動等への不 24年度 31 I 0. l 2. 2 2. os1 I !. 8 

適応 25年度 36 I 。l 2, 028 2. l 2. 064 I I. 7 

学校のきまり等をめぐる問題
24年度 144 I 0. 7 2. 040 I 2. 2 2, 184 I I. 9 
25年度 143 I 0. 6 I, 935 ¥ 2. 0 2, 078 I l‘7 

入学、転編入’卒、進級時の不 24年度 476 I 2. 2 2. 550 I 2. 8 3. 026 I 2. 7 
適応 25年度 2. 3 2, 756 2. 9 3, 315 2. 8 

家
家庭の生活環境の；急激な変化

24年度 2白036I 9. 6 4, 326 I 4. 7 6. 362 I 5. 6 
種主 25年度 2. 312 I 9. 6 4. 325 I 4. 5 6, 637 5. 5 

24年度 4, 287 I 20. 2 s. 175 I 8. 9 12. 462 I 11. l 
係 貌子関係をめぐる問題

25年皮 4, 611 I 19. l s. 412 I 8. 8 13, 029 10. 9 る
状 家縫内の不平日

24年度 l, os2 I 5. 0 3, 430 I 3. 8 4. 0 
i兄 何年度 1. 155 I 4. 8 3. 390 I 3. 6 4, 545 3. 8 

病気による欠席
24年度 l, 9s2 I 9. 3 6, 630 I 7. 3 8, 612 I 7. 6 
25年度 2, 324 9. 6 7, 134 I 7. 5 9, 458 I 7. 9 

あそび・非行
24年度 274 Hキlo. 397 I 11. 4 9. 5 

本 25年度 265 9. 798 I 10. 3 10, 063 8. 4 
人 24年度 5, 041 ! 23. 8 24, 149 I 26.4 29. 196 I 25. 9 

無気カ
25年度 5, 565 I 23. 0 25. 048 I 26. 2 30, 613 25. 6 

係
24年度 7白047I 33. 2 22. 982 I 25. l 30, 029 I 26. 6 

ア"' 不安など絞緒的混乱
：伏 25年度 s. 541 I 35. 3 2s. 040 I 26. 2 33, 581 I 28. l 
況

縁関約な拒否
24年度 981 I 4. 6 生2s1I 4. 7 s. 238 I 4. 6 
25年度 I, 196 l 4. 9 4. 8 5. so1 I 4. 8 

上記 i病気による欠席jから f意l習的 24年度 5. 9 4, 642 I 5. l 5, 900 I 5. 2 
な拒否j までのいずれにも絞当しな
い．本人に！沼わる間関 25年度 I. 212 I 5. 3 4, 634 '1 4. 9 s. 906 I 4. 9 

その他
24年度 I. 216 I 5. 7 1, 506 I I. 6 2. 122 I 2. 4 
25年度 I, 310 I 5. 4 I. 403 I I. 5 2. 113 I 2. 3 
24年度 376 ! I. 8 1, 512 I I. 7 I. 888 I I. 7 

不明
25年度 I. 6 I. 6 1, 915 I I. 6 



（宮〕 間ーな
小学校 w学校 口5十

区 分 人数 I 初会 人数 I 劉合 人数 I 割合
（人）（%） （人）（%） （人）（%）

いじめ
24年度 2 I 3. 6 0. 4 ~ i 

0. 9 
25年度 2. 9 6 : 2. 0 2. 2 

いじめを除く友人関係をめぐ 24年度 II 19. 6 36 I 13. 3 47 ! 14. 4 
る問題 25年度 12 I 17. 6 32 I 10. 9 44 12. 2 

24年度 3. 6 7 I 2. 6 9 I 2. 8 
学・

教磁気との関係をめぐる間短
25年度 3 I 4.4 IO I 3. 4 13 ¥ 3. 6 

校 24年度 33 I 12. 2 36 I 11. 0 
学~の不振

係
25年!J£ 24 I 8. 2 27 I 7. 5 

る 進路にかかる不安
24年度 3 I 5. 4 I. 9 2. 5 

状 25年度 0. 0 4. 8 14 I 3. 9 
t冗 クラブ活動、部活動等への不 24年度 o. 0 5 I I. 9 I. 5 

適広 25年皮 。。 5 I I. 7 5 I I. 4 

学校のきまり等をめくる問題
24年度 ]. 8 2 I 0. 7 

o I 
0. 9 

25年度 0. 0 o I 。。 0. 0 
入学、転綴入学、進級将の不 24年度 I. 8 5 I I. 9 I. 8 
i盛it- 25年度 o I o. 0 2. 0 6 I I. 7 

芸誌
家庭の生活環境の急、激な変化

24年度 3. 6 IO I 3. 7 12 I 3. 7 
E主 25年度 3 I 4. 4 21 I 7. I 24 I 6. 6 

24年度 9 I 16. I 21 I 7. 8 30 9. 2 
係 親子関係をめぐる問題
る 25年度 13. 2 34 I 11. 6 11. 9 

状 家E室内の不平日
24年度 3. 6 3. 0 IO I 3. I 

況 25年度 2. 9 14 I 4. 8 16 I 4. 4 

病気による欠席
24年度 3. 6 14 I 5. 2 16 I 4. 9 
25年度 I I ]. 5 30 I JO. 2 31 I 8. 6 

あそび・非行
24年度 o I o. 0 0. 4 0. 3 

本 25年度 。。 0. 3 0. 3 
人 24年度 16. I 48 I 17. 8 57 I 17. 5 

無気力
25年度 19. I 48 I 16. 3 16. 9 

係
61 

る 不安など僚絡的混乱
24年度 27 I 48. 2 s1 I 30. 0 108 ! 33. I 

'1k 25年度 31 i 45. 6 85 I 28. 9 116 I 32. 0 
況 3童図的な拒否

24年度 3. 6 4. 4 4. 3 
25年度 7. 4 18 I 6. I 23 I 6. 4 

上記 f荊気による欠席Jから f窓凶的 24年度 2 I 3. 6 14 I 5. 2 16 I 4. 9 
な拒否jまでのいずれにも該当しな
い、本人に関ねる問題 25年度 8. 8 6 I 2. 0 12 I 3. 3 

その他
24年皮 ：汁才

3 I I. I 0. 9 
25年度 0. 3 0. 3 

不明
24年度 ]. 8 s I 3. 0 2. 8 
25年度 2. 9 8 I 2. 7 JO I 2. 8 



3）々、立

小学校 中学校 合計
区 分 人数 ｜ 割合 人数 （ 劉合 人数 ｜ 割合

（人）（%） （人）（%） （人）（%）

いじめ
24年度 407 I. 9 I. 852 I 2. I 2. 259 i 2. I 
25年度 402 I I. 7 I. 478 I. 6 I. 880 I I. 6 

いじめを除く友人関係をめぐ 24年度 2, 301 I 10. 9 13, 890 i 15. 7 16. 191 I 14. 8 
る問題 25年度 2. 676 I I I. 2 14. 647 . 16. 0 17, 323 15. 0 

数町議員との関係をめぐる問題
24年度 681 I 3. 2 I. 289 i I. 5 I. 970 i I. 8 

学 25年度 3. 7 I, 417 I. 5 2, 300 i 2. 0 
校 24年皮 1. 596 I 7. 6 8. 302 I 9. 4 9, 898 I 9. l 

学芸芝の不振
25年度 1. 101 I 7. l 8. 318 I 9. I 10, 025 8. 7 

係
24年皮 95 I 0. 5 I, 300 I I. 5 I. 395 I I. 3 る 進路にかかる不安

状 25年度 89 0. 4 1. 377 I I. 5 I. 466 I I. 3 
況 クフブ活動、部活動等への不 24年度 0. l I, 977 I 2. 2 2, 008 I I. 8 

適応 25年度 35 I 0. I I, 947 2. I I. 982 I I. 7 

学校のきまり等をめぐる問題
24年度 142H士2. 010 I 2. 3 2. 152 I 2. 0 
25年度 143 I. 904 I 2. l I. 8 

入学、転綴入学、進級時の不 24年度 473 I 2. 2 2. 412 I 2. 7 2. 885 I 2. 6 
適応 25年度 558 I 2. 3 2. 577 I 2. 8 3, 135 I 2. 7 

雪ま
家庭の生活環境の急激な変化

24年度 2. 028 I 9. 6 4. 243 I 4. 8 6, 211 I 5. 7 
庭 25年度 2. 297 9. 6 4. 201 I 4. 6 自白 504I 5. 6 

24年度 4. 254 I 20. 2 7. 845 I 8. 9 12. 099 I I I. I 
係 綴子関係をめぐる問題
る 25年度 4. 588 I 19. I 7. 985 I 8‘7 12. 573 I 10. 9 
状 家庭内の不和

24年度 5. 0 3. 7 4. 351 I 4. 0 
i兄 25年度 I. 148 4. 8 3. 235 I 3. 5 4. 383 I 3. 8 

病気による欠席
24年度 9. 4 6, 232 I 7. I s. 202 I 7. 5 
25年度 2, 308 9. 6 6, 662 I 7. 3 s. 970 I 7. 7 

あそび・非行
24年皮 I. 3 JO, 373 i I I. 8 JO, 646 I 9. 7 

オ三 25年度 265 I I. l 9. 769 I 10. 6 10. 034 I 8. 7 
人 24年度 5. 02s I 23. 9 23. 776 I 26. 9 28, 804汁計無気力

25年度 5. 539 I 23. I 24. 587 I 26. 8 30. 126 
宥ミ
る 不安など情緒的混乱

24年度 6. 977 I 33. l 22. 047 I 25. 0 26. 6 
状 25年度 8, 451 35. 2 23, 892 I 26. 0 32官 343 27. 9 
j兄

意図的な拒否
24年度 969 ! 4. 6 4. 144 I 4. 7 5. l 13 I 4. 7 
25年度 I. l 90 5.自 4. 486 I 4.9 5, 676 4. 9 

上記 l掛気による欠席jから f窓凶的 24年度 I, 250 I 5. 9 4. 499 I 5. l 5. 3 なIll苦j までのいずれにも該当しな
25年度 1. 263 I 5. 3 4. 9 い、本人に関わるlfil題 4. 496 5, 759 5. 0 

その他
24年度 l, 214 i 5. 8 I. 455 I I. 6 2. 669 I 2. 4 
25年度 1. 305 I 5. 4 I. 360 I I. 5 2, 665 2. 3 

不明
24年度 370 I I. 8 1. 428 I ！日 1. 798 I I. 6 
25年度 383 I I. 6 1. 398 I I. 5 1. 1s 1 I I. 5 



何）主／，jJ_ 
小学校 中学校 合計

区 分 人数 ［ 割合 人数 ｜ 割合 人数 ｜ 割合
（人）（%） （人）（%） （人）（%）

いじめ
24年度 3. 3 70 I 2. 4 74 I 2, 4 
25年皮 IO 8, 0 53 I 43 I. 3 I. 5 

いじめを除く友人関係をめぐ 24年度 20 I 16. 7 456 l 15. 5 476 i 15. 6 
る問題 25年度 17 i 13. 6 509 ' 15, 2 526 I 15. 2 

数日議員との関係をめぐる筒flJj
24年度 7. 5 50 i ！？ 59 I I. 9 

学 25年度 7 I 5. 6 54 I I. 6 61 I ト8
＋立 24年度 且3 351 I 12. 0 361 I 11. 8 

学芸書の不振

校、
25年度 11 I 8, 8 460 I 13. 7 471 I 13, 6 

る 進路にかかる不安
24年皮 ~ I 

6. 7 87 I 3. 0 95 I 3. I 
状 25年度 2. 4 sz I 2. 5 85 '1 2. 4 
r児 クラブ活動、部活動等への不 24年度 。i 。。 44 I I. 5 44 I I. 4 

i盛応 25年度 0. 8 76 I 2. 3 77 I 2. 2 

学校のさまり等をめぐる問題
24年度 0, 8 I. 0 29 I 0. 9 
25年度 。！ 0, 0 31 I 0. 9 31 I 0, 9 

入学、転編入学、進級将の不 24年度 I. 7 133 I 4. 5 135 I 4.4 
i磁応 25年度 0. 8 173 I 5. 2 174 I 5, 0 

2ま
家庭の生活環境の急激な変化

24年度 6 I 5. 0 73 I 2, 5 79 I 2. 6 
庭 25年度 12 I 9. 6 97 I 2, 9 109 I 3. 1 

曜も 貌子関係をめぐる跨題
24年度 20. 0 309 I 10, 5 10. 9 

る 25年度 20 I 16. 0 393 I 11. 7 413 i 11. 9 

状 家縫内の不和
24年度 5. 0 3. 9 121 I 4. 0 

I冗 25年度 4. 0 141 4. 2 146 I 4. 2 

病気による欠1市 24年度 10 I 8. 3 13. 1 394 I 12. 9 
25年度 15 I 12. 0 442 i 13. 2 457 I 13. 2 

あそび・非行
24年度 0. 8 23 I 0. 8 0. 8 

本 25年度 0. 0 zs I 0. 8 28 0. 8 
人 24年皮 10 i 8. 3 325 I 11. I 335 I 11. 0 

無気カ

係
25年度 13 I 10. 4 413 I 12, 3 426 I 12. 3 

る 不安など悦z緒的混乱
24年皮 43 I 35. 8 854 I i9. 1 

寸tr129. 3 
状 25年度 47. 2 !. 063 I 31. 8 32. 3 
況

球図的な拒否
24年度 10 I 8. 3 寸~ 3, 4 111 I 3. 6 
25年度 0. 8 3. 0 102 I 2. 9 

上記 I病気による欠席j から f意図的 24年度 6 i 5. 0 129 I 4. 4 135 I 4. 4 
なm否Jまでのいずれにも務当しな
い、本人に関わる問題 25年度 3 I 2. 4 132 I 3. 9 135 I 3. 9 

その他
24年度 ！？ 48 I I. 6 so I I. 6 
25年度 4. 0 42 I I. 3 47 I 1. 4 

不明
24年度 5 I 4. 2 76 I 2. 6 s1 I 2. 6 
25年度 3 I 2. 4 3. 6 3. 6 

（注目複数回答汚とする。
（注2）パーセンテージは、各区分における不登校児2量生徒数に対する割合。



( 5）不主主校児童生徒への指導結果状況の推移
〔！）悶公私究科

小学校 中学校 合計
区分 人数 織成比 人数 構成比 人数 構成比

（人） （%） （人） （%） （人） （克）

指導の結果蕊校する又はできるようになった児 24年度 7. 189 33. 8 21. 034 29. 6 34. 223 30. 4 
E量生徒 25年度 1. 952 32. 9 28, 468 29. 8 36, 420 30. 4 

指導中の児E量生徒
24年度 14 054 66. 2 64. 412 70. 4 78, 466 69. 6 

25年皮 16, 223 61. I 66. 974 70. 2 83, 191 69. 6 

｜うち継続吋校に間ないもの叫子ま 24年度 4. 119 19. 4 11. 142 19. 4 2 I. 861 19. 4 
い変化が見られるようになった児車生徒 25年度 4. 837 20. 0 19. 383 20. 3 24. 220 20. 2 

(2〕 悶立
小学校 中卒校 ム口ラ白利' 

区分 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
（人） （%） ｛人｝ （%） （人） （%） 

指導の結果登校する又はできるようになった児 24年皮 18 32. I 102 37. 8 120 36. 8 
E量生徒 25年度 23 33. 8 105 35. 7 128 35. 4 

宿線中の児議生徒
24年度 38 67. 9 168 62. 2 206 63. 2 

25年度 45 66. 2 189 64. 3 234 64. 6 

｜うち糊した搬に郎ないものの好まし 24年度 6 10. 7 54 20. 0 60 18. 4 
い変化が見られるようになった児盗生徒 25年皮 16 23. 5 60 20. 4 16 21. 0 

(3〕公IL
をt-<'1 中学校 合計

在E分 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
（人） （%｝ （人） (%) （人） （%） 

指導の結果登校する又はじきるようになった児 24年度 7. 120 33. 8 25, 981 29. 4 33, 10 I 30. 3 
窓生徒 25年度 1. 871' 32. 8 27. 336 29. 8 35, 213 30. 4 

指導中の児E量生徒
24年度 13. 941 66. 2 62. 258 10. 6 76, 205 69. 1 

25年度 16. 105 67. 2 64, 466 70. 2 80, 571 69. 6 

｜うち糊した登校に叫ないもの叫し 24年度 4. 101 19. 5 17. 278 19. 6 21. 379 19. 6 
い変化が見られるようになった児窓生徒 25年度 4. 799 20. 0 18. 792 20. 5 23, 591 20. 4 

4） 私立
小学校 中学校 合計

区分 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
（人｝ （%） （人） （%） （人） （%） 

指議の結果5登校する又はできるようになった児 24年度 51 42. 5 951 32. 4 I. 002 32. 8 
2量生徒 25年度 52 41. 6 I. 027 30. 7 I. 079 31. I 

指導中の児滋生徒
24年度 69 51. 5 I. 986 61. 6 2. 055 61. 2 

25年度 13 58. 4 2. 319 69. 3 2. 392 68. 9 

｜うち総統した鰍に叫ないものの好まし 例年度 12 10. 0 410 14. 0 422 13. 8 
い変化が見られるようになった児童生徒 25年度 22 11. 6 531 15. 9 553 15. 9 



( 6) 「指導の結果主主校する又はできるようになった児童生徒」に特に効果のあった学校の措震のJ推移
（校）

区分
小平服 可4ヲー生み〈 台前

悶）Lj 公立 l私文！ 百十 関:iri公-SLi私立 i 富十 図）LI公rr.i私でfI s1・ 
不盤技の問定通についし，研修 24年度 9! 2, 3761 211 2, 406 __I当3,6291 741 3, 117 ：町11 ~：~~： I 951 6, 123 
舎や事Jt例研究会を通じて金持
開の通理解を悶った 25年度 SI 2, 418 191 2, 445 3, 449, 891 3, 541 JOSI 5, 992 
全ての紋婦が当該児挺生徒に 24年度 61 I. 9851 19i 2, 010 ：~： 3, 4891 81 I 3, 581 111 5, 4141 JOO' 5, 591 
触れ合いを多くするなどして

25年皮 71 2, 2101 191 2, 296 1021 3白 409 111 5, 5611 121 5, 105 学校全体でIii場にあたった 3, 2911 

教育相絞担当の教婦が専門的 24年度 4'1 969i 986 121 2, 0261 ~-1五.09T ~I 2.9951 141 3, 085 
に指導にあたった 25年度 21 I. 0861 81 I. 096 9 I 2, 111! 3, 1911 191 3, 281 

長i1説i過が専門的i二指導にあ 24年度
71 I. 2941「つ2±1円！五＇32t一つ1ヨ61 2, 4041 1011 2, 521 1281 3, 849 

たった 25年度 51 I. 516 1051 2, 642 11 4, 04 ll 1191 4, 117 

y、クールカウンセラ一等が専 24年度 sj 2. 0901 321 2, 130 261 4, 8711 2011 5. 104 341 6, 9611 2391 1, 234 
r'I的l二Iii惑にあたった 25年度 9J 2, 3311 221 2,368 271 4, 8051 254 I 5, 086 361 1, 1421 276 1, 454 

友人隠係を改器するための指 24年度 11 I, 9181 20j I. 945 121 j 3, 113 1411 5. 058 
i皐を行った 25年度 51 2, 0061 181 2, 029 121 3, 081 1291 3, 222 111 5,081 1411 5. 251 
技師との触れ合いを多くする 24年度 101 2, 1951 18j 2,223 －寸2羽21 3, 2661 1261 3,414 321 5. 461「i~~五＇63~など，教闘との隠官、を改；告し
た 25年度 81 2. 3511 21i 2, 386 3, 4911 1491 3, 652 201 5, 848 
校講方法の号土器，｛割引jの指導 24年度 3j I. 2421 9 j I. 254 

一81
521 I. 611 131 2, 857j 61 j 2, 931 

など授業がわかるようにする
工夫を行った 25年度 ll I. 4101 gJ I. 420 I. 8661 101 I. 944 91 3, 2161 791 3, 364 
様々な話回Jの場面において本 24年度 8j 2, 1281 161 2, 152 13j 2, 541 I 751 2. 629 211 4,6691 911 4, 181 
人がを窓用i立止を持って活動できる
場 した 25年度 6 2, 3541 151 2, 315 111 2. 8341 851 2, 936 231 5, 1881 1001 5, 311 

保縫；｛！等特別の場所に登校古 24年度 101 2, 0481 311 2, 089 231 4, 1281 1801 4, 331 331 6, 1761 2111 6,420 
せて指導にあたった 25年度 71 2, 3161 181 2, 341 211 4,2861 2041 4,511 281 6. 6021 2221 6,852 

主ま校在促すため，議請をかけ 24年度 11 I 3，叫 30J 3, 268 221 5, 2031 1961円 5五，42i 331 8. 4301 
たり迎えに行くなどした 25年度 101 3, 4211 321 3, 463 241 5, 3.161 235 341 8, 7311 261 
家庭訪問を行い。学議や生活 24年度 51 2, 9241 281 2, 951 241 5, 4551, 一寸l~ 5, 630 291 8, 3791 
指認での相談に乗るなど隙々な
場.t毘即Jをfiった 25年度 7 2. 9391 151 2. 961 211 5, 576 5. 775 281 8, 5151 193 8, 136 

i関＼＼滋係や討家の路協j生3活を求のめて， 言語族 24年夜 9j 2. 5131 271 2.549 ベド8561
1801 4, 057 30j 6, 3691 

改善を図っ
た 25年皮 9 2. 756! 4, 1391 2121 4. 369 271 6. 8951 234! 1, 156 

教宵相談セシター等の相談機 例年度 31 I. 511 j 8j I. 522 6＼川i43J 2, 113 91 4. 11円出5
関と述扱して指専にあたった 25年度 1! I. 5941 IO! 1, 611 11 I 2, 735 541 2, 800 

病la院等のrz:療機関と述j持して 24年度
6731－ーす131「-¥o: 19J 1. 442 101 2,0311 92j 2, 133 

持にあたった 25年度 796 101 I. 570 961 I. 616 131 2. 3661 991 2, 418 

その他
24年度

214しI-f[-Wo ~ 390 
一31

261 605 

25年度 239 409 435 6481 615 23 



( 7）相談・指導等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いとした児童生徒数の

推移

(I) 悶外野、立Z十 （人）
小学校 中学校

合会院内外の機関等での羽詰 ・I旨諮符を受けた 学位内外の機関符での信1'災・指滋等を受けた
九段 人数

うち ri:; r うち r Ill I I 導いう出ち型j席3の3持f指姶上 うち r1旨区分 ；場聾録上場盟録上うち通学 将盟I！上うち通学
tJJJ.約量 出席扱定l場設 Ill席設定期乗車

j山りの拙 Lりの拾器制度適iド I J • , 'JのIll5先制度i富
；鐙をとっ援をとっ Ill人数 ！翠をとっ j留をとっ 用人致
た人数 た学校教 iた人数 jた学校数

①教育支箆センター 2明度 2. 393 I 1. 660 i I. 341 ! 34 10. 777 I 9. W ! 4. 025 ' 265 
（遜応指導教室） 25卒 夜 2. 649 I 1. 856 I I. m I 36 11. 661 I 9. 944 I 4. 212 I 321 

③教干手議員会及び教育センター等教育 2Att 2,689 I 812 J 6311 2 4.465 i 2.130 I 1.044 I 41 
霊長会所管の機関（①を除く） 話1両支 2. 911 I 816 667 I 13 4. 715 I 2. 21 s I 1. 022 I 34 

③児蹴談所 福祉鞠所 盟度 I,604 I 260 j 208 I 4 I 3. 820 !. 890 r 防7! 8 
25主f./lr 1. 835 I 210 I 219 I 1 3. 821 I 898 I 580 3 

③ 保
抽 24if.lll'. 2171 241 171 0 3611 481 421 2 

学 健所， f寄刊保健福祉センター 25lf.皮 2101 141 121 0 3171 451 361 0 

究＠宵院診療所 24曜 2.280! 2291 1861 2 6.3141 5301 3531 10 
’ 25己防 2.8981 2631 211 I 7.2861 5681 3721 5 

⑥民間関体民間施設 24年度 5031 138j 1241 19 1.1191 5491 白143I 10 
25率直E 6501 1981 1761 19 1.3951 6711 5191 69 

⑦上自己以外の機関等 以特 別 1 54 I *-1 2 1・11sI 223 I 155 I 1 
25年度 5301 691 60 2 1.2531 2481 1481 8 

11 I上記!J)～⑦の機関等での般絞・指導待を受 24年度 8.209 l 2. 795 I 2.143 I 61 25.274 I 12131 I 5. llO I 395 
けた者の主人数｛描闘をとった学院：足掛 25年度 9. 332 I 3. 157 I 2. 314 68 27. 068 I 13. 704 I 5. 327 I 420 
⑮主審滋教諭による王将司的な指導を受け－~4笠年皮 5, 042 I - I - I ー 18. 121 I - I - ! -
た人数 5 皮 5,6901 - I ー I 18. 719 I I - I ー

長品 ⑨スク－Jv7iウンセラ一服附に 11年度 8 447 I - I -I - 3t 274 I - j ー I ー
よる専門的な相談を受けた人数 百事夜 9. 837 I 一 一 - 36. 194 I - 1 - I -

内 (2）上記⑥、⑥による相談.rn；.草苦手 M笠K 11.159 I ー I - 44, 110 I - I ー ！ ー
を受けた者の爽人数 25長手段 12.120 I I - I - 46. 204 I - I I 

( 3）上記日⑮枇よる相談指 2控皮 5. 144 I - I - I - 28. ・104 I - I - I -
議号事を受けていない人数 お手王室 5, 732 I - I I - 28. 860 I - I -

合計

学校内外の機関等での初鋭 宿場等を受けた人数（AJ

jうち q首i1うち r1a ' 

lil:分 不窓登校児碍出盟席録扱上J詩型録上 うち通学
生桂数

におけるしりの措 出席挺 定l国最~r (BJ I (Al 
(A)の控j置をとっ しりのI&券制度i謹
合 た人(B）数誼をとっ I1日人数（ た学校数

CD救（適資応支指援導セ救ン護タ） 24 皮 13. 110 I II.可10.902 I 5. 366 I 299 I 82. 8% 
25年度 14. 310 I 12.0% 11 800 I 5. 687 357 I 82. 5% 

②委員教会育委所民会及び関教（①育セをンター等教資 担25笈年E度r 1. 154 I 6. 3%1 2. 942 us1 I 49 I 41. 1% 
管の機 除く） 7. 633 6. 4%1 3. 091 I 1.689 47 40. 5% 

③児主童相談所・福祉事務所 i主5笠年E度if: 5. 424 I 4.8鬼j I. 150 I 815 I 12 I 21. 2% 
5. 662 I 4. 7%1 I. 168 I 799 4 I 20. 6% 

学 ④保｛詰所，精神保健福祉センター
24年度 578 I o. 5%1 72 I 2 I 12. 51 

校
25年度 0. 5%1 59 I 48 I o I 10. 1% 

外 ⑤病！涜，診療所 諜震 8『 594I 1. 6%1 759 I 539 J 12 I 8. 8% 
10. 1s4 I 8. 5%1 583 I 8. 2% 

⑥民間間体，民間施設 諜喜 1. os2 I 567 I 89 I 40. 8• 
2. 045 I I. 7% 869 I 695 I 88 I 42. 5% 

⑦上自己以外の機関等 護霊 I. 4おi 277 I 204 I 9 I 17. 61 
1. 783 I I. 5%1 317 I 20s I 10 I 17. 8% 

11 I 上記の~～宅~＇問機関等での相談位・7指1場数等を受 24年度 33. 483 I 29. 711 15. 526 I 1. 2s3 I 456 I 46. 4% 
けた者 人 （措闘をとった学 ） 25年度 36. 400 I 30.411 16.861 I 7, 641 488 I 46. 31 
⑧た議人議数殺繍による専門的な指導を受け 24年度 23. 163 I 20. 6鬼！

Oji: 25 ＇皮 24. 409 I 20. 4到

4立
⑨スク jレカウンセラ 、指談員等に 24lE皮 42. 121 I 31. 9%1 

内
よる専門的な相談を受けた人数 25 度 46. 031 I 38. 5%1 
( 2）上記者③の突、⑨入数による相談・指導等 護霊 55. 269 I 49. 011 

を受けた 58. 924 I 49. 311 
( 3）上記<T～①，③人，数⑨による相談.I旨諜震 33. 548 I 29. 8%1 

議等を受けていない 34. 592 i 28. 9%1 
（桟）①～⑨については複数回答であり、 (1）、 ( 2）、 ( 3）は実数。



、“’ 吋リ ＂、h, 

小学校 中学校
学校内外の機関符での初謀術専符を受けた 学校内外の機問符での初誤・浴場等を受けた

人監 人数

区分
iうち 1指｜うち fj詰

l同凶う刊ち吋r唱吋箔Lい一、lの抽｝i 潟要録 k潟:u盟H首録技上 うち通学 i＇器盟録上 うち通空
:H席l&I p器ti明来lド 出席設 定i哩Jn
しりの拙いJのm 制度i謹 lt'J 0mJ J 器制度滋
1趨をとっ置をとっ Ill人数 簡をとっ霞をとっ 用人数
た人数 た学校数 た人数 た学校数

(j)投(i藍資応支t旨援滋セ救ン護タ）ー 24年度 ; I I I I I 百 21 i 21 I 12 I 。
25年度 I I 。 29 25 I 16 I 。

③委教民育委災管会及機び｜謂教（①育センタ一等教育 権震 s I 3 I 3 I 。 II I ; I 6 I 。
会所の を除く｝ 」 2 I 2 I 。 II i 6 I 。

③児E童相談所・福祉事務所 諜雲 6 I I I I 。 3 I 2 I 2 I 。
5 I I I 0 5 i I I I I 。

学 ③保健所， t白神保縫福祉センター諜警 I I O I 0 i 。 2 I 
; I I I 。

0 i o I 0 4 I 。
校

辺25 笠年E度( 
7 I 2 I 2 I 。 33 I 2 I 。

外 （主病院，診療所
1s I 0 I 。｜ 。 47 I I 。

⑥民間団体，民間施設 権審 I I 0 I o I 。 1 I 5 I 5 I 。

I I o I o I 。 4 I 2 I 2 I 。

⑦上紀以外の機関等 護霊 3 I 
o I 。 。

。i o I 。 。｜ 。

Ill上者記の主曳～入E車Eの機i羽絡でのJD践桂指主導11<寺子を受 24年度 5 ! 5 I 。 11 I 43 I 23 I 。
けた （；居侵をとった学 ） 25年度 24 I 3 I 。 93 37 I 21 I 。
ill:養護、救論による専門的な指導を受け 準審 25 I 110 I -

学
た人数 11 I 99 I 
｛③スクーJJ,力ウンセラ一、格設図書事に 権審 39 144 I 校
よる専門的な相談を受けた人数 39 I 173 

内
( 2）上記者⑧の爽、f人E数による相談・指導号事 H号室 46 1 so I 

を受けた 45 213 I 
( 3）上記①～①，③人数，③による格談.I旨 24年度 6 32 I 

議塁手を受けていない 25年度 17 39 I 

合計

学校内外の後関等での初級・指導符を受けた人数！Al
うち fj首

器開i'"" 
区分

不登校氾 碍出盟席録扱上
Ji立生提故
における l>Jの措
(A)白割 置をとっ
合 た人数

(BJ 

③数｛適育応支指援導セ救ン護タ） τ鐸震 zs I 7. 7第｜ 22 I 13 I o I 88. 0% 
32 I 8. 8%1 26 I 11 I 81. 3% 

G委S員教会育委員会及び関教｛①育センタ一等教育 ！鐸喜 19 I 5. 8% 10 o I o I 52. 6% 
所管の機 を除く） 1 s I 4. 1%1 8 I 8 I o I 53. 3• 

③児翠招絞所.l高社事務所 権喜 9 I 3 I 
: I 

33. 3% 
10 I 2. 8% 2 I 2 I 20. 0% 

学 ③保健所，精神保健福祉センターti 笠年E度t 3 I 0. 9%1 66. 7% 
4 I 1.1%1 4 I 100.01 

校

誰長 40 I 12. 3%1 8 I 4 I 。｜ 20. 01 タ－~ ⑤病院，診療所
62 I 17.i鬼i I I I I o I I. 6% 

⑤民間団体，民間総設
24 Erを 8 I 5 I 。 62. 51 
25 {F_ l1f s I I. 4% 2 I o I 40. 0完

⑦上紀以外の機関等 権苦 o. 611 I I o I 50. 0% 
4 I I. l覧 o I o I 。i o. 01 

11 I上記の主a;～人⑦数の（l復関等での伺訟 指持絡を5' 24年度 88 I 27. 0%1 28 I 。！ 54. 5% 
けた者 措霞をとった学校史数） 25年度 111 I 32. 3%1 40 I 24 I o I 34. 21 
③た人占童E数宣教稔による専門的な指導を受け 24年度 r 35 I 4U%j 

学
25年度 116 32. 0%1 

⑨スクーJJ,カウンセラ一、格談員等に 携震 183 I 56. I刻
校

よる専門的な相談を受けた人数 212 I 58.61 I 
内

( 2）上記者③の2、老⑨人による棺談・伝導君事 護霊 235 I 72. 1%1 
を受けた 数 258 I 71. 3%1 

(3）上記¢～⑦，③人数，③による相談・m24年度 38 I II. 711 
4革主手を受けていない 25年度 15.5%1 

（注）②～⑤については複数回答であり、 ( 1 ）、 ( 2）、 (3）は実数．



（お外す （人）
小学校 中学校

学校内外の機関絡での＂~談 術将灼与を畳けた 学校内外の健闘符での相談紹i／？等を受けた
人数

区分 帯整録上導型録上うち通学 持盟主主上場盟録上うち過半l)r 
Ill席捻 出席扱定期JllIii :mr. 出席扱 定期患

i l>JのJ白いJのllr!器制度適 ！いJの設措j；しりのJ世帯制度i盛
；置をとっi置をとっ 用人数 簡をとっ霞をとっ 用人数
た人数 た学校数 iた人数 た学校教

①教（適育応支指援導セ教ン室タ）ー zr--年度
2, 381 I I, 655 I I. 336 I 34 JO. 654 I 9. 192 I a. 989 I 264 
2, 639 I I. 854 I 1.ml 36 I I. 535 I 9. 874 I 4, 165 I 318 

③委員教育議管員会及び！菊教（①育セをンタ 母子教育 24年度 2. 678 I 807 I 632 I 2 4. 390 I 2, !05 I I. 027 I 46 
会所の機 除く） 25年度 2. 907 I 874 ' 665 I 13 4. 632 I 2. !92 I I. 002 I 33 

③児童相談所・福祉事務所
24年度 !. 592 I 256 I 204 I 4 3. m I 885 I 602 I 8 
25年度 I. 826 I 2691 218 i 3. 769 I 895 I 577 I 3 

必T* ③保健所，精神保健福祉センター 提震 216 I 24 I Ii I 。 3431 43 I 40 I 2 
210 I 14 I 12 I 。 360 I 40 I 34 I 。

校

護霊 2. 254 I 225 I 1sa I 2 5, 628 I <991 336 I 10 
外 ⑤ 病j涜，診療所 2. 869 I 210 6. 468 I 355 I 4 540 

⑤民間団体，民間施設 it笠年E度t :as I m I 19 I. 104 I 526 I 425 I 69 

640 ' 196 174 I 19 1. 286 I 645 I 499 I 67 

⑦上紀以外の機関若手 権審 393 I 53 I 48 I 2 !. 159 I 220 I 152 I 
526 I 69 I 60 I 2 1. 222 I 248 148 I 8 

Ill上7の2宰1！～人を数の閣措制での1ll談指滋等を笠 護霊 止156I 2. 1 zs I 61 24, 284 I 12. 595 I 5.027 I 392 
けた者 ｛ 誼をとった学技CJ数｝ 9. 272 I 3, 150 2. 301 I 68 25.910 13.563 I 5, 238 i 413 
⑥箆複数絡による専門的な指導を受付 権長 4. 974 I 11. 432 I 

’辛
た人数 5. 636 I 11. 933 I 

校 ⑪よスクールカウンセラ一、相絞E望号事に 準喜 s. 354 I 32, 519 I 
る専門的な相談を受けた人数 9. 141 I 

i勾
(2）上記者⑧の爽、③，、数による相談 指導等 穫量 11. 038 I 42 106 I - I I ー
を受けた 12. 60 I I 43. 965 I 

( 3）上EけEてZ～ごう，③人，数⑥による相談・指権喜
5. 115 I 21. 1s1 I 

え車線を受 いない 5, 681 i 28. 110 I 

合計

学校内外の銭問符での10誤 ·lai軒与を空けた人欽（~

I iうち lj首

iz:分 不E江笠松児導型録k羽う出聾ち席録妓lj上白 うち通学JI! 
生IE設出席扱

におけるしりの措 定期!ll
(Bl I IAI 

（品町宮l簡をとっ しりの姶器制度i富

合 た人(B)数
盤をとっ 用人数
た学校数

CD教（適育応支指援導セ主ンタ
2鰭

13, 035 i I l臨i10. 841 I 5. 325 J 298 I 83. 2X 
教室） 14. 174 I 12.2%1 11,728 5. 638 I 354 I 82. 7% 

C委F教民会育委員会及び関教（①育セをンター等教育 担25笠年E度t 
1. 068 I 6. 5XJ 1. 659 I 48 I 41.2% 

所管の機 除く） 7.539 l 6. 5%1 3. 066 1.667 I 46 I 40. 7% 

③ 児E童相談所・福祉事務所
24年度 5.371 I 1. 141 I 806 I 12 I 21. 2% 
25年度 5. 595 I 4. 8% I. 164 I 795 I 4 I 20. s泌

学 ④保健所，綴神保健編祉センター諜震 559 I 0. 511 61 I z I 12. 0% 

校
570 I 0. 5%1 54 l 46 I o I 9. 5% 

外 ⑤病院，診療所 護憲
1. 882 I 1. 2制 124 519 I 12 I 9. 2% 
9. 331 I 8. 1%1 802 I 565 I s I s. 6% 

⑥渓閉店体，民間施設 it笠年E度t I, 603 I I. 5%1 547 I ss I 41. 3出
I. 926 I 1.7出 841 s13 I 43. 1% 

⑦上紀以外の機関等 難審 I. 552 I I. 4%1 273 I 200 I 9 I 17. 6% 
!. 148 I I. 5%1 311 I 208 I 10 I 18. IX 

111 上記の1号3～岳致の機措関等での10誤・~音1符政等を空 坐25笠年E度t 32. 440 I 29.1%1 15. 314 I 1. 155 I 453 I 41. 41 
けた者 人 （置をとった宇佐 ） 35, 1 sz I 初 4%1 16. 113 I 1. 545 I 48 I I 47. 51 

③た去人をE数童数識による専門的な指i撃を受け 諜雲 22. 406 I 

学
23. 569 I 20. 4%1 

校
③スクールカウンセラ一、指談Jll号事に it草壁 40, 873 I 37. 4%J 

内
よる専門的な相談を受けた人数 44、日20I 38.01 I 

( 2）上記者⑧の爽、⑨d、数による相談・指導等 諜警
53, 144 I 48. 611 

を受けた 56. 566 I 48. 911 

( 3）上受記け〈てE～⑦，（亙），数⑨による羽鶴.I旨 24年度 32, 902 I 初 ill
毒事等を いない人 25年度 33. 791 I 29. 2%1 

（注）①～③については複数回答であり、 （！）、 ( 2）、 (3）は実数＠



4〕私立 （人）
小学校 中学校

学校内外の機関：！・での初級 ；飴思考字を空りた 学校内外の機！均等での初五条指導絡を受けた
人数 人数

1うち r1旨 うち r1~ ；うち r111 i 時う出盟ち席録扱q上百
区分 ！碍堕録上場盟録上うち通学 i草壁録ヒ うち通学

l 出席N ill席設定郎最111 出席設 定期!Iilji 
；いjの拾いjのJ昔器制度返 （いj目指｜いJのm糊 j附
' i置をとっ霞をとっ 用人数 ！置をとっ｜歯をとっ Ill人数
j た人数 た学校数 j た人数！た学校数

③教育支援センタ－ 11空ff,!', SJ <I <I O 1021 291 2<1 I 
（適応指導教箆） I昨J1I 7 I I I I I O 97 I 45 I 31 I 3 

③教育委民会及び教育センター号事教育 24年度 3; 21 21 0 641 18/ Ill I 
苦言箆会所管の機関（①を除く） 25草夜 SI O! Oi 0 731 171 141 I 

③脳中間：所福祉事務所 盟盤 6 I 3 I 3 I 0 38 ! 3 I 3 ! 0 
25年度 4 ¥ o I o I o 53 I 2 2 i o 

a;,o 神 開皮 0I 0 I 0 I 0 16 I 3 I I I 0 
学四時健所，務 保健福祉センター百25五年百度 O i o I O I o 13 I I I I O 

校 n言、寄与 所 ~!El支店 I 21 Ii o 6531 251 151 o 
外 ψ1f勺院， 診書室 2~辱夜 141 ii ii 0 11il 271 i6I i 

⑥ 施
24年度 31 21 21 0 681 181 i31 i 

民間5自体，民間設 25苓遼 91 21 21 o i051 241 i8I 2 

⑦上紀以外の機関空宇 2t年E皮 2 I i I i I o i7 I 2 1 2 I 日
2 皮 ii OI OI O 301 01 ol o 

｛】）上記(j)～crの機i渇等での相談・m場等を畳 24年度 361 iii IOI o 9i9I 93! 601 3 
けた者のj：人数｛措蹴をとった学校覧船 25年度 36 I 4 I 4 I o I. 065 I i 04 68 I 1 

③築設教諭による専門的な指導を受け 11笠J!t 43 I - i I - 579 I - I - I ー
た人数 25年控室 37 i ー I - I - 687 I - i ー ｜ 

必~ ＠スクールカウンセラー、相談員等に 11餓 54 I I - I I. Si i I I I -
内よる専門的な相絞を受けた人数 25年度 57 I - I - I - I. 142 I I - I 

( 2）上記③、＠による相談・指導母子 241E皮 75 i I - I - L 8i5 I - I I ー
を受けた者の爽人数 百手jjf 74 I I - I 2. 026 I I i -

( 3）上総～①，＠，⑥による相談.!ij 11笠墜 23 I - I I ー 585 I - I - I -
線絡を受けていない人数 25年段 34 I . - I - 7ii I - I I ー

合計

学技内外の機関等での相談・指将等を空けた人数（Al

iうち唱lうち II旨
区分 不登校徒数児持盟録上 潟占盟1.11録l'l上うち通学!Ji E量生 出席級 定期最

におけるしりの；告しりのr.1器制度適 <Bl/ IAI 
｛品の富lj 援をとっ 留をとっ 用人数
合 た人数 た学校数 ！ 

(Bl I 

（工教（適育応支j~援3葬セ救ン護タ）ー 器産 i iO I 3阻i 33 I 28 I 30. 0% 
i04 3田i 46 I 32 44. 2鴻

C委語員教育会委箆会及び関教（①育セをンタ 等教育 ~位5年農度 67 l 2. 2%! i3 ! i I 29. 9鴎
所管の機 除く） 79 I 2. 3%1 il I i4 ! i i 21.5% 

③児童相談所・福祉事務所
24司度 44 I I. 411 6 I 。！ i3.酪

2 5年目E 57 I J. 6%1 2 I 。l 3. 5% 

学 ④保健所，精神保健福祉センター
24均皮 i6 I 0. 5%1 18. 8% 

校
25年度 i 3 I 0. 4%1 o I 7マ7お

外 ⑤病院，診療所 権審
672 I 22. 0叫 27 i6 I 0 ' 4. 0% 
785 I 22. 6X 28 17 I i I 3. 6X 

⑥民間団体，民間施設 器害警 7i I 2. 3%[ 20 I i5 I i I 28. 2潟
i i4 3. 3% 26 20 I 2 22. 8% 

⑦上紀以外の機関等
24年度 i9 I 0. 6%1 3 I 3 I i5.臨

25年度 3 i I 0. 9鳴i o I o I 0. 0% 

i 11上記の号ヨ：～⑦致の機関等での羽詰 指潟符を受 辺25隻年E度t 
955 I 31. 2%1 i 04 I 10 I 3 I iO. 9% 

けた者 人 （措陸をとった学校11故｝ I. iOi I 31. 7%1 iO& I 7 I 9. 8% 
③養護教務による専門的な指導を受け 24年度 622 I 20. 3%1 

学
た人数 25年度 724 20 9% 

校
③スク ）~力ウンセラ 、相談員等に 諜警 i. 665 I 54. 5%[ 

内
よる専門的な相談を受けた人数 1. 799 I 51.邸｜

( 2）上記者③の5、E⑨人数による相談・指導者手 器議 I. 890 I 61.路i
を受けた 2. iOO I 60. 5xl 

( 3）上記①～①，ミ③人，数⑨による相談・指 玄議 sos I ！日開i
毒事等を受けていなし 745 I 21. 5%1 

（注）①～⑨については複数回答であり、 ( 1 ）、 ( 2）、 ( 3）は実数。



( 8）不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数の推移
① 小学校
ー・四公私l'Li!十］

区分 2年生 3年生 4年生 5年生
IA）平成24年度不受校児童数（人｝ I. 576 2. 504 3, 795 5. 500 

I IB）うち23年皮かち継統（人） 521 826 I. 433 2. 076 
｜比率IB/A×100) (%) 33. I 33. 0 37. 8 37. 7 

ω平成25年度不登校児童数（人） I. 806 2. 791 4. 291 6. 127 
I (B）うち24年度から継統（人） 509 908 I. 481 2. 247 
｜比率(B/AXJOO) (%) 28. 2 32. 5 34. 5 36. 7 

7殴j'(I
Iズ分 2年生 3年生 4年生 5年生

仏）平成24年皮不登校児澄数（人） 9 4 17 
I IBlうち23年皮から織統（人） 。
i比率四IA×！00) (%) o. 0 I!. I 50. 0 5. 9 

ω平成25年皮不笠校児澄数（人） 5 II 18 
I IB)うち24年度から継続（人） 。 6 
｜比率IB/AX100) (%) 。。 14. 3 27. 3 33. 3 

7公安7
区分 2年生 3年生 4年生 5年生

（的平成24年度不登校児滋数（人） !. 569 2.482 3. 770 5. 446 
I IB）うち23年度から総統（人） 521 825 I. 422 2. 065 
庇率IB/A×100) (%) 33. 2 33. 2 37. 7 37. 9 

IA）平成25年度不登校児滋数（人） I, 796 2. 770 4. 251 6, 074 
｜阻）うち24年皮から継続（人） 509 9自8 I. 472 2. 230 
i比率IB/AX100) (%) 28. 3 32. 7 34. 6 36. 7 

lfll'r.l 
I文分 2年生 3年生 4年生 5年生

(A)平成24年度不笠校児盤数（人） 13 21 37 
r cmうち23年度から縫絞（人） 。 9 ！日
i比率IB/AX100) (%) 。。 0. 0 42. 9 27. 0 

IAl平成25年度不登校児認数（人） 5 14 29 35 
i (B）うち24年度から総統（人） 。 6 II 
｜比率（B/A×100) (%) 。。 7. I 20. 7 3 !. 4 

② 中学校
［悶 同日a H ・4

l草分 l年生 2年生 3年生 合計
ω平成24年度不登校児窓数（人） 21. 194 33, 355 36. 897 91,446 

I mlうち23年度から級統（人） 6, 401 16. 851 23. 062 46, 314 
l比率IB/Ax100) (%) 30. 2 50. 5 62. 5 50. 6 

仙｝平成25年度不登校児盤数｛人） 22. 390 34. 316 38. 736 95, 442 
I (B）うち24年度から総統（人） 6, 318 16, 704 23白 792 46, 814 
｜比率(B/AX100) (%) 28. 2 48. 7 6 !. 4 49. 0 

7関支7
ぽ分 l年生 2年生 3年生 合計

仏｝平成24年度不登校児童ま数（人） 59 105 106 270 
I (B）うち23年度から継統（人） 9 41 45 95 
｜比率IB/A×100) (%) 15. 3 39. 0 42. 5 35. 2 

は）平成25年度不登校児滋数（人） 61 108 125 294 
1 IB)うち24年度から継統（人） 6 ,10 60 106 
｜比率(B/A×100) (%) 9. 8 37. 0 48. 0 36. I 

「公:i'LJ 
M 分 l年生 2年生 3年生 合計

仏｝平成例年皮不驚校児滋数（人） 20. 443 32. 150 35. 646 88. 239 
i IB）うち23年度から総統（人） 6. 288 16. 390 22. 540 45. 218 
｜比率(B/A×100) (%) 30. 8 5 !. 0 63. 2 5 !. 2 

仇）平成25年度不澄校児滋数（人） 21. 478 32. 985 37. 339 91. 802 
I cmうち24年度から継統（人） 6, 162 16. 272 23. 215 45. 649 
｜比率IB/AX100) (%) 28. 7 49. 3 62. 2 49. 7 

「私立］
区分 1年生 2年生 31手生 合計

（的平成24年度不登校児慈数（人｝ 692 I. 100 I. 145 2. 937 
i IB）うち23年度から継統（人） 104 420 477 I. 00 I 
｜比率IB/A×100) (%) 15. 0 38. 2 4 !. 7 34. I 

IA）平成25年皮不主主校児3童数｛人） 851 I. 223 I. 272 3. 346 
I mlうち24年度から総統（人） 150 392 517 I. 059 
rE五率IB/A×100) {%) 17. 6 32. I 40. 6 3 !. 6 

6年生 合計

6. 920 20. 295 
2. 941 7. 797 
」2.5 38. 4 
8. 0 IO 23. 025 
3. 189 8. 334 
39. 8 36. 2 

6年生 ム口位白 l

23 55 
6 JO 

26. I 18. 2 
27 68 
I 

25. 9 25. 0 

6年生 合計
6,854 20. 121 
2. 928 7. 761 
42. 7 38. 6 
7. 945 22. 836 
3, 175 8. 292 
40. 0 36. 3 

6年生 合計

43 119 
7 26 

16. 3 2 !. 8 
38 121 

25 
18. 4 20. 7 



( 9）平成25年度における潟等学校の理由別長期欠席者数及びその推移

①理由別長期欠席者数

関立

公立

私立

合計

山川注慨

。均

l－2由

年度

理由別長期欠席者数
在籍者数

不登校 経済的理由 病気 その他

9, 966 

2. 293, 026 

I. 021, 780 

3, 324, 772 

速的況は者
に理状数席

関心い者欠
皮のな怒矧

年かき在長

断的こ2移
は絡る成推

又悩あ平の
耐M川ザ』山WA

41 。 30 

0. 41% 0. 00% 0. 30% 

43, 179 I. 985 8, 291 

I. 88% 0. 09% 0. 36% 

12. 435 296 4, 473 

I. 22! 0. 03% 0.44% 

55, 655 2, 281 12, 794 

I. 67% 0. 07% 0. 38% 

つ校
に受う

者がい
る徒を

す生）
と盗。

由児く
沼町、除

をりを
校よの

登にも
不思吊る

ち背ょ
う・に

の回出白
徒要理

生的的
た会済

し社経
席はや

欠い気在
上る病現

以あ、日
目、し1

叩的だ月
て体た5

し身（年
統、と5

理由別長期欠席者数

0. 01% 

11. 042 

0. 48% 

2. 192 

0. 21% 

13, 235 

0. 40% 

刑制い

てな
いし

。る
笠あ

不3登校 経済的理由 病気 その他

（品在稿者数
由｝ IBI ｛国 IBI 

生捷散 生提致 生控数 生捷致
（人） 1首誠本 i世故，，， 問被告詩 JM減率

（出） （出） （見］ （お）

カッコ内 カッコ内 カッコ内

合E
72 

0. 72% 

64,497 

2. 81% 

19, 396 

I. 90% 

83, 965 

2. 53% 

、と
はく

とた
校し

笠は
不い

らで
何も

合計

由）
生捷数

i首滅私
（出｝

カッコ内
日／A×100) IB/AX 100) IB/A×！00) 但カ／Aッxコ10内0) IB/AX 100) 

16年度 3, 711. 062 

17年度 3, 596, 820 

18年度 3, ・189, 545 

19年度 3, 403, 076 

20年度 3. 365. 558 

21年度 3, 346, 981 

22年度 3.364.983 

23年皮 3. 351. 367 

24年度 3, 359, 424 

25年度 3, 324, 772 

③不愛校生徒数の推移

｛人｝
70,000 " 

60000 

50.000 

40,000 

30,000 

20000 

10.000 

。

67 500 

H16 

（%｝ ｛見）

67, 500 4,459 
Ii. 821 IO. 121 

59, 680 
"' 11.6 

4, 078 
A 8. 5 

Ii. 661 （日 lJI 
57, 544 

A 3. 6 3, 755 
A 7. 9 

II. 65) IO. 111 
53, 041 

A 7. S 3, 396 
A 9. 6 

II. 561 IO. 1 Ol 
53. 024 

A 0 0 2, 736 
A 19. 4 

II. 581 IO. OSI 
51. 728 

A 2. 4 2. 628 
A 3. 9 

II. 551 IO. OSI 
55. 776 7.8 

2. 278 
A 13. 3 

II. 661 IO. 071 
56, 361 I. 0 

2, 464 8. 2 
11. 681 IO. 071 

57. 664 2. 3 2, 405 
A 2. 4 

II. 721 IO. 071 
55, 655 

Aq  
2.281 

企 5.2 
Ii. 671 IO. 071 

59 660 57 544 

H17 H18 H19 H20 H21 

（%） 

15, 811 
IO. 431 

16, 170 
2. 3 

IO. 45) 
17, 194 6. 3 
(0. 49) 

16, 658 
A 3.1 

IO. 491 
15, 254 

A S.4 
10. 451 

13. 666 
A 10. 4 

IO. 411 
14, 010 

2. 5 
IO. 421 

13, 277 
A 5. 2 

10. 40) 
12, 457 

A 6. 2 
IO. 37) 

12, 794 
2. 7 

10. 38) 

c:::::::is主徒数｛人）
ー喝一生徒のお合（%〉

H22 H23 

｛出｝ (%) 

22, 517 110, 287 
IO. 611 12. 97) 

27, 754 
23. 3 

107, 682 
IO. 771 12. 991 

28, 122 
I. 3 

106, 615 
IO. 811 13. 06) 

27，自43
A 3 8 100, 138 

IO. 791 12. 94) 
23. 584 

A 12. S 94, 598 
IO. 701 12. 811 

16, 316 
A 30. 8 84. 338 

IO. 491 12. 521 
15, 724 

A 3. 6 87. 788 
IO. 471 12. 61) 

14, 424 
A 8. 3 86, 526 

IO. 431 12. 581 
13, 357 

A 7. 4 
85, 883 

IO. 40! 12. 56) 
13. 235 

A 0. 9 
83, 965 

IO. 401 12. 531 

57 664 

l 1.85 
「 1.80

"・"' I 

E翠日

i 1.75 
' 1.70 

」1.65

」 1.60

i 1.55 

1 1.50 
J 1.45 

1.40 

A 2.4 

A 1.0 

A 6.1 

A 5. 5 

A 10. S 

4. 1 

A I. 4 

A 0. 7 

A 2. 2 



(lO)ii高等学校における不登校生徒の状況の推移

ア 不主主校生徒の在籍学校数の推移

学校総（校数 不校登数校（生Bl捷夜｛校筏）学
lも：担（%）

(A) ) <B/AX 100) 

悶公弘立計す；謹 s.m ~·ゴ5活8。( i2. 2 
5. 52& 82. 9 

悶立 よzt＇年E度度 19 15 18. 9 
19 13 6F.4 

公立 者鐸 4. 19甘 3, 522 83.9 
4. 145 3. 528 85. I 
I. 361 I. 050 

"・ I I. 362 I. 039 76. 3 ~立·~~時
I荏7 E蕊註i立、金＞ti舟沼121立全日制定DjWJをそれそれl12 （計2校｝として＂

上．

イ 課混・学年別不笠校生徒数の推移
、.， U.fll 、j 、，

宝日制 定時制 口語ト
布、翌ll重i詫. （お） 平苦＇＂拡散 ｛見） 平蕊校主Rtt （%） 

1年生 ヲ24碍年夜度 」i主3担34ι6 ::i ::m :; ~ i皇4.-Ws- u 
2年生

24年度 I l守自06 I. 2 I. 084 I~：； :;: ；：~ 上1.l 25年皮 11. 393 I. 2 894 

3年生 器量ーム7.型•16t 0. s 978 9. 6 S, 796 o. 9 
0. 8 867 9. 9 8, 331 0. 9 

4年生
24年度 635 s. 8 635 8. 8 
25年度 590 7. 9 590 7. 9 

単位制
24年度 5, 591 I. 8 14, 224 19. 8 19. 815 5. 1 
25年度 5. 441 I. 7 14. oso 20. 3 19. 521 5. 0 

合計
24年度 38, 831 1.2 18, 833 16. s 57, 664 

！！？ ？ 25年度 37, 644 I. 2 18. 011 16. 9 55. 655 

,,.,, ' r、，
常時Hii 定時制 合計

平語位主誌散｜ (%) 不＂＂ま託政 l(96) 平聖位並提駄i(%) 

1年生
例年度 19 I 0. 6 。！ 。。 19 I 0. 6 
25年度 16 I 0. 5 o I 。。 16 I 0. 5 

2年生
24年度 20 I 0. 7 0. 0 20 I 日々7
25年度 13 I 0.4 。。 13 I 0. 4 

3年生
24年度 13 I 日4 。i o. 0 0. 4 
25年度 II I 0. 4 。i 0. 0 II 0.4 

4年生
24年度 0 I 。。

。oI「＊25年度 0 I 0 0 

単位n;11 24年皮 2 I o. 2 O I 。。 2 I o. 2 
25年皮 。l 。。 I I 。l

合計
24年度 54 I 0. 5 

-f1  
。。 54 I 0. 5 

25年度 41 1 o. 4 o. 0 41 I 0.4 

'3）公立 （人）
'.ltBi!i•J )j'.Pli削l 合計

平皇位主社設！ (%) 平器＂主長政 i(96) 不宣位主桔散i (%) 

1年生
例年度 s. m I I. 3 っ11iH

15.6 10, 620 I I. 6 
25年度 s. 593 I I. 3 14.2 10. I 64 I I. 6 

2年生
24年度 1. s11 I I. 2 !. 069 I 11.2 8. 646 I I. 4 
25年度 7. 354 I I. 2 888 I JO. 0 自.242 I I. 3 

3年生
24年度 5, 280 I 0. 8 968 I 10. I 6. 248 I I. 0 
25年度 4. 782 I 0. 8 862 I 10. 4 5. 644 I 0. 9 

4年生
24年度 635 I 9. 0 635 I 9. 0 
25年度 590 I S. I 590 I 8. I 

単位制
24年度 4. 762 I I. 6 l•l, 169 I 20. I 18. 931 I 5. 1 
25年度 4. 532 I I. 5 14, 007 I 20. 6 18. 539 I 5. 0 

合計
24年箆 26. 345 I I. 2 18. 735 1 17.2 45. 080 I I. 9 
25年度 25. 261 I I. 2 ！？自18I 17.3 43. 179 I I. 9 

円， 、． ＂、J

一査四回 定時制 古計
干皇位主徒数i（見） 不豆位主民政｜ (96) 平笠松生廷判 ｛児）

1年生
24年度 5, 071 I I. 4 18 I 3. 2 5, 089 I I. 5 
25年度 4. 737 I I. 4 9 I I. 9 4. 746 I I. 4 

2年生
24年度 4, 009 I I. 2 15 I 3. 0 4. 024 I I. 2 
25年度 4. 026 I I. 2 6 I I. 2 4. 032 I I. 2 

3年生
24年度 2. 525 I 0. 8 10 I I. 8 2. 535 I 0. 8 
25年度 2. 671 I 0. 8 5 I 1.1 2. 676 I 0. 8 

4年生
24年度 O I 。。 。！ 。。

25年度 0 I 。。 自i 。。

!1！位m•I
24年度 827 I 6. 4 55 I 3. 9 882 I 6. 1 
25年度 908 I 7. 1 73 I 4. 7 981 I 6. 9 

合計
24年度 12. 432 I I. 2 98 I 3. I 12, 530 I I. 2 
25年皮 12. 342 I I. 2 93 I 3. 0 12. 435 l I. 2 

11お パーセンテージは、宝生徒数に占める不登校生徒数の割合＠



ウ 不登校生徒のうち中途退学・原級留蜜になった生徒数の推移
（人）

国交 I 公rr_ I 私立 合計

不5主役＇.fiをお不ヲ登玄校市生落を恵数苓でA至）った者 {B) 
54 I 45, 080 I 12, 530 57. 664 

24年皮 11 I 14, 363 I 3 956 18 330 

中途退学
(B) / (A) ［%｝ 20. 4%1 31. 9%1 3 !. 6% 3 !. 8% 
不笠校生徒数（A) 41 ! 43, 179 ' 12. 435 55 655 

25年度 不主をE主主jjjのうちiji)3ill!学に至った者（B) 6 I 13 015 I 3, 433 16 454 
(B）ア（A) ［%） 14. 6%1 30. I主l 27. 6% 29. 6% 
不主主校生徒数（A) 54 I 45, 080 I 12, 530 57 664 

24年度 不E苦綬~~のうち原薮習践になった者（B) 768 4 759 

原級留讃
(B) 7 (A) (%) 14. 8%1 8. 8% 6. 1% 8. 3草
不主査校生徒数（A) 41 ' 43, 179 l 12. 435 55. 655 

25年度 不主主校生徒のうち際級留畿になった者（Bl 9 I 3, 962 I 808 4. 779 
(B）ア（A) (%) 22. 0%1 9. 2%1 6. 5覧 8. 6% 

エ 不登校状態が前年度から継続している生徒数の推移
の ll1公私立l!t
区分 I年生 I2年生 I3年生 I4年生！単位制 合計
平成24年度不笠校生塗~ A) 15. 7281 12. 6901 且7961 6351 19. 815 57. 664 

うち23年度から継続（人） 4. 5551 4 6101 4, 0031 4071 10 107 23 682 
その他［人1 3. 300 348 2151 261 2. 502 6, 391 

' ' 度不主筆校£ 旬ξ詠込 t Al 14. 9261 12. 2871 s. 3311 5901 19. 521 55.655 
うち24年皮から総統（人） 4, 28Sj 4, 52); 3, 8491 4091 10, 099 23 172 

その地（入｝ 2. 6541 2101 1911 81 2. 260 5. 323 

。）悶立
区分 l年生 I2年生 I3年生 I4年生 i単位制 合計
平成24年度不笠校生徒奴（人｝ 191 201 131 01 54 

うち23年度からま器統（人） 121 121 71 01 ii 33 
その弛［天1 01 01 01 01 。

平成25年度不 F 書Zt入） 161 131 Ill 01 41 
っち24年度から織統（人） 111 91 01 25 

その｛也（人） 31 01 01 3 

'.3) 公）［
区分 1年生 I2年生 I3年生 I4年生！単位制 合計
平成24年度不 ＝ 桂 樹 t人｝ 10. 6201 8. 6461 6. 2481 6351 18. 931 45. 080 

うち23年度から縦統（人） 2. 6311 2 7811 2 5551 4071 9 528 17. 902 
その他［人｝ 2. 1091 1911 1261 261 2. 413 4. 865 

平成25年度不主主校f 書記 CA) IO 1641 8. 2421 5. 6441 5901 18. 539 43. 179 
うち24年度から総統（人） 2 37出21 2, 6381 2, 4021 4091 9, 486 17 309 

その地｛天｝ I. 84 1071 941 81 2. 188 4. 239 

③私 了E
区分 l年生 I2年生 I3年生 I4年生 1単位取l 合計
平成'4年皮不

, 【／、｝ 5. 0891 4. 0241 2. 5351 01 882 12. 530 
うち23年度から謎統（人） !. 9121 I, 8171 01 577 5 747 

その他 tA) !. 1911 1571 89 ol 89 !. 526 
平成25年度不主主佼Z ＇＂時努 y t人｝ 4. 7461 4. 0321 2. 6761 01 981 I 2. 435 

うち24年皮から総統（八） 1, 9031 !. 8851 I, 4381 01 612 5 838 
その1血｛人｝ 8091 103 971 。j 72 I. 081 

（注） 「その他j には、不登校生徒のうち前年度の状況が確認できなかった者を計上．



オ 不登校となったきっかけと考えられる状況の般移

i遍立 公υ 私立 合計
区 分 人数 ｜ 割合 人数 I 割合

｛人｝（%） （人）（%） ｛人） （児） （人） (%) 

いじめ
24年度 。！ 0. 0 190 ' 0. 4 77 I 0. 6 267 I 0. 5 
25年度 。： 。。 133 I 立3 45 ' 0. 4 178 I 0. 3 

いじめを除く友人隠係をめぐる問題
24年度 I I I. 9 3, 572 ! 7. 9 I. 211 ! 10. I 4, 844 I 8. 4 
25年度 2. 4 3, 593 8. 3 I. 226 9. 9 4, 820 i 8. 1 

教職員との関係をめぐる問題
24年度 o I 。。 239 I 0. 5 92 I 0. 1 331 I 0. 6 

学 25年度 o I 。。 236 I 0. 5 109 I 0. 9 345 I 0. 6 
校

学議長の不振
24年度 14. 8 3. 901 I 8. 7 893 ! 7. I 4. sos I 8. 3 

！こ 25年度 9. 8 3. 344 7. 7 832 6. 7 4, 180 7. 5 i手
る 進路にかかる不安

24年度 o I 。。 I. 449 I 3. 2 454 i 3. 6 I. 903 I 3. 3 
I~ 25年度 I I 2. 4 1. soo I 3. 5 457 3. 7 1. 958 I 3. 5 
ill 24年度 o I 0. 0 510 ! I. I 281 I 2. 2 191 I I. 4 

クラブ活動、部活動等への不適応
25年度 I I 2. 4 528 I. 2 265 I 2. I 794 I I. 4 

学校のさまり毒事をめぐる問題
24年皮 I I I. 9 959 I 2. I 2. 9 I. 322 I 2. 3 
25年度 。i 0. 0 780 I I. 8 319 2. 6 I. 099 2. 0 

入学、転緩入学、進級時の不適応
24年度 I I I. 9 2, 419 I 5. 4 5. 2 3, 076 I 5. 3 
25年度 。i 。。 2. 168 I 5. 0 647 I 5. 2 2. 815 I 5. I 

家経 望i<lf!iの生活環境の急激な変化
例年度 I. 9 !. 303 I 2. 9 349 I 2. 8 I, 653 I 2. 9 
25年度 。。 1. 254 I 2. 9 338 I 2. 7 1. 592 I 2. 9 

｛こ 24年度 5 I 9. 3 4. 9 766 I 6. I 5. 2 
係 親子関係をめぐる問題
る 何年度 7. 3 I. 982 4. 6 653 I 5. 3 2. 638 4. 7 
I~ 

家庭内の不和
24年度 2 I 3. 7 955 I 2. I 319 I 2. 5 1. 276 I 2. 2 

祝 25年度 2 I 4. 9 924 I 2. I 326 2. 6 !. 252 I 2. 2 

病気による欠席
24年度 5 I 9. 3 2. 831 I 6. 3 1. 437 I I 1.5 4, 273 I 7.主

25年度 17. I 2. 902 I 6. 7 1. 457 I 11. 7 4. 366 I 7. 8 

あそび非行
24年皮 2 I 3. 7 6, 960 I 15. 4 6. I 7. 121 I 13. 4 

本 25年度 O I 。。 6, 032 I 14. 0 787 I 6. 3 6. 819 12. 3 
人

無気力
24年度 16 I 29. 6 14. 429 I 32. 0 2. 921 I 23. 3 17, 366 I 30. I 
25年度 22. 0 32. 4 23. 2 16. 881 I 30. 3 

蕗
13. 991 2. 881 

る 不安など情緒的混乱
24年度 24 I 44. 4 6. 667 I 14. 8 2. 643 I 21. 1 9, 334 I 16. 2 

I~ 25年度 18 I 43. 9 6, 341 I 14. 7 2, 815 I 22. 6 9, 174 I 16. 5 
況 24年度 1 I I. 9 2, 497 I 5. 5 2. 9 2, 863 I 5. 0 

意図的な拒否
25年度 2. 4 2. 433 I 5. 6 382 3. 1 2, 816 5. 1 

上記「荊ず気れにによもる誌大当路し」から f怠悶的な拒否Jまでのい 24年度 0 I 0. 0 1, 728 I 3. 8 392 I 3. 1 2, 120 I 3. 7 
ないt 本人に関わるnui語 25年度 2. 4 1. 846 I 4. 3 513 I 4. 1 2. 360 I 4. 2 

その他
24年度 3 I 5. 6 936 I 2. 1 185 ! 1.5 1. 124 I I. 9 
25年度 o I 0. 0 993 I 2. 3 194 I I. 6 1. 187 I 2. 1 

不明
24年皮 。！ 0. 0 !. 435 I 3. 2 604 ! 4. 8 2, 039 I 3. 5 
25年度 4 I 9. 8 I. 072 I 2. 5 461 3. 7 I. 537 2. 8 

＂ム.." 脅π曹『~・..＿，＿，,r,、. F曹叶 , 、"'' －＇~ A’＂＇·~ 

（注目複数回答可とする．
｛注3）パーセンテージは、各区分における不~校生徒数に対する割合．
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(I I）中途退学者数及び中途退学E容のj(t拶

中途退学者数
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｛注1）平成16年Ifまでは公私立高号事学伐を認衰．平成宅7隼皮からは降立高等学絞．平成25年度からは潟等学校通信餅探鐙も鶴牽．

｛渓2）中途i丘学擦は答持者数に占めるゆ途退学者数の割合．

昭和57 S! 59 00 61 " 63 学段元 2 ' 4 5 ' 
中途致i叫Z学）Jを !OG. 041 JI], 531 109. 160 114, 834 113, 938 113. 357 !16. 6li 123. 069 123咽 529 112. 933 IOI咽 194 94 06~ 96, 401 

65, 314 61咽 932 01, 009 72, OSG 73, 176 73, 127 75, 791 SL 332 '""' 70, "' 
58.822 63. 42S '" "' 40. 727 43. 599 42. IS! 42,;45 40. 762 40. 230 40 S2G 41冒 731

40. "' 
36. 249 32. 372 30, 637 32』 172

中途（~’｝f窃 2. 3 2 4 2.' 2 2 2. 2 " " 22 2 2 2. I ,, 19 2. 0 

｜公立 2. 0 2. 0 I 9 I 9 " " " 2. 0 21 2. 0 I 9 " 
,,, 

｜弘立 "' 33 3 I 2. 9 ' ' 2. 1 2. 6 "' 25 u 2. I " 22 

1 ' 9 IO II 12 13 14 15 16 11 18 " <J'i致急渇｛叫’d金者 98. !79 112, 150 11!. 491 J ll_ 372 !06. 578 109, 146 !04, 894 89, 409 SJ, 799 77, 897 76, 693 ii, 027 i2 854 

悶立 53 " 45 

公立 64, 43! n. 735 13. 654 73,414 70. 554 73‘255 70. 52& 60. 633 55, 068 53. 261 53. 117 53.251 50, 529 

弘立 33, i4S 38. 414 37. 837 37. S98 36. 024 35. 893 34. 366 23, 776 26. 131 24. 636 23, 523 23. 732 22, 230 

中返退学務 2 I 2. 5 2. 6 26 2 5 2. 6 2. 6 2. 3 " 2 I " ' ' 2. I （% 

際 立 06 a. s 0. 5 

公立 '° 2.3 2.4 u t4 2. 5 25 ' 2 " '" 2.1 2.Z 21 

弘 iJ. 24 28 ' ' 3 0 2. 9 2. 9 2 9 2 5 24 "' 2 ' ' 3 2.2 
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( 1 2）事由jjlj中途退学者数の推移

隠 立 公言γ 払玉E 合計
事由 年E壁

人数｛人｝｜構成比偶） 人数 ω ；構成比偶） 人数（人）；構成比1%) 人数（人＞ I i持成比偶）

学業不策
24年度 I I 2. 5 2, 917 ! 8. I I, 031 I 6. 5 s. 949 I 7. 6 

25年度 9 ' 26. 5 s. 158 I 8. 2 I. 678 7. 9 4. 845 I 8. I 

学校生活・学議不適応
24年度 20.0 14. 692 I 40. 8 6, 012 l 38. I 20, 712 I 40. 0 

25年度 5. 9 14. 391 I 37. 3 7. 364 34. 6 21. 1s1 I 36. 3 

もともとi高校生活に 24年皮 o I 。。 6. 324 I 17. 6 2. 2s2 I 14.5 s. Goa I 16. 6 
然1まがない 25年度 。。 6, 045 i 15. 7 2. 699 I 12. 7 s. 144 I 14. 6 

f受塁塁に興味がわかな 24年度 。。 2. 579 I 7. 2 656 4. 2 3, 235 I 6. 2 
し、 25年度 o I 0. 0 2. 563 I 6. 6 ss4 I 4. 2 s. 447 I 5. 8 

人間関係がうまく保 24年度 。。 2. s10 I 6. 4 1. 185 I 7. 5 s. 495 I : ~ てない 25年度 0. 0 2. s 14 I 6. 0 1. 412 I 6. 6 3, 726 I 
学校の雰囲気が合わ 24年度 2. 5 I. 7 40 I 4. 8 I. 052 6. 7 2. 793 I 5. 4 

ない 25年度 2. 9 1. 794 I 4. 6 1. 004 I 4. 7 4. 7 

その他
24年度 17. 5 1. 139 I 4. 8 5. 3 2. sss I 5. 0 

25年度 2. 9 1. 675 I 4. 3 I. 365 I 6. 4 s. 041 I 5. 1 

進路変更
24年度 24 I 60. 0 12. 492 I 34. 7 4. 737 l 30.0 17, 253 l 33. 3 

25年皮 61. 8 12. 911 I 33. 5 6, 747 31. 7 19. sss I 32. 9 

別の高校への入学を 24年度 20. 0 s. 2so I 9. 0 

イゴ；計
17. 8 6. 063 I I!. 7 

希望 25年皮 44. I s. 356 I 8. 7 16. 0 s. 110 I 1 !. 3 

専修・各級学校への 24年度 2. 5 so2 I I. 4 245 I I. 6 748 I 1. 4 
入学を希望 25年皮 。。 I. 3 210 I 1.3 1. 3 

就騒を希望
24年E芝 。。 s. s1s I 17. 6 ss9 I 5. 3 1. 157 I 13. 8 

25年度 0. 0 6, 244 I 16. 2 I. 359 i 6. 4 1. 6os I 12. 7 

高卒程度認定試験を 24年度 32. 5 2. 8 284 I. 8 2. 5 
受験者？滋 25年度 8. 8 I. 092 2. 8 498 I 2. 3 I. 593 2. 7 

その他
24年~ 5. 0 

寸fa計 3.9 制卜寸十 I. 981 3. 8 

25年度 8. 8 4. 4 I. 221 2. 932 I 4. 9 

病気・けが・死亡
24年皮 10. 0 1, 118 I 3. 1 787 l 5. 0 I. 909 l 3. 7 

25年度 5. 9 1. 2so I 3. 2 995 I 4. 7 2. 241 I 3. 7 

緩済的理由
24年度 。。 !. I 475 I 3. 0 853 ! 1. 6 
25年度 0. 0 0. 8 1. 014 I 4. 8 I. 336 2. 2 

家庭の事情
24年度 5. 0 1. soo I 4. 2 s1s I 5. 2 2. 320 ! 4. 5 
25年度 0. 0 1. 613 I 4. 2 931 I 4. 4 2. 544 I 4. 2 

問題行動塁手
24年度 1 I 2. 5 1. s1s I 4. 4 1. 386 I 8. 8 5. 7 

25年度 。。 1. 4so I 3. 8 1, 391 I 6. 5 2, 871 4. 8 

その他の理由
24年皮 。。 3. 6 529 I 3. 4 I. 820 ! 3. 5 

25年皮 。。 3. 471 I 9. 0 I. 167 I 5. 5 4, 638 7. 7 

（注I)中途退学者l人につ宮、主たる理出を一つ選択。
（注目構成比は、各苦手自における中途退学者数に対する割合．

、



(13）「不登校児霊童生徒を対象とした学校の設澄に係る教習課程の弾力化Jについて

以下の学校において不畳絞克璽生笹を対車としてその実態に配慮した特別の教宵課程在繍成している．

学校名 所在地 審理境関 事撃の揮聾

八王子市立高尾山学隠小学部ー中学部

不畳校ト児2年童次生に桂おのけたるめ「の総市合立的小な中一貫絞．問学jの年導を超入え、た習陪な熱体産験別活ス動テッブ学習や小東京都八王子市 八王子市教育霊員会
学校 学習の時 、多様 などを行う．

｛平成16年4FI関投｝

京都市立活恩中学校
不畳技生捷のため芸の謂市ーも立の中づ学〈校り活．実動社な会どをと直結した実主主的な体験活動や京都の4毒性京都府京都市 京都市教育霊員会
を活かした文化・ 行う。

（平成16年10月開校｝

『ぎふ・学び田部歴JI蛙阜市立鶴間中学校分教室）

不畳校生での桂習の熟学度校別盤指摺導を主や躍祭す司る生た活めへ‘適f吉応ふす・る学たびめのの部指屋羽」を設置し．半年を越えた蛙窓際瞳阜市 睦皐布教宵霊員会
少人敢 などを行う．

（平成16年SF!闘技）

学科指導教室fASUJ
不登校児童生提の学習の唱として、学応科じた指多沼樟教な璽体fA践S活UJ動をな設ど置をし行、学う．年寄起えた習黙翠良県大和郡山市 大和郡山市教育岳民会
度別指導、児童生提の奥昧・関心に

（平成16年4月開校）※小・中学校

塁躍中学校
不畳技生笹jこJ討霊し草、圏時別散指を導計や匿してを指作導成苦し行、習う熟度創クラス綴成や体験学習号事の導入神索Ill県横，毘術 学技法人悶跨学園
を行うとともに 増 ． 

（平成17年4月開校）

鹿毘島惜酉高等学校普通科（ドリームコス）
f騒農が薬そ社れ会ぞとれ人異間なJる「圏進々路の研生究桂［自に己き理め解題）Jか等な苦掲学揚校と設弾定力科性目をと持しってた設教け育，を不提畳酷校す扶

鹿児島課目置市 学技法人81震学園

（平成1B年4月際校｝ る．

東京シューレ葛闘中学校

道搭及びしあ特い別な活が動らの、時爾分を遠統の合やしりたたfいコこミとュをニ実ケ現ーしシてョンいタく方イム法J等をを新学陵ばしせ、隠るし．合い‘共東京都葛飾区 学技法人東京シューレ学怒
に協力 自

｛平成叩年4月開校｝

京都市立i喜左中学校

学生齢提超との過ふのれ謹あ語い教考習を朱過修し了て者学苦対習象意と散す向る上ニと部銭学毘組へをの設適置応すをる目中指学す校．．二部学級の京都府京都市 京都市教育霊員会

（平成19年4月間校）

2本拙i珪滋会学園高等学技
r重生ね活な翼ど習をj通やじ「て臨、葉生植笹街の科社目会j性等やによ自り立‘性実の習省体民験．活型動の意学故習やに学よる習選意民故経の験向の上積をみ世

東京都圏立市 学技法人認本故送協会学図

（平成20年4月勝校｝ す．

墨犠名吉監中学校
導充「基苦実礎行す学うる力．た2」Eめ及たにび、特生咋別桂土会なのに教臨適育時応諜やす程関るを心能編、力適成j性し向、を上指ふ告導ま目をえ指行たしう学た．習特意別酷なを教高育め課る程たをめ議の院指し導、指を愛知県名古屋市 学技法人医際学園

（平庇24年4月開校）

毘櫨もみじ中学校

学的rベ習にー指のシ導到ッす遺クムる産こに『ソと合ーにわよシせャりたJル搭ス基キ探礎査ル学行トカレうjーとEとニUもン「に社グ、会J人をに間教適関宵応揮器すの認るに構能位築力置にj必の付要向け上な、図ス告々キ目のル指圭をす重桂．の点北海道礼線市 学技法人図燦学園

（平成田年4月喜男校｝

吋寺霊長儲1麗喜平亙17若手7116画材育福耳石E等教育局蚕画面正正百亙面化

(14）『商等学校の不鐙校生徒に対する遇俸の方；去を用いた教育による単位認定Jについて

以下回学校において高等学校の全国間・定時制課程において．不畳校生世を対車として、通1置の方，去を用いた教育により.36単位を上障として単位認定を行うことを可能としている．
曲 Jfu 

開星学園高等学校

描悶探北九側帯 学技法人伺星学園

（平成18年度～）

竹凶南高等学校

大分県竹関市 学技法人穏翠学鐙

（平成22年度～）

揺丘寓等学校

衿琵Iii翠小包原市 学校，去人新名学園

｛平成田年置～｝

鹿！毘島域箇高等学校

鹿児島県釘置市 学技法人隠主主＂＇隆

｛平成23年度～｝
..'.L 

ゆ持率格穫を平成2守年3月318付け初等中毒事教育局長通知により盆固化



(15）教育支援センターの設霞数及び利用状況

都遂府県が設立霊 市町村が設霞 合計 利用者数 不登校児愛生徒霊 利用者叡合

平成3年度 15 118 133 3,562 66,817 5.3% 

平成4年度 21 204 225 5,444 72, 131 7.5出

平成5年度 34 338 372 5,996 74,808 8.0% 

平成6年度 30 442 472 5,603 77,449 7.2目

平成7年度 32 510 542 6,574 81,591 8.1覧

平成8年度 29 669 698 8,144 94,351 8.6目

平成9年度 32 682 714 9,529 105,466 9.0覧

平成10年度 34 770 804 12, 168 127,692 9.5弘

平成11年度 28 855 883 13,089 130,227 10.1覧

平成12年度 28 900 928 13,880 134,286 10.3目

平成13年度 33 958 991 14,296 138,722 10.3百

平成14年度 29 1,002 1,031 14,365 131,252 10.9% 

平成15年箆 35 1,061 1,096 15,022 126,226 11.9覧

平成16年度 33 1, 119 1, 152 15,342 123,358 12.4出

平成17年度 31 1,130 1,161 15,799 122,287 12.9覧

平成18年度 31 1, 133 1, 164 16,483 126,894 13.0目

平成19年度 21 1, 188 1,209 16,767 129,255 13.0出

平成20年度 21 1,220 1,241 16,477 126,805 13.0見

平成21年度 20 1,208 1,228 15,514 122,432 12.7弘

平成22年度 18 1,247 1,265 13,782 119,891 11.5目

平成23年皮 20 1,219 1,239 13,366 117,458 11.4出

平成24年度 27 1,279 1,306 13,170 112,689 11.7覧

平成25年度 36 1,250 1,286 14,310 119,617 12.0弘



(1 6）学校外の機関等で相談・指毒事を受けた児愛生徒数（教育支援センター・民間施設を抜粋）

平成15王ドj支 引F主16jJ支 平成20王 度 平 車25王~I.支
指話事等 出席扱 指導等 出席扱 指導毒事 出席扱 指導等 出席扱

広』 し、 割合
を い 害lj合 を L、 害lj合 を し、 害＇lj合

受けた の人数 ｛日／A)
受けた の人数 (B/A) 

受けた の人数 （日／A)
受けた

の人数 (B/A) 人数 人数 人数 人数
(A) 

(B) 
(A) 

(B) 
(A) 

(B) 
(A) 

(B) 

教育支援セン聖一 3,009 2,022 67.2目 2,907 1,861 64.0目 2,979 1.812 60.8% 2,649 1,856 70.1覧

小学校
民間施設 762 156 20.5拡 663 147 22.2詰 650 198 30.5自

その他の施設 8,236 1,416 17.2覧 7,906 992 12.5目7,184 1,336 18.6目6,033 1,103 18.3覧
言十 11,245 3,438 30.6% 11,575 3,009 26.日目 10,826 3,295 30.4% 9,332 3,157 33.8出

平正15年度 平 oc16年度 平蕊20年度 平 五25司 宮記

T等E磯を 出席
審i合

7等臼キを多 出席 害lj合
ず等周碍を争 出席

害lj会
T等a噌を~ 出席

蓄4合
受け

扱い
(B/A 受け

扱い
（日IA 受け

扱い
(B/A 受け

扱い
(B/A 

数た（人A) 
の人

数た（人A) 
の人

数たf人A) 
の人

数た｛人A) 
の人

数（B) 数（呂） 数（B) 数（B)

教育支援セン聖一 12,013 9,798 81.6% 12,435 10,065 80.9% 13,498 10,992 81.4目11,661 9,944 85.3目

中学校 民間施設 1,827 615 33.7目1,630 667 40.9% 1,395 671 48.1詰

その他の施設 18,553 4,192 22.6% 18,250 3,272 17.9覧 18907 3,979 21.0覧 14,012 3,089 22.0覧

百十 30,566 13,990 45.8覧32,512 13,952 42.9出34,035 15,638 45.9% 27,068 13,704 50.6% 

※民関 設は‘ R 肢なし

(17）自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導婆録上出席扱いとした児愛生徒数の推移
単位・人

平ft17年度 平成1且年，. 平成＂年宣 平成＂年産 平底＂年毘 平成＂蒋皮 平底＂年度 平戚24:!f鹿 平成＂年度

国立 2 2 。。。。。。。
小学校

ピi’｝IL 43 55 43 46 48 69 73 35 55 

私立 5 。。。4 4 3 

富十 50 57 43 46 52 70 74 39 58 

平成＂牢庭 平尾崎年度 平成同年度 平成＇°写皮 平民21~虚 平成22~11; 平緩＂＇写皮 平成制:q:11平成＂年度

罰立 2 。5 4 。9 2 

中学校
公立 140 198 165 163 177 193 206 121 174 

私立 4 18 6 9 19 20 20 37 23 

百十 146 216 176 173 200 213 235 160 198 

平成＂王手段 平成問年度 平感＂牢庭 牢躍＂年置 平成＂年度 平尾＂茸直 平底23年虚 平llt24牢度 平尾25茸理

国立 4 2 5 4 。9 2 

合計
1' ‘～iー』L 183 253 208 209 225 262 279 156 229 

私立 9 18 6 9 23 21 21 41 26 

言十 196 273 219 219 252 283 309 199 256 



(18）平成18年度における不登校となったきっかけと考えられる状況

校学

生
ii'i 

起
問

京

底生

活

起
図

本
人
σ3 
問
;g 

i』－ 記
密

小守佼

区分
悶立 公u

8人 H9人
L、じめ

11.1 % 3.2 ＇も

いじめを除く友人
20人 2,859人

間部＼＼：めくる問題
27.8 % 12 I % 

教職ぬ員ぐとるの問簡題保を
2人 775人

2.8 % 3.3 ~·も

7人 1.545人
学濃の不眠

9.7 % 6.5 % 

。人 72人
クラブ活動，適部応活
動等へ由不

0.0 % 0.3旬。

学校のさまり匂を
0人 142人

めぐる問題
0,0 lo 0.6 % 

入ill:学結1時転の摺不入適学応， 
5人 852人

6.9 % 3.6弘

家の躍:ii<の控生な活変環化境
6人 2,282人

83 % 97 % 

枝子関慌をめぐる
9人 4,204人

問題
12.5 j, 17 8弘

2人 1,348人
窓際内の不和

2.s Iも 5 勾＇ 0判， 

5人 2,089人

病気による欠潟

6.9 % 8.8 % 

その他本人iこ館わ
17メ、 8,946人

る問題
23.6 I古 37.8 % 

5人 2,542人

そのtl!
6.9 I。 10 8 Iも

5人 1,127人

不明

6.9 % 4.8 % 

（注1）認査対窓殴公私立小・中学校

｛践2）複数問答可とする

私立

3人

2.8 ~＂ 

18人

16.5 ~色

5人

4.6 ＇ら

3人

2.8 % 

i人

0.9 % 

0人

0.0 % 

2人

1.8 ~＇ 

同人

12.S Iら

30人

27.5 lo 

7人

64 % 

8人

7.3 % 

40人

36.7 % 

7人

6.4 Iも

6人

5.5 1ら

3十 悶立

760人 16人

3.2 % 4.8 ~＇ 

2,897 人 71人

12.2 % 21.3 号令

782 人 7人

3.3 % 2.1明

1,555人 47人

6.5 % 14.1 号色

73人 6人

0.3 % 1.8明

142人 4人

0.6 1o 1.2 % 

859人 19人

3.6 % 5.7 % 

2,302 人 9人

9.7 1o 2.7 lo 

4,243 人 48人

17.8 % 14.4 Iも

1,357人 27人

5.7 1o 8.1 % 

2,102人 21人

8.8 % 6.3 うも

9,003 人 117人

37.8 %. 35.0 % 

2,554人 14人

10.7 % 4.2 % 

1,138人 9人

4.8 % 2 7 1ら

(i事3）パーセンテージは、各区分における不翠校児翠生徒数に対する割合

中学校

公立 き＇＂怠

3,811人 106人

3.8 °1。 3.8 '1も

19,703人 520人

19.7 ~＇ 18.7 ~＂ 

I.601 人 43人

1.6 % 1.5 ~。

9,778人 323人

9.8 % 11.6 ＇ゐ

Z,448人 58人

2.4 % 2.1 % 

3,412人 39人

34弘 14 % 

3,565人 161人

3.6弘 5.8 ~＇ 

5,288人 日7人

5.3 % 4.2 j, 

9,205人 327人

9.2 % 11 8号。

4,556人 118人

4.6 lo 4.3目

7,165人 271人

7.2弘 9.8拡

36,437人 797人

36.5 Iゐ 28 7 I。

4,479人 113 ｝、

4.5 % 4 1 号令

3,963人 218人

4.0 % 7.9叫

E十 国立 公立 弘立 2十

3,933人 24人 4,560人 109 人 4,693 人

3.8 % 5.9 ＇；も 3.7 % 3.8 そも 3.7 % 

20,294 人 91人 22,562人 538人 23,191 人

19.7 % 22.4 ~も 18.3 % 18.6 % 18.3 % 

l,651 人 9人 2,376人 48人 2,433 人

1.6 % 。”令“。Jメν 1.9 % 1.7 ~＇ 1.9 % 

10,148人 54人 11,323人 326人 11,703 人

9.8 % 13.3 1o 9.Z ~＇ 11.3 号も 9.2 % 

2,512 人 6人 Z,520人 59 ）、 2,585 人

。“・A‘盆 o/。 1.5 % 2.0 1も 2.0号。 2.0 % 

3,455 人 4人 3,554人 39人 3,597 人

3 4 1o 1.0 % 2.9 ~＇ 1.4今b 2.8 1も

3,745 人 24人 4.417人 日3人 4,604 人

3.6 % 5.9 I。 3.6句。 5.6 lo 3.6 % 

5,414 人 15人 7,570人 131人 7,716 人

5.3 % 3 7円。 6 1 lo 4.5 % 6.1 % 

9,580 人 57人 13,409人 357人 13』23 人

9.3 % 14.0 % 10.8 ~ら 12.4 I。 10.9 % 

4,701 人 29人 5,904人 125人 6,058 人

4.6 % 7.1枯 4.8 号も 4.3号。 4.8 % 

7,457人 26人 9,254人 279人 9,559 人

7.2 % 6.4 号令 7.5枯 9.7弘 7.5 %。

37,351 人 134人 45,383人 837人 46,354 人

36.2 % 33.0 lo 36 7 % 29.0 号も 36.5 % 

4,606人 19人 7,021人 120人 7.160人

4.5 % 4.7 % 5.7 Iも 4 2 I。 5.6 % 

4,190人 14人 5,090人 224メ、 5,328 人

4.1 % 3.4 lo 4.1 % 7.8 lo 4.2 % 



(19）平成18年度における不登校状態が継続している理由

小学校 中学校 百f

区分
悶立 公辺 私立 E十 国立 公立 私立 計 自立 公立 g包 計

4人 2i4 人 l人 2i9人 7人 し143人 29人 l,li9人 ll 人 l.417人 30人 l,458 人
L、じめ

5.6 1o l.2 1o 0.9 1o 1.2 % 2.1 % l.l 1右 l.O % I.! % 2.i ＂も l.l % l.0。ら I.! % 

いじめを除く地の
H 人 l.9i6人 12人 2,002 人 印人 13,232人 409人 13, iOI 人 i4人 15,208人 421 人 l5,i03 人

児童生徒との関部
19.4 % 8.4 % ll.0 % 8.4 % 18.0 % 13.2 % 14.7 1も 13.3 % 18.2 1・ 。 12.3 % 14.6 1o 12.4 号も

：人 387人 4人 392 人 7人 876 ，、 25人 908 人 8人 l,263人 29人 l,300 人
教職員との関係

l.4 % l.6 1, 3.7 % 1.6 % 2.1 % 0.9 % 0.9 % 0.9 % 2.0 % l.O % l.0 号ら 1.0 % 

その活他上のの学影校響生
9人 l,222人 3人 l,234 人 36人 7,688人 2'7 人 7,951 人 45人 8,910人 230人 9,185 人

12.5 % 5.2 1毛 2.8 lo 5.2 % 10.S出 7.7 % 8.2 % 7.7 % ll l % 7.2 lo 8.0 % i.2 % 

。人 240人 0人 240 人 6人 ll,192入 17人 ll,215 人 6人 ll,432人 17人 ll,455人
あそび・＇~行

。.0% l.O % 0.0 % 1.0 % l.8 1o ll.2 % 0 6 ，，ら 10.9 % l.5令。 9.2 % 0.6 0,も 9.0 % 

14人 6,664人 25人 6,703 人 80人 27,825人 398人 28,303 人 94人 3-1.489 人 423人 35,006 人
繁気力

19.4 % '8.2 lo 22.9 % 28.l % 24.0 % 27.8 % 14.3 % 27.5 % 23.2 今右 27.9 % 14. 7 lo 27.6 % 

不安など情緒的提
28人 9,963人 50人 10,041 人 153人 33,122人 l,237人 34,512 人 181人 43,085人 l,287人 4・1,553 人

乱
42.l % 38.9 lo 、42.llo 45.9 % 45 8 ,,, 33.l % 44.6 % 33.5 1o 44.6 1' 34.9号。 44.6 % 35.l % 

5人 し384人 4人 l,393 人 12人 6,527人 123人 6,662 人 17人 7,9ll人 127 ）、 8,055 人
意図的なm否

69 % 5.9 % 3.7 % 5.8 % 3.6 ちも 6.5 % 44 % 6.5 % 4.2 % 6.4 lo 4.4 lo 6.3 % 

12人 4,466人 36人 4,514 人 37人 9,025人 479人 9,541 人 49人 13,"91人 515人 14,055 人
その他

167 % 18.9 % 33.0 1o 18.9 ~も ll.l % 9.0 % 17 3 ~＇ 9.3 % 12.l I。 10.9 % 17.9 lo ll.l ~も

（法！）務まま対象殴公私立小・中学校

（主主2）筏数回容可とする

（議3）パーセンテージは、各包分における不登校児童生徒数に対する都合



(20）平成18年度における不登校児童生徒への指導結果の状況

区分
小学校 中学校 言十

人数（人） 構成比（%） 人数｛人） 構成比｛%） 人数（人） 構成比｛%）

悶立 25 34.7 102 30.5 127 31.3 

指導の結果，登校する又はでき
公立 7,691 32.5 29,938 30.0 37,629 30.4 

るようになった児童室生徒 私立 55 50.5 807 29.1 862 29.9 

言十 7,771 32.6 30,847 29.9 38,618 30.4 

関立 47 65.3 232 69.5 279 68.7 

公立 15,953 67.5 70,021 70.0 85,974 69.6 

指導中の児童宝生徒
私立 54 49.5 1,969 70.9 2,023 70.1 

言十 16,054 67.4 72,222 70.1 88,276 69.6 

国立 13 18.1 58 17.4 71 17.5 

うち続絞した!l:校にはヨEらな 公立 4,761 20.1 20,182 20.2 24,943 20.2 

いものの好ましい変化がみら
llるようになった児誕生徒 私立 16 14.7 363 13.1 379 13. I 

計 4,790 20.1 20,603 20.0 25,393 20.0 

（注）綴査対象国公私立小・中学校



(21）平成18年度におけるf指導の結果登校するようになった児章生徒Jに特に効果があった学校の措置

｛玄分

自立

ぷT-や＂的t事2の4問R共窃沼通題究認会に解つをを渇い＂てじって，た研全修教

て会iこ学飴て校のれ全教会体師いでがを術多当導該くにヰ児るあ窓なた生どっ徒した

教Tl的伺に政鍛担採当にの去~lた婦っがた専門

発議教諭が"I問＂）に指導に
あたった

・Ce 

内校
スクールカウンセラ一等点u11

で
門的に指導にあたったdヲ

J首
i持
σ〉

友人mtt毛を改諒するための指
改
喜多

持を行った

工
央

な教ど師台との触れ合い係をを多〈する
教師とのi認 を改怒した

｛交議方法的改喜子，関耳•Jの指導
など授諜がわかるようにする工

去を行った

持.な活動の場面において
本人が意欲を持って活動でき

る壌をm意した

i思健議等特別の場所に登校
させて指導にあたった

臨家

琵伎たをり｛迎返すえにた行めく，な言量ど級しをたかけ

へ
家舗路で訪の問初を行い来。る学な言ど震や生活σ〉

設に 銭キな
偽
き

指導・援助を行った

治通

It 1事務者の協力を求めてーE立族
関係や家＂生活のと立＂を

図った

他
数If紹淡センター等の相談機σ3 

臨 ！悶とi車筏して指導にあたった

関
と
の

病問等の医号ii議！惑と連携して
i機議 指導にあたった

そ6ち也

（誌II認亙対象t関公私立小・中学校

（詰2）控故田容可とする

5 

4 

4 

7 

7 

7 

6 

4 

3 

8 

9 

10 

10 

7 

1 

。

小学校

公立 私立

3,167 10 

2,497 13 

1,116 5 

1,703 11 

2,017 15 

2,521 13 

2,688 15 

1;459 5 

2,622 11 

2,461 16 

4,009 17 

3,799 16 

3,319 17 

1,876 5 

837 3 

361 2 

（校）

【I＇学校 et 

" 自立 公立 怠!J. 3十 [ll立 公立 私立 合計

3,182 14 3,963 70 4,047 19 7,130 80 7,229 

2,514 11 3,348 82 3,441 15 5,845 95 5,955 

1,125 5 2,162 39 2,206 9 3,278 44 3,331 

1, 721 21 2,942 83 3,046 28 4,645 94 4,767 

2,039 つつ 5,153 158 5,333 29 7,170 173 7,372 

2,541 20 3,565 118 3,703 27 6,086 131 6,244 

2,709 15 3,469 101 3,585 21 6,157 116 6,294 

1,468 3 1,781 42 1,826 7 3,240 47 3,294 

2,636 12 2,713 68 2,793 15 5,335 79 5,429 

2,485 24 4,742 166 4,932 32 7,203 182 7,417 

4,035 23 5,366 172 5,561 32 9,375 189 9,596 

3,825 28 5,984 149 6,161 38 自，783 165 9,986 

3,346 18 4,271 169 4,458 28 7,590 186 7,804 

1,888 13 3,064 50 3,127 20 4,940 55 5,015 

841 15 1,650 73 1,738 16 2,487 76 2,579 

363 。 592 30 622 。 953 32 985 



(22）平成13年度における指導婆録上「出席扱し、」となった児澄生徒数等

7 tfila主，指導，治療を受けた機関等及び指導要録上「出席扱いjした児窓生徒数（人）

J、学校 中学校 " 既分 ltl＜け専た給人与容主を主豆ii樹お探及gす認録た上人託i制・的を空；鼠？、~（；~ 備え宇 治＇Iiを；£＇ l政＇＂こ~~勾け箆毛iiεii路狩噂銀，：い＇~IしBま｝た上凶人 ' lすた人数（Al’I 毛，，，η ｜ 。ョベ
＂た人設 " ； 引会 ； 

m立 13 I 31 i 19 H; 10.8対 ": 59.1も

公立
'・'" ! 

::? 000 13『088i 10,7'9 16,330 ' 13.0%1, l2,7叩； 77 .9φ 

i])弛I!文控センター（趨，，一指導教＂＇ I 私立 ,, ，， 107 ! 39 109' 3.8'1 .JO' 36‘7弘

討も 2,009 10,786 16,483 I 13.0%1 12,795 I 77.6弘

Ill立 11 i 3 33 I 18 '14! 108¥I '1 : .Jl.7主

公立 706 s,oss I 0,111 9,5田： 7品｜ 0,817: '9.3当
＠教育育委委員員企会及び教育センタピ5ーhくと）F主主 私立 71 65 I 日＇＂: 11: 所管の地問（（J:を ） 10 15.3弘

5十 710 2,139 9,715 I 2,849 I 29.3% 

m立 9 ¥ 。 11 i η 
"I S日i 21 8.7包

公立 ＇・＇悶 i '" '・'・" I 
1,059 7.910 ! 6.4吋 1,305 ! 16.4'¥i, 

r:l•児滋相談所・描祉事務所 私立 。 ss I 1 70 ! '・"I 1 ! 5.7も

2十 2 5121 246 s,;21 I l ,065 8,033 I 6出！ 1,311 I 16.3見

国立 o I 。 。 3 I 0九i o I 。臨
公立 '° 50 1,003 I 。.6%1 70 I 勾•°＇出

il:•/!,fむVT>. t古II•係健縞祉センター 記立 o! 。 13 I 。 13 / 0.5'/ o I 00も

学校
3十 31s I 20 50 l,019 ! o.s•I 70 ! 6.9% 

外 Ill立 19) 7 制 l 加古｜ s: 9.5も

公立 29田｜ 185 s,131 I 156 11,312 ' 641’ "' t宮崎段．路線所 紅立 21 I ' 7却 i 36 751' 出品i 38・ 5.1も

言十 2,948 '1 !88 499 12,177 I 9同 687 I 5 6% 

限立 今 19: 3: 15.S九

公立 719 I J.15 1,05" I 610 2,107 : ”S四..: 31.1も
骨民間関｛札民間暗殺 1L立 14 i 1 1話［ 12 119 : 5.2誌！ 13 : 8.7' 

計 147 624 2,575 i 771 i 29.9包

隠立 ' ・4 24 I 3 35 / 5 I 14.3% 

公立 71 1，日31 210 2,269 ! 1.8弘j 311 I 15.0も
合J記以外の絡設 私立 。 20 I 6 39: J..1%1 6 : 15.-1% 

計 73 279 2,343 I 352' 15.0包

国立 10 rns I .J7 2091 51.5') 57 I 27‘3』

骨t記i])～濯i])を帆受障け問たZ人Fで数の相談・街
公立 11,1田； 3,016 32,7回； 11,067 ・11,255 I 17,083 I 38 6話

私if. ・19 I 6 1,065 I 101 1.l J.1 I 四時i 107 I 9.6も

計 3,032 14,215 45,578 ! 17,247 • 37 8お

殴立 団j 158: 甜問i

密接護教協による？こ得人匙l"Hrγ:cm啄を笠
公立 s,os1 I 

"・"' I 
27，団9; 

:t 私立 719 I 21.9完l

3十 28,166 ! 

殴立 176' 13.3討

学 公立 "''I 3',520 I 47,328 • 泊料
技

也九クールブJウンセラ一等による
u立 四 i 1,303 I ・16.5%1 ＂＇門的な !111!:を受けた人数 1,311・

内

3十 札 田1/ 48,845 I 

m立 "' 25.J: 62.6'1 

。上記号).<jj)による相総指絡を受け
公立 ll,695 I so.so1 I 62,502 : 田部！

た人位 弘主主 1.121 I 59.7'1 

2十 s2.s12 I 64,477 I 50.脳｜

問立 352 I 86.7影

©上記号｝叫吾、 •Q•け、た骨人に数よる句読・flヨ認を呈
公立 16，日21 6.J,129 ' 80,761 I 

1L立 ss I ,,053 I 2,1.Jl I 

2十 山 so1 83,254 ! 

（法1）謁査対寄z：~公私立小・中学校

（出2)(j)～⑦、⑤、設については複数部容であり、φ、⑪、＠は5定数，



イ学校外の機関等で相談・指導会受け，指導要録上出席扱し、となった児童生徒数（人）

国立 公立 私立 言十

小学校 10 3,016 6 3,032 

中学校 47 14,067 101 14,215 

言十 57 17,083 107 17,247 

ウ自宅においてIT等を活用した学習活動を行い指導要録上出席扱いとなった児童生徒数（人）

国立 公立 私立 ’vt 
妥
協
ロ

小学校 21 55 I I 

I I OI 30 I OI 30 

中学校 叶 198 I I 

l※ I 01 1161 51 121 

計叶 --------*I・-- ----i~I--- ~I--- ---Hi 
（注j※の欄は，自宅においてIT等を活用した学習活動を行い、指導要録上出席扱いとなった

児窓生徒のうち、学校外の機関等で相談・指導を受けた日数についても指導要録上出
席扱いを受け、「9学校外の機関等で相談・指導を受け、指導婆録上出席扱いとなった
児設さ住徒数」にも計上されている児童生徒数。



(23）平成18年度にお付る不登校の状態が前年度から継続してし、る児童生徒数

小学校
国立

区分 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 百十

(A）平成18年度不登校先盈数（人） 5 6 13 23 23 

（剖うち17年度から1［校（人） 。 5 6 7 

比率（8/AX 100)(%) 20 0 。。 38.5 26 I 30.41 27.日

公立

区分 2年生 3革生 4年金 5年生 6年生 言十

(A）平成18年度不登校児童数｛人） l,801 2,6E8 4,062 5.915 8,099 22,565 

(B）うち17＇＇広から＇＂校｛人） 556 956 1,599 2,386 3,698 9,195 

比率（自／AXIOO)(%) 30.9 35 6 39 4 40.3 45. 7 40.7 

民主一一
区分 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 ~i· 
(A）平成18年度不笠校児Z童数（人） 。 13 IS 31 42 !09 

ω｝うち17年度から絡協U、） 3 “ ワ IO 11 27 

比率(8λAX100)(%) WO  23.I I I.I 32 3 26 2 24.8 

LJ± 
区分 2年生 3年生 4年生 5年生 6年金 百十

(A）平成18年度不登校児童主数（人） l.811 2,707 4,093 5,969 8,164 22, 744 

(B）うち17＇ド度から継続（人｝ 558 959 1,606 2,402 3,716 9,241 

比率（B/AX100)(%) 30.8 35.4 39 2 40 2 45.5 40.6 

中学校

盟主
l年生 2年生 3年生 Z十

80 108 146 

(B刷 7酬も絃校（人）｜ 17 42 67 

比率（B/A×10的｛%） ｜ 21.3 38.9 45 9 

公立］

1年生 2年生 3年生 u 
23,141 35,775 41.043 99,959 

問 1慨カら総統u.11 6,962 17 ,965 25,916 50,843 

上tヰ：（B/AX10叫（%） I 30 I 50.2 63.1 50 9 

1年生 2年生 3年生 !1・ 
639 992 1,145 2,776 

問 17年度カら附（人11 96 358 514 968 

比率（8/AX100)(%) I 15.0 36.1 44.9 34.9 

主よ一一
1年生 2年生 3年生 言十

23 860 36,875 42,334 103,069 

恨めち1哨カら鋭校叶 7,075 18,365 26,497 51,937 

比率（B/AXIOO)(%) I 29.7 49 8 62.6 50.4 

(i主）！調査対怒。E盟公私立小・中学校



( 2 4）平成 18年度不受校実際蓄電査における不登校のきっかけ

問4-1 あなたが学校を休みはじめた持のきっかけは何ですか。思いあたるもの主企ヱζOをつ

けてください。

問4司 1
総図 有効

NA 回答数 比率1 比率2 H5調査
答数 回答数

1.友人との関係 1604 1581 23 849 52. 9% 53. 7% 44. 5% 

2.先生との関係 1604 1581 23 420 26. 2% 26. 6% 20. 8% 

3勉強が分からない 1604 1581 23 500 31. 2% 31. 6% 27. 6% 

4.クラブや部活動の友人・先重量と
1604 1581 23 366 22. 8% 23. 1見 16. 5% 

の関係

5.学校のきまりなどの防怒 1604 1581 23 161 10. 0目 10. 2% 9. 8目

6.入学、転校、進級して学校や学
1604 1581 23 273 17. 0詰 17. 3% 14. 3% 

級になじめなかった

7.家族の生活環境の主主激な変化 1604 1581 23 155 9. 7% 9. 8% 4. 3% 

8.親との関係 1604 1581 23 228 14. 2% 14. 4% 11. 3耳

9.家族の不和 1604 1581 23 160 1 o. 0% 10. 1 % 7. 5% 

10.病気 1604 1581 23 235 14. 7% 14. 9% 13. 2% 

11.生活リズムの乱れ 1604 1581 23 548 34. 2% 34. 7% キ

12.インターネットやメール、ゲ
1604 1581 23 

一ムなどの彩饗
246 15. 3% 15. 6% キ

13.その他 1604 1581 23 257 16. 0% 16. 3% 19. 3% 

14.とくに思いあたることはない 1604 1581 23 88 5. 5% 5. 6% 1 o. 8目

（注） 「H5翻交Jの「りは、前回翻査では選択肢がなかったことを示す。

（；：主）本翻変では、以下のように問答選択肢の後に図答具体例を（ ）議きで哲I］示している。

1.友人との関係（いやがらせやいじめ、けんかなど）

2先生との関係（先生がおこる、 j主笈がうるさい、体罰など）

3勉強が分からない（授業がおもしろくない、成ま震がよくない、テストがきらいなど）

4.クラブや部活動の友人・先輩との関係（先鐙＇／：｝＞ らのいじめ、他の部員とうまくいかなかったな

ど）

5.学校のきまりなどの問題（学校の校則がきびしいなど）

8入学、転校、進級して学校や学級になじめなかった（転校、進級したときの不適応など）

7家族の生活環境の急激な変化（父親や母親の単身赴任、家族の別居、親の転機や失業など経済

約な問題など）

B，親との関係（殺がおこる、殺の雲E震や態度への反発、親との会話がほとんどないなど）

9.家族の不和（両殺の不和、祖父母と父母の不和など）

10.病気

11.生活リズムの乱れ（朝起きられないなど）

12.インターネットやメール、ゲームなどの彩謬（一度始めると止められない、学校より楽しい

など）

13.その他

14.とくに思いあたることはない



( 2 5）平成18年度不登校実態雪国笈における不登校継続の理由

間5
総回 有効

NA IE]答数 比率 1 比率2
答数 回答数

1.いやがらせやいじめをする生徒の
1604 1576 28 652 40. 6% 41. 4% 

存在や、友人との人間関係のため

2.先生との関係（先生がおこる、；主
1604 1576 28 261 16. 3% 16. 6% 

慈がうるさい、体罰など）のため

3遊ぶためや非行グループにはいつ
1604 1576 28 143 8. 9% 9. 1 % 

ていたため

4.無気力でなんとなく学校へ行かな
1604 1576 28 699 43. 6% 44. 4% 

かったため

5.学校へ行かないことをあまり慈く
1604 1576 28 403 25. 1% 25. 6% 

思わなかったため

6だれかが迎えに来たり強く催促さ

れたりすると学校へ行くが、 f霊綴 1604 1576 28 202 12. 6% 12. 8% 
きしなかったため

7.学校へ行こうという気持ちはある

が、身体の翻子が惑いと感じたり、
1604 1576 28 688 42. 9% 43. 7% 

ぼんやりとした不安があったりし

たため

8なぜ学校に行かなくてはならない

のかが理解できず‘自分の好きな 1604 1576 28 313 19. 5% 19. 9% 
方向を選んだため

9.親から笠校するようすすめられ

ず、家にいても貌から注慈されな 1604 1576 28 104 6. 5% 6. 6% 
かったため

10.朝起きられないなど生活リズム
1604 1576 28 537 33. 5% 34. 1% 

が乱れていたため

11.勉強についていけなかったため 1604 1576 28 432 26. 9% 27. 4百

12.学校から登校するように働きか
1604 1576 28 74 4. 6% 4. 7% 

！？がなかったため

13.保護者やまわりの入に学校を休
1604 1576 28 134 8. 4% 8. 5% 

んでもいいと助脅されたため

14.その他 1604 1576 28 225 14. 0% 14. 3% 

15.わからない 1604 1576 28 48 3. 0見 3. 0% 

2 



( 2 6）平成18年度不登校実態翻変における「不登校のきっかけJと「不登校の継続理由Jと

の根関

「不登校のきっかけJ （間4) 「不登校の総統理由J （問5)

1友人との関係（いやがらせやいじめ、け
んかなど）

1いやがらせやいじめをする生徒の存在
4.クラブや部活動の友人・先議室との関係（先

ー今
や、友人との人間関係のため

滋からのいじめ、他の部長とうまくいか
なかったなど）

2.先生との関係（先生がおこる、 j主慈がう
-l砂

2先生との関係（先生がおこる、注意、がう
るさい、体罰など） るさい、体罰など）のため

3.勉強が分からない（授業がおもしろくな 4.無気力でなんとなく学校へ行かなかった

い、成綴がよくない、テストがきらいな -l惨 ため

ど） 11.勉強についていけなかったため

3.遊ぶためや非行グループにはいっていた
ため

5. 学校のきまりなどの問題（学校の校野jが 5学校へ行かないことをあまり怒く思わな

きびしいなど）
一一〉 かったため

ιなぜ学校に行かなくてはならないのかが
理解できず、自分の好きな方向を選んだ
ため

7.学校へ行こうという気持ちはあるが、身
10.病気 ー今 体の調子が皇室いと感じたり、ぼんやりと

した不安があったりしたため

3遊ぶためや非行グループにはいっていた
ため

4無気力でなんとなく学校へ行かなかった
ため

11.生活リズムの乱れ（朝起きられないな
5学校へ行かないことをあまり懇く思わな

一一診 かったため
ど）

8.なぜ学校に行かなくてはならないのかが
理解できず、自分の好きな方向を選んだ
ため

10.朝起きられないなど生活リズムが乱れ
ていたため

4.無気力でなんとなく学校へ行かなかった
ため

12.インターネットやメール、ゲームなどの 8なぜ学校に行かなくてはならないのかが
彩饗（一度始めると止められない、学校 一一〉 理解できず、自分の好きな方向を選んだ

より楽しいなど） ため

10.朝起きられないなど生活リス’ムが乱れ
ていたため

13.その他 ー→ はその他

14.とくに思いあたることはない ー→ 15.わからない

3 



( 2 7）平成18年度不登校実態調査における不登校の類型化について

【（跨 5）不登校の継綴理由】への回答から「不登校の類型化」を行った。データ処理の詳細

については「6クラスを示す変数と問 5とのクロス築計結果の擦準化残差Jを作成し、以降の分

析では5類型とする。

組6クラスを示す変数と問5とのクロス築計結果の擦準化残差

日間 5 ウラ；＼ 1 。うλ2 勿;13 。ラA4 !17A 5 。う;16

1.友人 主旦 8. 3 2. 8 】 12.0 l主3 ー59 

2.先生 主Z -1. 8 -5 1 1. 0 主主 同 3.1 

3.非行 LJ 3. 1 -9. 0 立J -4. 7 司 2.2 

4.無気力 11....§. 7. 3 LJ 主Z -16 2 -6. 3 

5.慈慾なし .!.LZ -4. 8 ー18.4 担J -8 2 ー4.1 

6.受動的 8. 9 同 38 主主 同 34 ー5.8 -2 7 

7.不安 生..1. -5. 2 1生Z -16. 1 『 1.3 同 6.2 

8.無理解 1生1 -4 9 -13. 7 !7. 2 ー7.6 -3 5 

9. ；；主窓不足 !7. 0 -0. 9 -8 9 1. 5 -3. 6・ 山 1.9 

10.生活 生Z -6. 0 生五 主Z ー130 同 5.1 

11.勉強 !!. 0 -6 1 4. 3 -2. 5 ー7.0 山 4.3 

12.支援不足 主主 o. 9 -7. 2 主2 -0 4 時 1.6 

13.助言言 Ta 8 -0. 3 山 4.1 ー5.1 
2. ' 

-2. 1 

14.その他 ー4.1 盆Z 同 65 同 11 -0. 5 -2. 9 

15.不明 2. 7 ー1.8 5. 9 3. 4 -3. 3 主主Z

この言葉針表から、以下のことが分かる。

( 1 ) 「クラス 3Jに所経すると判断された回答者（654人）においては、 「4無気力（7.3) J、

「6.受動的J (3. 9）、 f?.不安J (14. 7）、 「10.生活」 (5. 5）‘ 「11.勉強j (4. 3）とい

う継統理由の選択率が有議に商くなっている＠

( 2) 「クラス4Jに所隠すると判断された回答者（292人）においては、 f3.非行」 (17. 0）、
「4.無気力」 (3. 7)、 「5.懇慈なし」 (20. 9）、 rs.無理解j ( 17. 2）、 fl 0.生活J(3. 2）、

「12.支援不足j (2. 2）という継統理由の選択率が有蜜に高くなっている。

( 3) 「クラス 5Jに所感すると判断された図答者（284人）においては、 「1.友人Jの選択率が

纏めて大きく（擦準化残差は 19.9）、 「2先生」 (5. 3）、 「13.劫言J ( 2. 1）という継続

理由の滋択率も有意に商くなっている。

( 4) 「クラス 1Jに所l議すると判断された回答者（206人）においては、 「14.その他Jと fl5. 

不明Jの二つの選択肢を除いた、残り 13項目全てにおいて、その選択率が有窓に高くなって

いる。

( 5) 「クラス 2Jに所属すると判断された回答者（92人）においては、選択肢「14.その他J

の選択率が極めて衛くなっており、それ以外の選択肢は有慈差が見られない。

( 6 ) 「クラス 6Jは、選択肢「15.不明」の選択率が援めて斎くなっており、それ以外の選択肢

は有怒差が見られない。

4 



以上の各クラスの特徴から、クラス 3を f無気力j型、クラス 4を「遊び・非行」型、クラス

5を「人間関係J型、と名付ける。この3クラスで有効回答者（1576人）の 78%がカバーされる

（全図答者 1604人の 76.7%）。

全ての選択絞において選択率が有窓に斎くなっている「クラス lJの回答者は、その明確な特

徴を抽出することが量産しいグループである。次の表は、回答者の帰属クラスと（問 5）における

選択数（何倍の「理由j を選択したのか）とのクロス築計表である＠

滋択数 9う；＼l 妨：＼2 ?5:¥ 3 ?5:¥ 4 。うλ5 ?5:¥ 6 合計
。 51 125 24 78 48 326 

2 。 28 161 60 121 370 

3 10 183 73 48 。 315 

4 27 2 112 61 29 。 231 

5 52 58 46 。 163 

57 。 10 19 2 。 88 

7 31 0 5 6 。 。 42 

8 26 。 。 2 。 。 28 

9 10 。 。 。 。 11 

1日 2 。 。 。 日 。 2 

合計 206 92 654 292 284 48 1576 

以上の表から、クラス 1に所属すると判断された回答者の（問 5）における「理由Jの平均選

択数は、 6.1と、他の 5クラスの回答者と比べるとはるかに多くなっている。 （平均選択数は、

クラス2が1.6、クラス 3が2.8、クラス4が3.5，クラス 5が2.2）つまり、クラス 1に隠する

と判断された回答者は、不登校の継続の理由として様々な理由を挙げており、一室ました f理由J

を確定できないa したがって、このクラスを f複合」型と名付ける。

さらに、 r14.その他」の選択率が脊惑に霞くなっているクラス 2と、 「15. 不明」の選択率fJ~

有惑に溺くなっているクラス 6を合わせて「その他J型と名付ける。

この不登校の6クラスを下のとおり五つにリコードし、以降「不登校の5類型」と呼ぶ。

クラス番号3 →類型1: r無気力J裂（654人）

クラス番号4 →類型2岨 「遊び・非行」裂（292人）

クラス番号5 →類型3: 「人間関係J型（284人）

クラス番号1 →類型4・「複合J裂（206人）

クラス番号2・6ー〉類型5・「その他J型（140人）

この各類型に属する回答者の数（単純築計）は次のようになる。

圏不登校の5類裂の単純築計数と率

類型1 類型2 類型3 類型4 類型5
NA 

無気力 遊び・非行 人間隠係 複合 その他

回答者数 654 292 284 206 140 28 

回答者率 40. 8% 18. 2% 17. 7% 12. 8% 8. 7% 1. 8見



(2 8）「平成18年度不設校史臨調査j進学・就学・就剰だ兄について※（）内は前回調査

①中学校3年生時の高校進学率

今回調査 全国平均

高校進学窓 85. 1% (65. 3目｝ 98. 0% 

高校中退率 14. 0% (37. 9%) 1. 9% 

※高校進学率の全国平均は、平成19年度学校基本調査、中退率の全国平均は、平成19 

～2 1年度問題行難問査による。

② 20櫛見在の就学・就業の抗兄

今回調査 全面平均

獄浮している 47. 4% (23. 5月） 59. 0% 

就業している 54. 1 % (63. 0%) 44. 7% 

（参考）獄浮・就業の詳細

就学している 就学していない

今回調査 全国 今回誠査 全国

就業している 19. 6% ( 9. 3%) 16. 4% 34. 5% (53. 7%) 28. 3% 
新議していない 27. 8% (14. 2%) 42. 6% 18. 1 % (22. 8%) 8. 6% 
※全国平均は、 20 1 0年国勢調査による。

③ 20歳現郁牌の抗兄

今回調査 全国平均

高等学校 9. 0% (6目 5目） 1. 3先

尊門学校・各種学校等 14. 9% ( 8. 0%) 
37. 7% （キ16.5%) 58. 8% 

大学、短大、高等 22. 8% （宇8.5幼

※全国平均は、 20 1 0年国勢調査による。牢盈盟題童は、高専を含まず。

④ 20郡克在の弱業の抗兄

正社員

パート・アJvJXイ卜

今回調査

9. 3% (22. 5%) 

32. 2% (30. 7見）



全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対JiC,¥件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度
に比べ、平成25年度は6.3倍に増加している。

（人）

一 一一一一一一一一一一
80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

。
1.101 1.171 1.372 1訓 1 1.961 2・7224・引o_:_S.3526.932 

一一－＋－ - 一ー一

44.21 
42.664 

40,639 
.37,323 

33.408 34.4 7Z 
26.569 

23.274 23.738 
17.725 

11.631 

73.802 

66.701 

59.919. 
56.384 

H2 H3 H4 H5 H6 H7 HS H9 HIO H11 Hl2 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Hl9 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

※平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島原を除いて集計した数値である。

厚生労働省調査より
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追
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に
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十
八
年
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校
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追
跡
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査
）

透
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－
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学
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け
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不
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徒
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学
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の
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的
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や
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・
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定
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制
度
（
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割
）
の
適
用
）

通
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「
「
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童
生
徒
が
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宅
に
お
い
て
二
等
を
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用
し
た

学
習
活
動
を
行
っ
た
場
合
の
指
導
要
録
上
の
出
欠
の
取
扱
い

等
に
つ
い
て
と
※

通
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「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
※

通
知
υ

「
今
後
の
不
登
校
へ
の
対
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

＼ノピ
霊
ロ
『
今
後
の
不
登
校
へ
の
対
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

不
登
校
隠
題
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議

報
告
．
「
不
登
校
に
関
す
る
実
態
調
査
」
（
平
成
五
年
度
不
登
校
生

徒
追
跡
鍛
査
報
告
謬
一
に
つ
い
て

「
不
登
校
に
関
す
る
実
態
調
査
」
｛
平
成
五
年
度
不
登
校
生
徒
追
跡
調
査
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通
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「
官
向
等
学
校
の
入
学
者
選
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の
改
善
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つ
い
て
」

（
不
登
校
生
徒
に
つ
い
て
、
調
査
審
以
外
の
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抜
資
料
の
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用
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配
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施
行
規
則
一
部
改
正
・

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
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け
る
受
験
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の
拡
大

通
知
「
愛
校
拒
否
児
愛
生
徒
が
学
校
外
の
公
的
機
関
等
に
適
所

す
る
場
合
の
遜
学
定
期
乗
車
券
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
」

通
知
：
「
登
校
拒
否
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

ー
日
報
告
一
「
登
校
拒
否
〈
不
登
校
）
問
題
に
つ
い
て
」

学
校
不
適
応
対
策
調
査
研
究
協
力
者
会
議

＜不登校に係る構造改革特区における特例措霞＞
※「不主主校児童生徒等を対象とした学校設践に係る教育課程弾力化事
業JCH17.7.6学校教育法施行規則の一部改正により全国化〉

※ llT等の活用による不登校児雲量生徒の学習機会』広大事業
CH17.7.6通知により全国化〉

f今後の不登校への

まま~の在り方についてj
O校内の指導体制及び教磯員等の役割（指導
体制の充実、スクールカウンセラー等との連
携協力等）

0教育支援セン?zー（適応指導教室）の整備充
実やそのための指針作り
f教育支援セン舎一整備指針（試薬）J

0民間施設（フリースクール）等との連携協力の
ための情報収集・提供等
「民間施設についてのガイドライン（試議）J

『差是枝拒否問題への対応についてj

O「心の居滋所Jとしての役割
0「適応指導教室」の設置の推進
0義務教育諸学校の登校te!否児童生徒が
学校外の公的機関や民間施設において稲
談・指導を受けている場合の指導要録上
の出欠の取扱い

〈〉「学校設鐙非営利法人による学校設鐙事業
(H15.10.1施行構造改革特別区i或涜〉



I c31－木畳校県意器集金棄損調弱周恩悪業等！
｛スクールカウンセラー活用事業】

平成7～12年度

スクールカウンセラー
活用事業研究事業
（委託）

【スクールソーシャルワーカー活用事業】

【不登校対策の委託モデル事業】

平成2～10年度

適応指導教護の
実践推進の調査
研究委託

平成11～14年度

不塗校児童生徒に対
する適応指導教室等
の譲査研究（民間線
設含む）委託

【年度別教育支援センター（適応指導教室）数】

スクールカウンセラー
活用事業補助
( 1/2補助）

平成15～18年度

学校、家庭、児相等
の関係機関が連携した
地域ぐるみのネット
ワーク整僚の調査研究
（適応指導救護・民間

施設含む）委託

平成20年度～

スクールカウンセラ
活用事業補助
( 1/3補劾）

平成20年度

スクールソーシャル
ワーカー活用事業
研究事業（委託）

平成19～21年度

関係機関のネットワーク
を活用した未然防止、
早期発見・早期対応に
つながる取締の調査研究
（適応指導教室・民隠
施設含む〉委託

平成21年度～

スクールソーシャル
ワーカー活用事業補
( 1/3補助）

平成22年度～

いじめ対策支援事
業と併せ自治体の
創意ある取組の調
登研究（選応指導
教護・民間線設含
む）委託

年度（平成）｜ 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I a I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 1 a I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 

数 I133 I 225 I 372 I 472 I 542 I 698 I 714 I 804 I 883 I 928 I 991 1103111096I1152 I 1161111641120911241 1122811265112391130611286 



スクールカウンセラー等活用事業
平成27年度予算額4,024吉万円（平成26年度予算額4,113百万円）補助率：1/3

（家庭（保護者け

助手嘉助

スクールカウンセラー
児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及
び経験を有する者（臨床心理士等）

問題行動等
いじめ

暴力行為

不登校など

め出家ぶ
児童生徒

考委総甥＝りき購

スクールソーシャルワーカー活用事業
平成27年度予算額647百万円（平成26年度予算額394百万円） 橋効率：1/3

（ 教職員 1 1 1関係機関

i;:l仁民間J.~：：壊活思盟諸？
' ；~決γ 緩襲五ぷ吋そ畑 怠察、家庭裁判所、保護観察所等

連携・調七時総智ぽ連携・調整、；
スクーんソーシャルワー力一盛単語

教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有

するとともに、過去に教育や福祉の分野において、活動

経験の実績等がある者（社会福祉士、精神保健福祉土等）

問題行動等
いじめ
暴力行為

不登校など



(33）スクールカウンセラー等記置箆所数、予算額の推移

~？＂そぎ H7 HS  H9  HlO Hl 1 Hl2 Hl3 H14 H15 Hl6 Hl 7 H18 Hl9 H20 H21 H22 H23 

探遠投（箇所｝獄 154 553 1.065 1,661 2,015 2.250 4,406 6 572 6,941 '"" 
9,547 10,158 11 460 12,263 15 461 16 012 15.476 

14,261 
13自＂ 9,450 

予算額 307 1,100 2,174 3.274 3,378 3,552 4,006 4,495 3 994 4,200 4,217 4 217 5,051 3,305 
の肉数 の同数 の内数

0 派i控箇所とはスクールカウンセラーが配墜されている学校と派遼されている学校、教育委員会への配鐙を含む。

O 平成26年度(ilj・闘値）は予算上の配立登校数である。（緊急支援派遣校数は含まない。）

0 スクールカウンセラー活用i調査研究委託事寄生（平成7年度～12年度） 図の全額委託落語建（IO/IO)

0 スクールカウンセラー活用事議（平成I3年度～I9年度）一都道府県・指定都市に対する補助金（補助率 I/2)

O スデーノレカウンセラー活帰宅評議（平成20年度～）一都道府県・指定都市に対する補助金（柑i効率 I/3)

0 平成2I年度～平成24年皮は、学校・家縫・地域の連携協力推進卒業の一部1として実施。
0 平成25年度から、いじめ対策等総合推進事後のーメニューとして実施。

〈枚数〉 スクールカウンセラー配置校（箇所）数の推移（平成7年度～平成26年度）

（単位e技）
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0職務：問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等とのネットワーク構築、連絡・調整、
学校内におけるチーム体郁の構築・支援、保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供など。

0資格：任命権者である都道府果等が、社会福祉士や精神保健衛生士の資格を有する者等を任命。
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。 スクールソーシャJl,.＇＇－均一諸君期総選陸軍詩 3怒号制患者辞書舞（:JF!i>;20若手掛t）目前同僚の護者機最終模型駆け心／ 10) 
。スクールソーシャルワーカ－：l'i続本繋（不成立t～22年波〉一機i護総事現-1詰~華客約に~lす吾妻藷露お念〈機動車容を／＂3)
。 スウーJL，ソーシャルツーカー汲F興事機｛平成立3王手段～〉一線ま議機講義・t積立霊長事ltl.<Pt.察官むに対ずる守護臨急激｛季連民会議 1／之さ〉
。平成21年次～平成24年邸主f詳し±闘交・怒護軍・検事賓11)主憲主党製品:1JI意滋事業（））－喜容として3電機ぉ
0 ：手段25王手緩から．いじめ対鰍2事総合終滋事費電のーメニ斗ーとして災意革命
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